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はじめに 
 

1956 年から 2008 年までの約半世紀にわたって、政府が公表していた国民生活白書

（以下、生活白書、または、誤解の無い場合には単に白書と省略して記することがあ

る）は 51 回作成された。国民の身近な問題を取り上げてきたということもあって、

政府の文書の中でも多くの人に読まれ、マスコミなどで取り上げられることが多かっ

た。 

第二次世界大戦後の高度成⾧入口である 1956 年に公表された最初の白書は「国民

生活変貌の実態」という表題で、多くの国民が十分な栄養を取ることがかなわないほ

ど、まだ日本が貧しくかった時代の様子を色濃く反映している。一方最後となった

2008 年の白書は「消費者市民社会への展望~ゆとりと成熟した社会構築にむけて」と

題し、高度成⾧期や何度かの経済危機を経て日本社会が豊かになり成熟したことを示

している。 

 このように半世紀にわたって政府が公表してきた生活白書には、作成された時代の

日本社会の状況や、政府や人々が強い関心を寄せていた問題が映し出されている。51

回の生活白書を見ることによって、日本社会がどのような変化を遂げてきたのかをふ

りかえることができる。 

 現在日本で最も注目度が高い白書は、経済財政白書であろう。国民生活白書が作成

されていた時代も、経済財政白書の前身である経済白書が最も注目を集める白書であ

った。経済白書や経済財政白書の作成に関わった多くの官庁エコノミストが、その著

作の中で作成当時の経済状況や作成に関して書き残しており、経済白書を作成してい

た旧経済企画庁の 30 年史や 50 年史にも系統的な記述がみられる。一方、国民生活白

書は専門家でない一般市民には、経済白書よりもむしろ広く読まれたとみられるが、

残念ながらには関係者による著作や系統的な記録が見当たらない。 

 本調査研究では、半世紀にわたる国民生活白書に関わる情報を整理・記録した。中

でも、生活白書の執筆に当たった方々からのヒアリング録は本報告書の重要部分であ

り、他には存在しない貴重な歴史資料であると考える。この事業で整備した歴史的記

録が、将来の研究者にとって日本社会の変化や政府や人々の関心事項、考え方の変化

を俯瞰するために、有用な資料となることを期待したい。 
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第 1 章 本調査研究の概要 
 

１．調査研究内容 

本調査研究では、大きく２つの事業を行った。 

一つは、国民生活白書に関わる記録を整備することである。 

① 公表日、表題（副題）、ページ数、要旨や公表時の関係者等の基本情報を整備し

た 

② 国際情勢・政治、経済・社会といった各白書の時代背景の記録を整備した。 

③ 各年の白書の責任者である課⾧など、作成に関わった関係者からヒアリングを行

い、オーラルヒストリーとして記録を作成した。研究会に関係者を招いて話を聞

く他、個別に訪問してヒアリングを行う等できるだけ多くの関係者の話を残し

た。 

④ 白書の公表時の新聞記事等を調べることによって、社会が白書にどのような反応

を示したのかの記録を整備した 

 

第二の事業として、51 回の生活白書の内容を精査することによって、日本社会の変化

や政府や人々の考え方の変化を明らかにすることを試みた。 

① 幾つかの問題について各白書を調べ、どのような視点から分析していたか、考え

方がどのように変化してきたのかを考察した 

② 生活白書は家計の分析を目的として始まったが最終的には家計分析は無くなって

おり、その経緯について考察した。 

③ 白書が取り上げてきたテーマや記述から日本社会の変遷をたどる 

 

なお、 

④ ⾧期の統計データを利用して白書が分析していた社会問題の⾧期的な変化を振り

返って検討する 

ということも試みたが、成果を取りまとめるには至らず、本報告書には作業内容

は掲載されていない。 

 

２．調査研究体制 

当財団の経済政策研究会の下で、川上征雄特別研究員が研究代表者として本調査研究を

実施した。調査研究作業には研究会メンバーが参加した。 

研究会の構成員は、⾧瀬要石（元経済企画庁調整局⾧）、牛嶋俊一郎（元経済企画庁総合
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計画局⾧）、光多⾧温・公益財団法人都市化研究公室理事⾧、川上征雄特別研究員、櫨浩一

特別研究員の 5 名である。 

ヒアリング録及び報告書の作成作業は、研究会メンバーから助言を受けつつ、川上征雄特

別研究員が研究代表となって、櫨浩一特別研究員の協力の下に行った。 

研究会は 7 回開催し、第 1 回から第 6 回までの研究会ではヒアリングと質疑を行い、第

７回の研究会では報告書の素案について議論した（表 1-1）。 

 

 
 

研究会でのヒアリングの他にも、個別のヒアリングを 5 回行った。 

 

３．資料調査の手法 

〇新聞記事 

毎日新聞の記事を、「毎索」を利用して検索し、公表を伝える記事、社説、国民生活白

書に関する連載記事を収集した。一部の記事については確認のため、縮刷版にも目を通し

た。 

国民生活白書については、当然のことながら各紙が報道しており、毎日新聞を選択した

のは全国紙の中で検索が容易であったことが理由であり、他に特段の理由は無い。 

〇雑誌 

国立国会図書館デジタルコレクションでデジタルアーカイブされている、社団法人経済

企画協会が発行していた月刊 ESP(Economy Society Policy の頭文字をとったもの)の生活

白書特集号を基本として参照し、一部は学習院大学法経図書館所蔵の冊子を参照した。 

〇国民生活白書の本体 

調査研究で参照している生活白書は、国立国会図書館デジタルコレクションでデジタル

アーカイブされているものを基本とし、優先的に参照した。必要に応じて、各種図書館に所

蔵されている印刷物の国民生活白書を調べた。 

 

表１－１　研究会の開催状況
回 開催日 内容

第1回 2024年7月26日 ヒアリング：⾧瀬要石氏

第2回 2024年9月26日 ヒアリング：川本敏氏、池永肇恵氏

第3回 2024年10月10日 ヒアリング：佐々木秀一氏、梅溪健児氏

第4回 2024年10月31日 ヒアリング：新村保子氏

第5回 2025年1月23日 ヒアリング：原田泰氏

第6回 2025年3月27日 ヒアリング：増島稔氏、家計の⾧期的変化について議論

第7回 2025年10月22日 報告書素案について議論

2



４．本報告書の構成 

本報告書の構成は、目次にあるとおり、９章と資料 ヒアリングの記録、からなっている。

以下に、それぞれの内容と執筆担当者を記す。 

 

第１章 本調査研究の概要、では、この調査研究事業について、内容や調査研究体制、調

査手法等を説明した。 

第２章 白書について、では、政府が作成・発表している白書全般について、白書の由来

や定義、種類、政府による位置づけ等を説明している。（川上執筆） 

第３章 国民生活白書について、では、国民生活白書の公表日、内閣、所管大臣、執筆責

任者等を掲げ、また付されている表題（副題）の経緯等について説明している。

（川上執筆） 

第４章 各年度国民生活白書の概要、では、51 回の国民生活白書について表題（副題）、

ページ数等の体裁について示し、各白書の要旨をまとめる等の基本情報を整理し

て掲載している。経済企画庁が公表した年史やホームページなどのまとめ情報で

の過誤も修正した。（川上執筆） 

第５章 マスコミによる報道、毎日新聞に掲載された白書に関する記事・社説を例にと

り、マスコミの取り上げ方の変化について考察した。（櫨執筆） 

第６章 家計分析の推移、では、家計の分析を目的として公表されはじめた国民生活白書

で、最終的に家計分析が行われなくなった時間的な経緯を辿り、家計分析が消滅

した原因について考察している。（櫨執筆） 

第７章 家計の所得格差、では、生活白書が繰り返し取り上げてきたテーマの一つである

家計所得の格差を取り上げた。各年度の白書の記述を辿ることによって所得格差

の推移をみるとともに、白書の格差に対する考え方の変化について考察してい

る。（櫨執筆） 

第 8 章 地域格差について、では、白書での地域格差に関する記述を辿るとともに、経済

計画や全国総合開発計画との関連についても考察し、白書の地域格差の取り扱い

が初期の都市と農村比較から徐々に比較対象が変化し、東京一極集中問題後には

あまり地域格差をとり上げなくなったことを述べている。（川上執筆） 

第９章 社会背景と国民生活の変遷、では、生活白書が作成された各年度を大まかな時期

区分で括って、その政治、経済、社会の時代的背景を回顧しながら白書の記述の

流れを追っている。（川上執筆） 

おわりに では、残された課題を考察し、結語を述べた。 

資料 ヒアリングの記録、には、国民生活白書の執筆責任者であった課⾧（内閣府移行後

は室⾧）、または課⾧補佐にヒアリングを行った記録を掲載している。本報告書

の重要部分であり、他には無い貴重な歴史資料であると考える。 

3



第 2 章 白書について 

１．白書の来歴 

 白書とは、元来イギリス政府の公式報告書のことを指し、報告書の表紙が白いことから

White Paper と呼ばれ、「白書」という言葉が生まれたという解説が専らである。わが国初

の白書とされる 1947(昭和 22)年 7 月に公表された『経済実相報告書』の作成に関与した大

来佐武郎によれば、その当時英国のアトリー労働党政権が経済情勢全般の分析と必要な政

策の概要、予算編成の基本姿勢などを詳細に記し、公表した経済報告に触発されたものだ

ったという。経済安定本部によって英国の原書『Economic Survey』が日本語に訳出されて

いるが、その時の邦題を『英国経済白書』としていた。ちなみにイギリス議会や枢密院の

報告書は、表紙が青いので Blue Book と呼ばれているという解説もあり、実際、わが国の

外務省の政府報告書に限っては、「外交青書」として公刊されている。 

 わが国初の白書である第 1 回の「経済白書」もその表題には「経済実相報告書」と記さ

れており、経済白書と自称していない。活字化された頒布版においても白書の表記はなく、

いわば政府が刊行する報告書を総称した普通名詞として白書と呼ばれていたものと思われ

る。 

 

２．白書の定義 

 1990(平成 2)年の国会答弁において、白書とは「中央官庁の編集する政府刊行物である、

そしてその内容は政治、経済、社会の実態及び政府の施策の現状について国民に周知させ

ることを主眼とするものである、・・・・だから、国民の皆さんに現実の政治あるいは行

政の動きをよくお知りをいただいて、そして御批判を願う、そして御協力をいただく、そ

れが私は眼目だろうと思います。」（第 118 回国会参議院予算委員会会議録第 19 号 23 頁

（平 2.6.6）（坂本三十次内閣官房⾧官））とする政府見解が示されたように、白書は中央官

庁が編集する政府刊行物の総称なのである。 

 

３．分類 

その白書には、①法律に基づいて国会に提出した報告書を刊行するもの（いわゆる法定

白書）と、②閣議に報告又は配布し、閣議の了解を得た後に公表されるものに大別される。

①の最初は 1948(昭和 23)年に国会に提出された『独占禁止白書』（私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律第 44 条第１項による）であり、②の最初が、1947(昭和 22)年

７月４日に国会に提出された、件の『経済実相報告書』（経済白書）である。 

法定白書は法律に規定された報告書のことであるが、近年では基本法が立法される際に
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法律事項として年次報告を規定する例が多いことからその数が増していると思われ、同時

に議員立法により設けられたものが多い。これは、議員立法の発議者である国会議員が、

その法により政府が中⾧期的に継続して取り組むべきとされた行政施策について、国会と

して定期的にその内容を把握していくという趣旨も含まれているのであろう。 

 ここで本研究の対象としている国民生活白書については②の範疇であり、法的に規定さ

れた義務的な白書ではない。あえて法的関係をいえば組織の設置法に定められた所掌事務

の一環で作成される行政資料だといえる。 

 

４．刊行数 

敗戦後、空前の危機に瀕していた日本経済について、当時としては集めうる限りの資料

や統計を基礎にして、経済安定本部が経済の実状を国民に報告したのが、我が国での白書

の嚆矢となった経済白書であった。その後二、三の省でもその行政分野の状況を分析した

結果を白書としてとりまとめ編さんしている。当時は基礎となる統計資料が十分に整備さ

れておらず、いずれも小冊子の域を出ないものであったようだ。 

1950 年後半(昭和 30 年代)になると、次第に各省庁の統計調査も充実し、また各省部局

の執筆体制も整い、充実した白書が作成されるようになった。一方で政府の作成文書が安

易に白書と呼ばれるような風潮も生まれるようになり、一省庁から重複していくつもの白

書が出されたり、白書間で整合のない展望が述べられたりと満足な分析がなされない内容

の白書などが乱発された。これに対処するべく、事務次官等会議での申合わせが 1963(昭

和 38)年 10 月 24 日に「政府刊行物(白書類)の取扱いについて」と題して発された。 

以下はその要旨である。 

 

白書にかかる事務次官等申合せ (要旨) 

 

各省庁が編集する政府刊行物のうち白書は、政治経済社会の実態を国民に周知させることを主眼とする

もので、将来の見通し及び施策の方向については、付随的にふれることとし、特に政府の重要な施策など

は、政府の公式見解として決定されている事項以外については、事前に閣議の了解を経ることとする。 

なお、ここでいう白書とは、つぎに揚げる要件を備えたものをいう。 

(1) 中央官庁が編集する政府刊行物であること。 

(ｲ) 官職を付した個人名で編著するものは含まない。 

(ﾛ) 非売品であっても広く頒布するものは含むが、部内資料は含まない。 

(ﾊ) 図書の形をとるものに限り、原則として月刊誌、 パンフレット類は含まない。 

(2) 内容は、政治経済社会の実態及び政府の施策の現状について国民に周知させることを主眼とするもの

であること。 

従って、法令制度等の解説書、単なる統計調査報告書、現業官庁における事業の紹介書等は含まない。 
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如上の「申合せ」から、かつては毎年発表されていたものの、爾後、白書としては発刊

されなくなったものに『国民所得白書』、『国有財産白書』、『航空白書』などがあった。 

この結果、例えば 1985(昭和 60)年時点で政府が公刊している白書類については、法律の

規定に基づいて国会に対して提出される報告書が、公務員白書、独占禁止白書、観光白書

等の 13 の白書、閣議に配布される報告書が経済白書、国民生活白書、警察白書など 20 の

白書、計 33 であった。（『白書の話(60 年版)』大蔵省印刷局 1985.11.1 による） 

 しかし、現在(2025.6.23 時点)では、デジタル庁が整備・運営する Web サイトの e-Gov 

ポータルでの白書等に関する記述（https://www.e-gov.go.jp/about-government/white-

papers.html）によれば、わが国政府の年次報告の類であるいわゆる白書等は次表の通り

53 を数えるまでになっている。 

 

表 2-1 現在発刊されている白書等 
発刊官庁 白書等名称 

内閣官房 水循環白書 

人事院 年次報告書 

内閣府 経済財政白書、原子力白書、防災白書、高齢社会白書、障害者白書、交通安全

白書、男女共同参画白書 

公正取引委員会 年次報告 

警察庁 警察白書、犯罪被害者白書 

個人情報保護委員会 年次報告 

金融庁 金融庁の１年 

消費者庁 消費者白書 

こども家庭庁 少子化社会対策白書、子ども・若者白書（旧青少年白書） 

総務省 地方財政白書、情報通信白書 

公害等調整委員会 公害紛争処理白書 

消防庁 消防白書 

法務省 犯罪白書、再犯防止推進白書、人権教育・啓発白書、出入国在留管理（白書） 

外務省 外交青書、開発協力白書・ODA 白書 

文部科学省 科学技術白書、文部科学白書 

厚生労働省 厚生労働白書、労働経済白書、自殺対策白書、過労死等防止対策白書 

農林水産省 食料・農業・農村白書、食育白書 

林野庁 森林・林業白書 

水産庁 水産白書 

経済産業省 通商白書、製造基盤白書（ものづくり白書） 

資源エネルギー庁 エネルギー白書 

特許庁 特許行政年次報告書 

中小企業庁 中小企業白書、小規模企業白書 

国土交通省 国土交通白書、土地白書、首都圏整備に関する年次報告（首都圏白書）、交通政

策白書 
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海難審判所 レポート海難審判 

観光庁 観光白書 

運輸安全委員会 運輸安全委員会年報 

海上保安庁 海上保安レポート（海上保安白書） 

環境省 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 

防衛省 防衛白書 
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第３章 国民生活白書について 

１．国民生活白書の発行 

 国民生活白書は、表 3-1 の通り 1956(昭和 31)年から 2008(平成 20)年までの約半世紀間

にわたり、ほぼ毎年、計 51 回作成・公表されてきたもので、現在は発刊されていない。

なお、年により発表月は固定はしていないが、表題として欠けている年度は、昭和 44 年度

版と平成 14 年度版の 2 回である。 

 

２．国民生活白書の来歴 

国民生活白書が作成され始めた目的としては、国民経済において消費が比重を大きく占

めることから、その変化の実態把握と経済計画策定に当たっての需要見通しへの活用を意

図されたとされる。しかし、この時期から始めた動機について確たる証言は見いだせない。

第 1 回白書公表の 1956(昭和 31)年は、その作成官庁である経済企画庁が経済審議庁から改

組・発足した年(1955(昭和 30).7.20)の翌年であり、新生官庁の新しい事業として始まった

という事情もあるのではないかと思われる。 

当初は経済企画庁調整部の調整官が執筆の任を負った。経済企画庁設置法では調整部の

所掌事務に「国民の合理的な生活水準の策定並びに雇用の増大、労働状態及び国民生活水

準の改善その他国民生活の安定に関する基本的な政策及び計画の企画立案及び総合調整に

関すること。」(経済企画庁設置法第八条第七号)という規定があり、国民生活白書作成はこ

れに基づく行政であると解せる。 

 

３．国民生活白書の表題 

国民生活白書という名称は当該白書を作成していた経済企画庁において当初からそう呼

ばれていたものではない。文書名には、その報告内容を説明する名称を用いていたのであ

る。たとえば第 1 回目は「国民生活変貌の実態」と題していた。ただし国会図書館に所蔵

されている同白書の第 1 回目には、日本経済新聞社発行の市販本が収められており、この

表題には既に「国民生活白書」と表記されている。第 2 回白書以降、第 7 回目までは、大

蔵省印刷局から販売された版が蔵書であり、それら冊子の表題にはいずれも「国民生活白

書」と印刷されていた。おそらく販売に当たってはその冊子の性格が一瞥で認知される必

要があったからこのような名称を付したものであったと思われる。 

1980 年代(昭和 50 年代後半)に国民生活白書作成の実務に就いていた筆者らの経験から

すると、原案執筆、庁内調整、各省折衝、記者発表、閣議報告に際しては、活字版の文書

は存在せず、筆耕版いわゆるガリ版刷りを使用した。そのような部内文書には装丁の類は 
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回 年度 発表年月日 表題 （副題） 担当課長 担当局長 所管大臣 内閣

1 1956 (昭和31)年度 昭和 31. 6. 26 国民生活変貌の実態 三浦善郎 小出栄一 高碕達之助 鳩山一郎

2 1957 (昭和32)年度 32.  9. 25 国民生活の現状 真島毅夫 大堀 弘 河野一郎 岸 信介

3 1958 (昭和33)年度 33. 12. 11 景気後退下の国民生活 真島毅夫 大堀 弘 三木武夫 岸 信介

4 1959 (昭和34)年度 34. 11. 28 戦後国民生活の構造的変化 真島毅夫 中野正一 菅野和太郎 岸 信介

5 1960 (昭和35)年度 35. 12. 20 職業別にみた国民生活の現状と生活革新の進行 真島毅夫 中野正一 迫水久常 池田隼人

6 1961 (昭和36)年度 36. 11. 27 国民生活の地域差とその背景 真島毅夫 中野正一 藤山愛一郎 池田隼人

7 1962 (昭和37)年度 37. 12. 13 景気調整下の国民生活と生活革新の現段階 長沢正男 山本重信 宮澤喜一 池田隼人

8 1963 (昭和38)年度 39.  3. 10 国民生活白書 （消費生活の向上とその平準化傾向） 長沢正男 髙島節男 宮澤喜一 池田隼人

9 1964 (昭和39)年度 40.  4.  9 　　　〃　 　（副題なし） 長沢正男 髙島節男 高橋 衛 佐藤栄作

10 1965 (昭和40)年度 41.  5. 13 　　　〃　　 （副題なし） 宮崎 勇 中西一郎 藤山愛一郎 佐藤栄作

11 1966 (昭和41)年度 42.  6.  27 　　　〃　　 （副題なし） 喜多村治雄 中西一郎 宮澤喜一 佐藤栄作

12 1967 (昭和42)年度 43.  ７. 16 　　　〃　　 （副題なし） 喜多村治雄 八塚陽介 宮澤喜一 佐藤栄作

13 1968 (昭和43)年度 44.  ７.  ８ 　　　〃　　 （国民生活優先への展開） 満井 力 八塚陽介 菅野和太郎 佐藤栄作

14 1970 (昭和45)年度 45.  ６. 26 　　　〃　　 （豊かな人間環境の創造） 岩田幸基 矢野智雄 佐藤一郎 佐藤栄作

15 1971 (昭和46)年度 46.  ７. 20 　　　〃　　 （豊かな社会への構図） 佐々木 孝 宮崎 仁 木村俊夫 佐藤栄作

16 1972 (昭和47)年度 47.  ８. 15 　　　〃　　 （日本人とその社会） 小金芳弘 小島英敏 有田喜一 田中角栄

17 1973 (昭和48)年度 48.  ７. 31 　　　〃　　 （日本人の暮らしとその質） 小金芳弘 喜多村治雄 小坂善太郎 田中角栄

18 1974 (昭和49)年度 49. 10.  １ 　　　〃　　 （不安の時代の克服のために） 守屋友一 岩田幸基 内田常雄 田中角栄

19 1975 (昭和50)年度 50. 10. 28 　　　〃　　 （変わる生活　変わる世代） 守屋友一 岩田幸基 福田赳夫 三木武夫

20 1976 (昭和51)年度 51. ９. 28 　　　〃　　 （暮らしのなかの新しい底流） 守屋友一 藤井直樹 福田赳夫 三木武夫

21 1977 (昭和52)年度 52. 10. 18 　　　〃　　 （暮らしを見直し、新しい豊かさを求めて） 守屋友一 井川 博 倉成 正 三木武夫

22 1978 (昭和53)年度 53. 10. 31 　　　〃　　 （新しい暮らしと地域のなかの連帯） 辻 昤介 井川 博 宮澤喜一 福田赳夫

23 1979 (昭和54)年度 54. 11.  ２ 　　　〃　　 （生活基盤の充実と機会の拡大） 辻 昤介 小金芳弘 小坂徳三郎 大平正芳

24 1980 (昭和55)年度 55. 10. 31 　　　〃　　 （変わる社会と暮らしの対応） 香川 勉 小金芳弘 河本敏夫 鈴木善幸

25 1981 (昭和56)年度 56. 10. 27 　　　〃　　 （生活の質的充実とその課題） 香川 勉 小金芳弘 河本敏夫 鈴木善幸

26 1982 (昭和57)年度 57. 11.  ９ 　　　〃　　 （安定成長下の家計と変貌する地域の生活） 西谷浩明 大竹宏繁 河本敏夫 鈴木善幸

27 1983 (昭和58)年度 58. 10. 28 　　　〃　　 （ゆとりある家計と新しい家族像を求めて） 吉村 彰 及川昭伍 塩崎 潤 中曽根康弘

28 1984 (昭和59)年度 59. 11.  ９ 　　　〃　　 （人生80年のゆとりと安定のために） 川名英子 及川昭伍 金子一平 中曽根康弘

29 1985 (昭和60)年度 60. 11.  １ 　　　〃　　 （戦後40年：成熟の時代に向けて） 川名英子 横溝雅夫 金子一平 中曽根康弘

30 1986 (昭和61)年度 61. 10. 24 　　　〃　　 （世界に開かれた豊かな生活を求めて） 川名英子 横溝雅夫 近藤鉄雄 中曽根康弘

31 1987 (昭和62)年度 62. 10. 23 　　　〃　　 （円高の活用と豊かな資産の創造） 川名英子 海野恒男 近藤鉄雄 中曽根康弘

32 1988 (昭和63)年度 63. 11. 18 　　　〃　　 （多様化する生活と国民意識） 佐々木秀一 末木凰太郎 中尾栄一 竹下 登

33 1989 (平成元)年度 平成元. 11. 10 　　　〃　　 （人生70万時間　ゆたかさの創造） 新村保子 末木凰太郎 高原須美子 海部俊樹

34 1990 (平成 2)年度 ２. 10. 30 　　　〃　　 （人にやさしい豊かな社会） 新村保子 加藤 雅 相沢英之 海部俊樹

35 1991 (平成 3)年度 ３. 11. 19 　　　〃　　 （東京と地方－ゆたかさへの多様な選択） 新村保子 加藤 雅 野田 毅 宮澤喜一

36 1992 (平成 4)年度 ４. 11. 13 　　　〃　　 （少子社会の到来、その影響と対応） 川本 敏 加藤 雅 野田 毅 宮澤喜一

37 1993 (平成 5)年度 ５. 11. 12 　　　〃　　 （豊かな交流－人と人のふれあいの再発見） 近藤 誠 加藤 雅 久保田早苗 細川護熙

38 1994 (平成 6)年度 ６. 11. 18 　　　〃　　 （実りある長寿社会に向けて） 近藤 誠 坂本導聰 高村正彦 村山富市

39 1995 (平成 7)年度 ７. 11. 14 　　　〃　　 （戦後50年の自分史－多様で豊かな生き方を求めて） 原田 泰 坂本導聰 宮崎 勇 村山富市

40 1996 (平成 8)年度 ８. 11. 19 　　　〃　　 （安全で安心な生活の再設計） 原田 泰 井出亜夫 麻生太郎 橋本龍太郎

41 1997 (平成 9)年度 ９. 11.  ４ 　　　〃　　 （働く女性－新しい社会システムを求めて） 太田 清 井出亜夫 麻生太郎 橋本龍太郎

42 1998 (平成10)年度 10. 12. ４ 　　　〃　　 （「中年」－その不安と希望） 太田 清 金子孝文 堺屋太一 小渕恵三

43 1999 (平成11)年度 11. 12. 10 　　　〃　　 （選職社会の実現） 梅溪健児 金子孝文 堺屋太一 小渕恵三

44 2000 (平成12)年度 12. 11. 10 　　　〃　　 （ボランティアが深める好縁） 梅溪健児 池田 実 堺屋太一 森 喜朗

45 2001 (平成13)年度 14.  3. 26 　　　〃　　 （家族の暮らしと構造改革） 井内正敏 永谷安賢 竹中平蔵 小泉純一郎

46 2003 (平成15)年度 15.  5. 30 　　　〃　　 （デフレと生活－若年フリーターの現在(いま)） 増島 稔 永谷安賢 竹中平蔵 小泉純一郎

47 2004 (平成16)年度 16.  5. 21 　　　〃　　 （人のつながりが変える暮らしと地域－新しい「公共」への道） 池永肇恵 永谷安賢 竹中平蔵 小泉純一郎

48 2005 (平成17)年度 17.  8. 12 　　　〃　　 （子育て世代の意識と生活） 片山 朗 田口義明 竹中平蔵 小泉純一郎

49 2006 (平成18)年度 18.  6. 20 　　　〃　　 （多様な可能性に挑める社会に向けて） 高安雄一 田口義明 猪口邦子 小泉純一郎

50 2007 (平成19)年度 19.  6. 26 　　　〃　　 （つながりが築く豊かな国民生活） 高安雄一 西 達男 高市早苗 安倍晋三

51 2008 (平成20)年度 20. 12. 26 　　　〃　　 （消費者市民社会への展望－ゆとりと成熟した社会構築に向けて） 高橋義明 西 達男 野田聖子 麻生太郎

　　　表3-1  国民生活白書の変遷
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なく「白表紙」であり、その後時間をおいて頒布用に活字化された版が作成された。 

市販版については、第 1 回目は日本経済新聞社が発行していたが、第 2 回目以降第 44 回

目までは大蔵省印刷局がこれを担当していた。その後第 45、46 回については、ぎょうせい、

第 47、48 回で国立印刷局、第 49～51 回が時事画報社から発行されている。印刷局が印刷

を請け負っていた時には、その表紙に執務資料版では「年度」と記し、販売用は「年版」

という表記に変えて販売していた。 

今回の調査研究で参照している生活白書は、国会図書館所蔵のデジタルアーカイブされ

ているものを基本とし、優先的に参照したが、当該蔵書には頒布された版と同様の活字版

が多いが、その表紙は装丁のない白表紙の国会や各省等への配布や説明に用いられる、い

わば執務資料形式のものが多いことを申し述べておく。 

表 3-1 にあるように、経済企画庁自らも「国民生活白書」と名乗るようになったのは第

8 回目の 1963(昭和 38)年度白書からで『昭和 38 年度 国民生活白書 －消費生活の向上とそ

の平準化傾向－』と表記された。件の事務次官等申し合わせが発せられた年度以降のこと

である。そして、白書内容を表現する題名は副題の形で表示されるようになったのである。

さらにこの第 8 回以降の白書については、閣議に資料配布・報告されるようになったので

ある。すなわち、当該白書は市販されていた版については初回から「国民生活白書」の名

が冠されていたものだが、経済企画庁が閣議に報告するようなってからは、自らも「国民

生活白書」と称するようになったことになる。閣議報告をするようになってからしばらく

は副題を付することはなかったが、第 13 回目の 1969(昭和 44)年度白書からは副題が付さ

れるようになり、以降はこの様式が定着したのである。 

内閣府の資料では 1966(昭和 41)年度の第 10 回目白書には「生活に奉仕する経済へ」と

いう副題があったと記されているが、閣議報告資料を保管する公文書館において実物を確

認したところ、本文中の「結語」にそのような文言があるものの白書の副題としての表記

にはなかったので、本報告では「副題なし」としている。この回の白書は経済企画庁に調

整局から分離して国民生活局が設置された年(1965(昭和 40).6.1)に作成されたもので、執

筆責任者には経済安定本部採用の宮崎勇国民生活課⾧が当たった。副題をめぐっては、経

済白書にも類似の混乱がある。Wikipedia などには、第 1 回経済白書である『経済実相報

告書』には、「財政も企業も家庭も赤字」が副題であると記されているが、白書の内容的

には一国の経済を構成する政府の財政、民間企業、国民の家計という 3 部門のいずれもが

赤字を続けていると分析記述しているものの副題とはなっていないのである。 
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第 4 章 各年度国民生活白書の概要 
 以下では、51 回にわたる各白書の概要を示した。なお、各白書の概要を示す枠内におけ

る表記内容は次の順による。 

 

 白書の冊子の表題 

 副題 

 発行年月日 

 執筆所管責任者 

 ページ数 版の大きさ 縦・横書きの別 色刷りの別 

 

 大枠の目次 

 

 白書の要旨 

 

【１．1956(昭和 31)年度】 

国民生活変貌の実態 

 副題なし 

昭和 31 年 6 月 26 日 

経済企画庁調整部調整官 三浦善郎 

 全 104 ページ A5 版 縦書き  

 

第一章 概説   1-5 

第二章 各説   6-75 

むすび      76-78 

    付記       79-104 

 

この白書は生活白書の第 1 回目のものである。経済白書が「もはや戦後ではない」と宣した戦後過程を

終って国民生活は著しく変わってきていたが、まだその内容に関する具体的、体系的分析が行われるには

いたらなかった。この初めての白書では、国民経済において消費が大きな比重を占めることから、その変

化の実態把握と経済見通しへの活用を意図して作成された。 

白書の分析の中心は、戦後とくに 20 年代後半以降の消費パターンの変化である。電気洗濯機、テレ

ビ、プラスチック製品、ナイロン製品、石油、写真機などが生活の中に新しく取入れられ、消費は向上し

変貌したと白書は指摘している。 

しかし、白書は、これらはまだ高所得層中心にすぎないこと、また多くの失業者、要保護世帯、日雇世

帯、母子世帯等貧しい世帯があることを忘れてはならないと主張している。 
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【２．1957(昭和 32)年度】 

国民生活の現状 

 副題なし 

昭和 32 年 9 月 25 日 

    経済企画庁調整局調整官 真島毅夫   (1957.8.1 調整局設置) 

 全 192 ページ A5 版  縦書き 

 

 第一部 総説   1-34 

    第二部 消費生活 35-113 

    付表       114-192 

 

昭和 31 年は神武景気と称される好況であったが、32 年春以降引締め政策が実施された白書はこうした

中での消費動向を検討するとともに経済発展の国民生活変化への影響の分析に焦点をあてている。 

消費動向については都市、農村を対比させながら、都市では低所得層の所得増加が大きく、消費水準の

向上や消費者物価の安定から貯蓄意欲が高まったこと、農村では兼業所得が増大して所得が増えている

が、過剰就業を反映して消費水準の上昇が緩慢なことを指摘するとともに企業投資の増大による消費比重

の低下、消費の輸入増大効果等を分析している。また生活構造の変化についても詳細に分析し、食生活で

は栄養水準の停滞、衣生活では必需品から高級品への変化、住生活については高家賃負担と電化製品の大

衆化、という特徴を示すとともに交通通信、保健衛生、教養娯楽など文化的消費の大衆化等の特徴が顕著

であることも指摘している。 

 

【３．1958(昭和 33)年度】 

景気後退下の国民生活 

 副題なし 

昭和 33 年 12 月 11 日 

 経済企画庁調整局民生雇用課⾧ 真島毅夫 

 全 248 ページ A5 版 縦書き 

 

 第一章 景気後退下における家計の動向       1-21 

    第二章 家計費目別にみた国民消費の実態   22-128 

    第三章 昭和三二年度の経済過程と国民消費  129-146 

    むすび                   147-148 

    附表                    149-248 

 

昭和 32～33 年の不況下における家計動向分析、家計のサービス需要と供給側としての第 3 次産業を中
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心とした家計と国民経済との関連分析等が 33 年度白書の主要問題意識であった。このほか階層別格差の

分析にも努力している。 

家計動向では、所得面では不況の影響は少かったが所得階層別格差は拡大したこと、サービス需要は階

層別に内容が異るものの、文化教養費が伸び、他方供給面でも教育、出版、交通通信、大衆娯楽、医療・

医薬品の充実が進んでいること、等が示されている。またこれを国民経済全体としてみれば、賃金の下方

硬直性、第 3 次産業の拡大と雇用増加、価格支持と豊作による農業所得の増大、社会保障による所得下支

え、減税、等によって所得の維持が図られ、消費の増加につながって景気の支持要因として大きく働いた

と指摘している。 

 

【４．1959(昭和 34)年度】 

戦後国民生活の構造的変化 

 副題なし 

昭和 34 年 11 月 28 日 

 経済企画庁調整局民生雇用課⾧ 真島毅夫 

 全 289 ページ A5 版 縦書き 

 

 第一部 総説      1-28 

    第二部 各論                       29-212 

    附表          213-289 

 

所得階層別分析から進んで、当該年度白書ははじめて生活の地域別分析を行っている。 

白書では、まず所得水準の地域差が産業構成の地域差によってもたらされ、それは先進地域と後進地域

との間での歴史的な富と人口の集中傾向の格差によるものであることが明らかにされている。次いでこう

した所得の地域格差が家計所得や消費にも影響していること、さらに生活環境にも地域差の存在すること

が示されている。そしてこれらを総合してみるとほぼ所得水準格差と同傾向を示すが、後発先進地域では

ストック不足の影響があることが指摘される。またこうした中で人口移動が後進地域から先進地域に向け

て生じ、それが先進地域で生産年令人口の増加、後進地域で被扶養人口の増加をもたらすとともに、先進

地域での都市問題の登場にもつながりつつあることが示されている。 

 

【５．1960(昭和 35)年度】 

職業別にみた国民生活の現状と生活革新の進行 

 副題なし 

昭和 35 年 12 月 10 日 

 経済企画庁調整局民生雇用課⾧ 真島毅夫 

 全 231 ページ A5 版 横書き(この年以降は横書きとなった) 
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 第 1 部 総説      1-22 

    第２部 各論                       23-156 

    附表          157-231 

 

所得、地域格差を分析してきた白書は、昭和 35 年には問題意識をさらに広げて職業別の生活動向を検

討するとともに、この時期の国民生活の特徴であったいわゆる「消費革命」の姿を掘り下げている。 

職業別分析の中では、臨時、日雇の民間雇用者で住宅難世帯の多いこと、テレビ普及率が役員、営業、

職員世帯から進んで農業、労務者世帯まで拡大しその普及が進んでいること等が興味深く示される。ま

た、家事節約的商品、耐久消費財、レジャー消費の拡大を生活革新の進行としてとらえ、それが所得上

昇、技術革新、社会変化、生活意識変化、企業のマーケティング努力によって起こっていると指摘してい

る。 

そして今後の国民生活行政の課題として、所得格差の縮小、物価安定、生活内容のアンバランスの是

正、生活環境施設の充実、消費者保護が重要であると提言している。 

 

【６．1961(昭和 36)年度】 

国民生活の地域差とその背景 

 副題なし 

昭和 36 年 11 月 27 日 

 経済企画庁調整局消費雇用課⾧ 真島毅夫 

 全 239 ページ A5 版 横書き 

 

 第 1 部 総説                                         1-26 

 第２部 国民生活の現状と特色                27-58 

 第３部 生活の地域別特色とその背景       59-172 

    附表                                                              173-239 

 

昭和 35 年に策定された国民所得倍増計画の実施に際し、地域格差の是正が強く要請されたという観点

から、当該年度白書は国民生活の地域差分析を主要課題とした。国民生活の地域差の実態をできるだけ総

合的に把握するため、消費水準つまり生活のフロー面ばかりでなく、貯蓄、住宅、耐久消費財の保有とい

った生活のストック面や、生活革新といわれるような生活内容の近代化の面、さらに、上下水道、道路、

交通といった家計をとりまく生活環境施設の面など、かなり広い側面から問題をとりあげている。さらに

国民生活の地域差是正とともに、大都市での生活環境施設水準を相対的に低下させた密集の弊害を是正す

るための、総合的な産業立地政策をすすめることを提言している。 

 

【７．1962(昭和 37)年度】 

景気調整下の国民生活と生活革新の現段階 
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副題なし 

昭和 37 年 12 月 13 日 

経済企画庁調整局消費雇用課⾧ ⾧沢正男 

 全 261 ページ A5 版 横書き 

 

 第 1 部 総説                 1-22 

 第２部 各論                          23-158 

    第３部 都市生活の変化の現状 159-196 

                   むすび                       194-196 

 付表                                             197-261 

 

昭和 37 年は不況の年であった。白書は、この景気調堅下の国民生活を分析するとともに岩戸景気の中

での生活革新の展開過程を追っている。 

個人所得は不況下でも堅調に増加した。それを背景に消費水準も上昇したが、内容的には随意的支出が

増大した反面、基礎的支出が停滞したことや消費の階層別格差が縮小したことが特徴的であった。また生

活革新の面では、繊維消費の増加、耐久消費財の多様化(テレビからその他家電製品、 高級家具へ)、レジ

ャー消費の拡大が顕著であった。 

しかし、白書は、同時に、①消費者物価の安定、②個人生活の中でのアンバランスの解消(たとえば栄

養、住宅)、③個人生活と社会生活のアンバランスの解消(たとえば生活環境、交通)を進めていくという

大きな課題があると主張している。 

 

【８．1963(昭和 38)年度】 

昭和 38 年度国民生活白書 

消費生活の向上とその平準化傾向 

昭和 39 年 3 月 10 日 

経済企画庁調整局消費雇用課⾧ ⾧沢正男 

 全 297 ページ A5 版 横書き        (この年より閣議に報告) 

 

第 1 部 総論                                                                       1-36 

むすび                                     37-38 

第２部 昭和 37 年から 38 年にかけての国民生活         39-72 

第３部 消費財市場の変化と消費生活の平準化傾向      73-240 

付属統計表                                 241-297 

 

昭和 30 年代中頃から、白書は、国民の生活水準上昇の反面、生活の社会的側面で問題が生じつつある

ことを指摘するようになったが、38 年度白書ではこの傾向がはっきりしてきた。 
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白書は、まず経済成⾧によって、所得水準の上昇、就業構造の近代化、賃金格差の縮小、消費の着実な

増大、階層別平準化傾向等、国民生活のめざましい上昇を分析している。この中では、若年層・女性層の

消費拡大、能動的レジャーの増加、中流帰属意識等消費者意識の変化など、興味ある変化も指摘されてい

る。 

一方で白書は、住宅、生活環境、公害、交通事故等いわゆる成⾧の歪みをとり上げ、安定成⾧の維持、

斉合性のある政策展開、生活行政の推進を通じてこれを解決していかねばならないと主張している。 

なお、この年から国民生活白書は閣議に報告されることとなった。 

 

【９．1964(昭和 39)年度】 

昭和 39 年度国民生活白書 

副題なし 

昭和 40 年 4 月 9 日 

 経済企画庁調整局消費雇用課⾧ ⾧沢正男 

 全 406 ページ A5 版 横書き 

 

 第 1 部 総論      1-76 

    第 2 部 各論      77-364 

 付属統計表          365-406 

 

私的消費の上昇に比した公的消費の立遅れという問題意識は、昭和 39 年度白書においてはいっそうと

高まった。このため白書は、私的消費の量的拡大とその背景を掘り下げる一方、国民生活の社会的側面の

問題を、住宅、環境衛生施設、公害、教育、健康の分野にわたって分析し、さらにわが国の生活水準を、

食料、被服、個人資産、教育文化、保健衛生、社会資本、社会保障等の面から国際比較し、わが国では住

宅、上下水道、清掃施設、道路、通勤機関等、生活の社会的物的基礎の遅れ等、生活内容の不均衡が大き

いことを示している。そしてこれは、わが国の制度、慣習や経済成⾧優先によるものだが、今後は国民の

欲求とくに公共的欲求を把握し、社会開発を推進して、経済成⾧(経済開発)と国民福祉向上(社会開発)と

の調和的展開を積極的に図るべき段階に達したと主張している。 

 

【１０．1965(昭和 40)年度】 

昭和 40 年度国民生活白書 

副題なし 

昭和 41 年 5 月 13 日 

経済企画庁国民生活局国民生活課⾧ 宮崎 勇  (1965.6.1 国民生活局設置) 

全 350 ページ A5 版 横書き 

 

第１部 最近における国民生活の動向   1-38 
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第２部 戦後 20 年間の国民生活             39-78 

第３部 最近における物価動向               79-110 

結語  国民生活からみた日本経済の課題    111-115 

                   ―生活に奉仕する経済へ― 

参考資料                            117-234 

付属統計表                                       235-350 

 

戦後 20 年目の国民生活は、不況と物価高の下に推移した。こうした視点から、白書は家計や社会的側

面からみた生活を分析するとともに、戦後 20 年間の国民生活の回顧と評価を行い、とくに物価動向とそ

の上昇要因について詳しく分析している。 

生活面では、不況によって勤労者の所得が伸び悩み、消費者物価上昇率が 7%台に高まり、消費停滞や

エンゲル係数の上昇が特徴的であった。また戦後生活分析では興味あるものが多いが、その中でも消費者

問題、社会的な消費需要(上下水道、交通など)、都市化、農村の変貌等を新鮮な角度で分析している。物

価問題ではいわゆる生産性上昇率格差要因、需給不均衡要因、非競争要因が取上げられている。 

そして今後は、均衡成⾧の確保、競争社会の確立、不適応層への配慮等の原則を通じて「生活に奉仕す

る経済」を作り上げるべきであると強く主張している。 

 

【１１．1966(昭和 41)年度】 

昭和 41 年度国民生活白書 

 副題なし 

昭和 42 年 6 月 27 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活課⾧ 喜多村治雄 

 全 299 ページ A5 版 横書き 

 

 第１部 国民生活の現状                         1-118 

 第 2 部 国民生活向上のための行政   119-148 

 第３部 地域からみた国民生活           149-296 

    結び                       297-299 

 

昭和 40 年の不況から脱して、景気は上昇にむかった。昭和 41 年度白書はこの景気回復過程における国

民生活を分析するとともに、国民の生活に対する意識、態度を探っている。後年の白書では意識分析が深

められているがその端著がここにみられる。また白書は、30 年代における人口移動と都市化による地域

社会の変貌に大きな焦点を当て、生活の地域分析を行っている。 

そして地域分析の結論として、大都市では能率性、保健性は高いが、安全性や快適性が低く、小都市で

は逆に能率性、保健性が悪くなっていると指摘している。 

こうしたことから、白書は大都市では交通安全対策、公園・緑地対策、住宅対策、公害対策が、地方都
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市では交通通信施設、保健衛生施設、文化施設などの整備が急務であり、国民もまたその負担に応ずるべ

きであり、これを通じて私的消費と社会的消費の均衡ある成⾧を確保する必要があると主張している。 

 

【１２．1967(昭和 42)年度】 

昭和 42 年度国民生活白書 

 副題なし 

昭和 43 年 7 月 16 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活課⾧ 喜多村治雄 

 全 267 ページ A5 版 横書き 

 

 第 1 部 国民生活の動向         1-76 

 第 2 部 階層別にみた国民生活                 77-154 

 むすび                                                              155-158 

 昭和 42 年度国民生活白書参考資料              159-267 

       ( 国民生活向上のための行政           (1-26)      ) 

    (付属統計表                     (27-109)   )  

 

この年の白書は、高度成⾧が国民のいろいろな階層の生活に与えた影響と問題の分析を主要な問題意識

としている。 

高度成⾧の成果としては、1 つは持続的な私的消費支出の拡大と高度化、2 つは昭和 30 年代後半以降の

所得階層別、職業別、年令階層別の格差の縮小があげられている。しかし、その陰で看過されてはならな

い重要な問題が潜んでいるとし、 1 つは私的消費の変化の裏側で、社会的消費の立遅れがあったこと、2

つは格差縮小が進んだといっても、たとえば研究者、看護婦、保母等重要な社会的サービス関係職業従事

者にはその恩恵が自動的に及んでいないことや、不適応階層の問題等があることが問題だとしている。そ

して白書は、今迄の成⾧成果は、成⾧や労働力不足による自動的効果であって、租税や社会保障の所得再

分配効果つまり政策的効果は大きくなりつつあるが未だ十分ではないと説いている。 

 

【１３．1968(昭和 43)年度】 

昭和 43 年度国民生活白書 

国民生活優先への展開 

昭和 44 年 7 月 8 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活課⾧ 満井 力 

 全 437 ページ A5 版 横書き 

 

 第１編 国民生活の動向      1-200 

 第２編 国民生活向上のための行政    201-316 
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    付属統計表                                              317-437 

 

昭和 40 年代前半は、日本経済にとつて戦後最⾧の⾧期好況の時期であった。43 年度白書は、この⾧期

繁栄下での国民生活の動向を分析するとともに、公害、生活環境のほか新しい社会問題を検討し、さらに

国民の生活水準指標を作成してわが国の生活水準の時系列的動向の把握と国際比較を行う等の意欲的研究

を試みている。このうち新しい社会問題としては、大学紛争、家出、青少年犯罪等が取り上げられ、生活

水準研究では、生活行動面における自由時間、社会保障、栄養、生活環境面における物的環境の遅れが指

摘されている。そして白書は、健康、安全、快適、創造、平等の 5 つの生活目標を国民生活向上の指針と

し、「国民生活優先の原則」を貫徹することが大切だとしている。 

 

【１４．1970(昭和 45)年度】 

昭和 45 年度国民生活白書 

豊かな人間環境の創造 

昭和 45 年 6 月 26 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活課⾧ 岩田幸基 

 全 445 ページ A5 版 横書き 

 

 第１章 変ぼうする国民生活                            1-30 

 第２章 国民生活環境における新しい条件        31-80 

 第３章 国民生活における新しい諸課題            81-148 

 第４章 国民生活行政の推進                               149-181 

 むすび                        182-186 

 参考資料                                                                  187-445 

 

昭和 45 年度白書は、人々の欲求が物質的豊かさだけでなく、精神的なものを含めて人間的な生活の豊

かさを求めるように変化してきているという視点から、1970 年代の豊かな人間環境づくりのための生活

行政の新しいあり方を追求することに焦点をあてている。 

白書はまず消費水準の上昇、生活の均質化、生活における選択範囲の拡大を指摘した後、その背景にあ

る都市化、技術革新、情報化、国民の生活意識の変貌を分析するとともに、これらが生み出した問題点、

すなわち、①消費者物価の上昇と生活設計に与える問題、②公共施設の遅れ、自然環境の変化、虚偽誇大

広告、新製品の安全性の問題等人間環境の変化、等を取上げている。 

そして今後「豊かな人間環境の創造」という目標に合せて、行政の斉合性ある組織化、すなわち体系化

が必要だと強調している。 

 

【１５．1971(昭和 46)年度】 

昭和 46 年度国民生活白書 
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豊かな社会への構図 

昭和 46 年 7 月 20 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活課⾧ 佐々木孝 

 全 446 ページ A5 版 横書き 

 

 第１部 国民生活の現状と課題       1-165 

 むすび ―新しい生活行政の展開                       166-174 

第２部 国民行政の進展                                       175-290 

 参考資料                                                                  291-446 

 

国民の欲求変化、とくに精神的、社会的な豊かさへの転換は、既に昭和 45 年度白書においても取上げ

られたが、46 年度白書はいっそう進んで国民の意識や欲求を詳細に分析している。またこの年から、 社

会の診断書として社会報告型白書の作成が意図された。 

こうした目的から白書は、経済成⾧のもたらした国民生活の光と影を家庭生活、環境問題、社会生活の

3 側面から分析し、国民の欲求がやすらぎのある環境や精神面の充実に移ってきたことを指摘している。

分析の中では、快適な環境への欲求、価値ある生活への欲求、余暇意識の変化、コミュニテイ意識への芽

生え、欲求不満と対応、主体的行動の芽生え等新しい視角がみられる。 

そして白書は、①発想の転換、②技術の評価と資源再配分、③国民的合意の達成、④先見的生活行政の

展開、等新しい生活行政の展開が必要だと説いている。 

 

【１６．1972(昭和 47)年度】 

昭和 47 年度国民生活白書 

日本人とその社会 

昭和 47 年 8 月 15 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活課⾧ 小金芳弘 

 全 504 ページ A5 版 横書き 

  

 第 1 部 昭和 46 年の国民生活          1-104 

 第 2 部 日本人とその社会             105-216 

 第 3 部 国民生活のための行政                                  217-308 

 参考資料                                                                         309-382 

 付属統計表                                                                     383-504 

 

昭和 40 年代後半に入って日本経済は激動期に入った。また国際経済社会も不安さを増した。こうした

中で 47 年度白書は、46 年不況下の生活動向や物価と円切上げの関係を分析するとともに、犯罪、災害、

事故、環境汚染等、生活環境障害を検討し、進んで健康、教育、余暇、職場・地域社会等の面における日
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本人の意識と行動のパターンを社会報告的に分析している。 

この中ではとくに、平均寿命の伸⾧と疾病構造の先進国化、学習意欲の多様化と情報量の増大、マスメ

ディアの役割と影響、余暇観の変化と新しい余暇時代の到来、職場中心社会の成果と問題、等をとり上げ

た日本人社会の分析は、きわめて高度かつ内容のあるものとなっている。 

この年の白書には「むすび」がないという特徴があるが、分析を通して問題と提言を示した白書といえ

る。 

 

【１７．1973(昭和 48)年度】 

昭和 48 年度国民生活白書 

日本人の暮らしとその質 

昭和 48 年 7 月 31 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活課⾧ 小金芳弘 

 全 447 ページ A5 版 横書き 

 

序説                  1-6 

第１部 国民生活の現状と問題点        7-106 

第 2 部 物価上昇と生活                                   107-188 

第３部 国民生活のための行政                        189-280 

参考資料                                                              281-437 

付属統計表                                         438-447 

 

昭和 48 年度白書では、まず国民生活の質的側面、とくに立遅れている階層や問題を解明し、具体的な

政策課題を社会報告的に取上げている。また 47 年秋以降の物価高騰について、その特徴と背景を分析す

るとともに物価と国民生活をめぐる諸問題を掘り下げている。 

これらの分析の中では、老人の健康、医療介護問題、定年後の生活、高等教育における機会や環境の格

差、大都市住民の居住問題等に触れ、また消費者が生産者より情報的に不利な立場に在ること、不必要な

買替えから社会的費用が増大すること、自然環境の悪化、公共施設、公共サービスの立遅れから私的消費

拡大の効用自体が低下していること等、興味ある分析がなされている。 

そして白書は、①競争制限的市場構造の是正、②土地利用体制の改善、③福祉政策の効率化、がインフ

レなき福祉向上の条件だと主張している。 

 

【１８．1974(昭和 49)年度】 

昭和 49 年度国民生活白書 

不安の時代の克服のために 

昭和 49 年 10 月 1 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 守屋友一    (1974.4 国民生活調査課設置) 
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 全 424 ページ A5 版 横書き 

 

 第１部 不安の時代の克服のために      1-206 

    むすび                                                              207-220 

 第 2 部 国民生活のための行政                               221-348 

 参考資料                                                                      349-424 

 

昭和 48 年秋の石油ショック以降、国民生活は物不足パニック、消費者物価の暴騰、景気後退の中で激

動した。49 年度白書は、これを国民生活にとっての不安の時代として受け止め、国民生活激動の過程とそ

の背景について分析している。いわば「激動」と「不安」分析白書である。 

物価が朝鮮動乱以来の上昇を示し、卸売・消費者物価が併進して高騰したこと、その中で物不足パニッ

クが起こって国民に不安が増大したこと、物価上昇が心理的にも実態的にも低所得層に大きな影響を与え

たことが分析されるとともに、国民の不安が単に一時的要因だけでなく平準化の中でインフレや資産所得

を通じて新しい不公平が起り、大量消費社会がいろいろな問題と不安定性を持ち、環境悪化、住宅難、老

後生活面での不満が解消されないことが不安をさらに増大していると指摘している。 

そして白書は、不安といっても貧しい時代の不安と豊かな時代の不安は異なると主張し、不安の時代を

乗り越えるには、①物価抑制、②平等化、③無駄の排除、④欲求の向上と多様化への努力、が必要である

と提言している。 

 

【１９．1975(昭和 50)年度】 

昭和 50 年度国民生活白書 

変わる生活 変わる世代 

昭和 50 年 10 月 28 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 守屋友一 

 全 298 ページ A5 版 横書き 

 

第 1 部 変わる生活 変わる世代    1-164 

   むすび                                                165-170 

第２部 国民生活のための行政                    171-298 

 

昭和 49～51 年は日本経済にとって「全治 3 年」の重傷時代であった。その中で国民生活に 2 つの変化

が起きた。1 つは、節約という生活行動の変化であり、もう 1 つは戦後生まれの人達の比重が人口の半数

に達するという世代構造の変化であった。50 年度白書はこうした変化に着目してその意義と課題を分析

している。 

節約分析の面では、節約が、意識面でも行動面でも、一時的なものだけでなく構造変化していること、

節約が低所得層で強かったことを指摘し、世代分析では明治、大正、昭和戦前、戦後生れの世代に分け、
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教育、職業、子供の育て方、生活パターン、住生活、老後生活、価値観の 7 側面での違いを明らかにして

いる。 

そして白書は、節約にしても世代変化にしてもそれは高度成⾧時代の豊かさから新しい時代にふさわし

い豊かさ追求への変化につながるものであるとし、問題解決に対する取組み方も、また変化すべきである

と提言している。 

 

【２０．1976(昭和 51)年度】 

昭和 51 年度国民生活白書 

暮らしのなかの新しい底流 

昭和 51 年 9 月 28 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 守屋友一 

 全 321 ページ A5 版 横書き 

 

第 1 部 暮らしのなかの新しい底流               1-227 

   むすび               228-232 

 第 2 部 国民生活のための行政                       233-321 

 

白書は、短期的には、国民生活が物価高騰、不況という異常な状態から徐々に正常化ヘの歩みを取り戻

しつつあることを、⾧期的には、高度成⾧から安定成⾧への移行過程で、消費における自主性が芽生えは

じめているとみられるなどを分析している。 

短期的な視野で、国民生活が正常化した点としては、①消費が回復に転じたこと、②人々の貯蓄行動が

正常化に向かったこと、③住宅需要が回復していることの 3 点をあげている。また、⾧期的視野からみる

と、新しい時代にむけての底流的変化として、人々の生活のなかに自主性が強まっていることと、人々の

結びつきや経済社会のなかに、連帯性や効率性を持とうとする動きが高まっていることを指摘している。 

そして、こうした視点からみた課題として、個人や家計は自主性を増し、経済社会全体としては、外に

は世界との間に、内には生活相互間や生活基盤のなかに、連帯性や効率性を求める動きが進んでいるとい

う底流を大切にし、それを育成することを提言している。 

 

【２１．1977(昭和 52)年度】 

昭和 52 年度国民生活白書 

暮らしを見直し、新しい豊かさを求めて 

昭和 52 年 10 月 18 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 守屋友一 

 全 159 ページ A5 版 横書き 

 

第 1 章 去年から今年にかけての暮らし               1-36 
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第２章 生活の質とその主要課題             37-68 

第３章 生活や意識の変ぼうとこれからの課題    69-93 

むすび                               94-96 

行政編                                                                    97-159 

 

白書は、人々が物価や所得の変化に対応して暮らしを見直す一方で、新しい「豊かさ」への糸口を見つ

けだそうと努力していることなどをとりあげている。 

まず、国民生活において最も緊要な課題は、雇用と物価の安定であり、また、これらとともに、わが国

がより腰を落ち着けて取り組まねばならない中期的課題として、①資源有限時代への対応、②人々の生活

欲求の変貌への対応、の二つを提言している。 

さらに、我々に要請されているものとして、次の 3 点を指摘している。まず、第 1 は、「ものを作るこ

と」だけではなく、「ものを生かすこと」の必要性であり、第 2 は、「競争すること」とともに「共存する

こと」を見直すこと、さらに第 3 として、「働くこと」とあわせ「ゆとりが持てて、暮しを楽しむこと」

を見直すことであるとしている。 

なおこれ以降は「行政編」については、白書本文とは別だてとなった。 

 

【２２．1978(昭和 53)年度】 

昭和 53 年度国民生活白書 

新しい暮らしと地域のなかの連帯 

昭和 53 年 10 月 31 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 辻 昤介 

 全 179 ページ A5 版 横書き 

 

第 1 章 去年から今年にかけての暮らし               1-40 

 第２章 円高と暮らし                       41-70 

第３章 地域における生活文化の再生                   71-115 

むすび                              116-118 

行政編                                                                   119-179 

 

白書は、円高の暮らしに及ぼした影響について、その意味や背景などを分析し、円高のメリットが生活

の実感として現われるよう、施策の総合的な充実を図っていくことを指摘している。 

円高によって輸入原材料の価格は割安となり、卸売物価の低下や消費者物価の落着きをもたらした。ま

た、消費者にとって最も関係の深い消費財輸入も増加し、消費の選択の幅が拡がりつつある。しかしなが

ら、このように対外的に強くなった円ではあるが、生活のうえでは、円の購買力がそれだけ高められたと

いう実感が直ちに伴わないことに割切れなさを感じる人も多かった、としている。 

我が国は、貿易、投資など国際経済面で世界の諸国との結びつきが強いため、今後、産業構造や貿易構
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造を、海外諸国とより調和のとれたものに変えていくことが要請される。また、住宅取得環境や生活文化

施設の整備充実を進め、国民の生活基盤の向上を図ることの必要性を指摘している。 

 

【２３．1979(昭和 54)年度】 

昭和 54 年度国民生活白書 

生活基盤の充実と機会の拡大 

昭和 54 年 11 月 2 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 辻 昤介 

 全 235 ページ A5 版 横書き 

 

はじめに                                                                            1-4 

第 1 章 物価安定下の暮らしと石油不安の再来           5-53 

第２章 暮らしの基盤充実の課題                    54-122 

第３章 機会の平等と分配問題                                      123-169  

行政編                                                                           171-235 

 

白書は、エネルギー制約の下での暮らしの課題を探り、暮らしの基盤充実の課題として、住宅、自由時

間の問題に加え、老後及び家庭の問題についても分析している。さらに、機会と分配の平等問題を採り上

げ、教育・職業など人生における様々な選択機会と所得・資産の分配について現状を明らかにしている。 

住宅については、計画的な宅地開発や中高層住宅の建設、中古住宅市場の整備の必要性を指摘してい

る。また、自由時間の増大に対しては、生涯教育の仕組みの確立を提言している。さらに、老後及び家庭

については、地域社会における相互扶助のための環境づくりが必要としている。 

機会の平等と分配問題の分析によれば、全体として教育と職業の選択可能性が高まり、所得の分配も格

差は⾧期的に縮小し、国際的にみても最も平等度の高い国の一つとなっている。こうした中で、社会的に

弱い立場の人達の生活保障の充実の必要性を指摘している。 

 

【２４．1980(昭和 55)年度】 

昭和 55 年度国民生活白書 

変わる社会と暮らしの対応 

昭和 55 年 10 月 31 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 香川 勉 

 全 293 ページ A5 版 横書き 

 

はじめに                                                                             1-6 

第 1 章 安定成⾧と物価懸念の中の消費者                7-77 

 第２章 エネルギー不安と家庭の対応               78-158 
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第３章 環境変化の中での生涯設計                              159-225 

行政編                                                                           227-293 

 

白書は、経済社会の環境変化に対する国民の暮らしの対応について、幅広い視点から分析を行い、以下

の点を指摘している。 

第 1 に、安定成⾧下で所得の伸びが低くなっていることに加え、家計は、次第に多くの資産や負債を抱

えるようになってきており、また、キャッシュレス時代にはいりつつあるなど、家計を管理していくのも

昔ほど単純ではなくなってきた。特に、家計の住宅ローン保有額が高まってきており、収入の高い伸びが

期待できない中で、返済に行きづまるようなケースも出ており、合理的な家計管理が必要となっている。

第 2 に、第 2 次石油危機に直面して再度注目を浴びたエネルギー問題について、家庭生活の面からとらえ

直し、人々の省エネルギー意識をさらに高め、エネルギー制約の中で実質的に豊かな生活を築いていく努

力を怠ってはならない。第 3 に、成⾧の制約や人口構成の高齢化の中で、高度成⾧期に形成されてきた各

種の社会システムの維持が困難になり、人々も人生の各段階で新たな対応を迫られている。 

 

【２５．1981(昭和 56)年度】 

昭和 56 年度国民生活白書 

生活の質的充実とその課題 

昭和 56 年 10 月 27 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 香川 勉 

 全 342 ページ A5 版 横書き 

 

はじめに                                                                          1-9 

第 1 章 家計の回復と変化                                           10-72 

 第２章 豊かさの中の課題                                73-229 

第３章 家庭生活と人々の意識                                    230-276 

行政編                                                                         277-342 

 

白書は、豊かになった暮らしの中にある問題点を、できるだけ生活実感に沿って明らかにするため、生

活の基礎的単位である家庭の側からみた暮らしを中心に分析した。 

まず、我が国経済は、第 2 次石油危機を大きな混乱もなく乗り切り、家計の所得と消費もようやく回復

に向っているが、その回復力は必ずしも強くない。さらに、安定成⾧への移行による所得の伸びの鈍化に

より、公的部門とのかかわりにおいて、家計の負担と受益のバランスが問題であるとしている。また、物

的豊かさが増す中でまだ残っている、あるいは、新しく登場してきている暮らしの課題について、社会指

標の体系を念頭に置き、人口と世帯、健康と安全、学校教育と生涯教育、雇用と勤労、余暇と余暇活動、

住宅と生活環境の面から分析している。 

さらに、人々の満足感や欲求といった主観的意識の面から、人々は家庭を重視していること、健康や所
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得への強い欲求を持っていること等を明らかにしている。 

 

【２６．1982(昭和 57)年度】 

昭和 57 年度国民生活白書 

昭和 57 年 11 月 9 日 

安定成⾧下の家計と変貌する地域の生活 

 経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 西谷浩明 

 全 214 ページ A5 版 横書き 

 

はじめに                                                                          1-2 

第Ⅰ章 所得伸び悩み下の家計消費                            3-55 

 第Ⅱ章 地域社会における豊かさの追求            56-167 

むすび                                                                        168-170 

行政編                                                                        171-214 

 

白書は、主として、家計の消費行動及び、地域別にみた社会的ストックやサービスの分布状態という二

つの視点から国民生活の動向を分析している。 

まず、生活の質の充実にとって家計の消費が果たす役割は、高まりこそすれ、決して低下していない。

昭和 55、56 年度の所得の低迷の下で、こうした消費へのニーズの一部は潜在化せざるを得なかったが、

それでも、生活の質が大きく損われるには至らなかった。さらに、大都市部と地方部という地域の視点か

ら国民の暮らしをみる時、その全般的な生活水準や生活条件には、かつてのような明確な大都市部優位の

格差がみられなくなっている。 

こうした動きを総合してみる時、今後の国民生活の質的向上を推進していくためには、第 1 に、早期に

景気の着実な回復と持続的な安定成⾧を実現すること、第 2 は、民間部門の経済活力を活かしつつ、民

間・公的両部門間の適切な補完関係に立って、効率的な資源配分を目指すことが重要である。 

 

【２７．1983(昭和 58)年度】 

昭和 58 年度国民生活白書 

ゆとりある家計と新しい家族像を求めて 

昭和 58 年 10 月 28 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 吉村 彰 

 全 301 ページ A5 版 横書き 

 

はじめに                                                                          1-3 

第Ⅰ章 進む家計の構造変化家                                    4-75 

 第Ⅱ章 日本の家族の現状                                   76-257 
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むすび                                                                         258-260 

行政編                                                                         261-301 

 

白書は、家計の構造変化と日本の家族について、様々な角度から実態を中心に、背景や意識の変化を含

めて分析している。 

家計を取り巻く経済環境をみると、消費者物価が昭和 34 年度以来の低上昇率を示し、家計の所得、消

費も 3 年ぶりの回復をみせた。消費支出の内容をみると消費のサービス化や多様化、高級化等の指摘がで

きるとしている。また、資産、負債面での構造変化と拡大する消費者信用を指摘し、合理的な生活設計を

可能にする環境条件の整備を提言している。 

日本の家族の現状については、夫婦、子供、高年齢者を主体にその現状を分析している。日本の家族の

現状認識としては、家族機能の変化と弱体化、家族の意義や役割についての認識の差違などをあげ、家族

の構成員が役割と責任を全うしながら、新しい家族像を創造することを提言している。 

 

【２８．1984(昭和 59)年度】 

昭和 59 年度国民生活白書 

人生 80 年のゆとりと安定のために 

昭和 59 年 11 月 9 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 川名英子 

 全 263 ページ A5 版 横書き 

 

はじめに                                                                         1-2 

第Ⅰ章 環境変化と家計の対応                                   3-64 

 第Ⅱ章 ライフステージと国民生活                   65-212 

むすび                                                                        213-222 

行政編                                                                        223-263 

 

白書は、家計の所得・消費動向をみたあと、主婦の労働力化の進展が国民生活に与えた影響と、金融自

由化が家計の資産選択に及ぼした効果を分析し、さらに、世代別にみた国民生活の現状と問題点につい

て、意識、ニーズ、実態、行動等経済社会の諸側面から分析している。 

女子の労働力化の進展は経済、社会の両面から様々な影響を及ぼしており、安定成⾧ヘの移行に伴い、

失業率を押し上げている可能性がある。一方、金融の自由化は、相次ぐ金融新製品の登場等により家計に

も影響を及ぼしつつあり、その結果、家計の資産選択にも金利選好の高まりのきざしがみられるとしてい

る。 

次に、世代別の問題について、最も重要な点は、各種の負担が重なる中年期と、人生 80 年時代を迎え

て⾧くなっている老年期をどう乗り切り、どう過ごすかにあると指摘している。これに対する政策的対応

の基本的方向として、生涯を通じて経済的安定を得られるようにすること、生活文化向上のための環境条
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件を整備すること、社会全体のフレキシビリティーを高めることを提言している。 

 

【２９．1985(昭和 60)年度】 

昭和 60 年度国民生活白書 

戦後 40 年：成熟の時代に向けて 

昭和 60 年 11 月 1 日 

 経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 川名英子 

 全 453 ページ A5 版 横書き 

 

はじめに                                                                            1-2 

第Ⅰ章 景気回復下で緩やかな伸びとなった家計      3-27 

第Ⅱ章 戦後 40 年の国民生活の歩み                  28-212 

第Ⅲ章 中流意識の周辺                                       213-296 

むすび                                                                         297-300 

付注                                                                             301-306 

行政編                                                                         307-352 

 図の基礎資料                                                        353-453 

 

白書は、家計の所得・消費動向をみたあと、戦後 40 年の国民生活の回顧を通じて国民生活の現状を描

き、60 年代の国民生活政策の基本的方向を探っている。さらに中流意識について、その規定要因、経済

行動との関連を分析した後、その変化と背景に触れている。 

戦後 40 年の国民生活の歩みを振り返ると、20 年代には食べることの確保から出発して戦前並みの水準

への回帰を果たし、30 年代、40 年代には高度成⾧に伴い多くの面で量的な充足が進んだ。この結果、50

年代には人々の欲求が量重視から質重視へ変化しはじめている。60 年代はこのような流れを受けて質の

面でも充実が進み、人々がそれぞれの個性や価値観に応じた多様な生活ができる時代になると考えられ、

これを「成熟の時代」と呼ぶことができるとしている。 

一方、中流意識については、近年、国民生活の多くの面で個性化や多様化の動きがみられることから、

従来の「人並み中流」から「違いのわかる中流」へ中流意識は成熟してきつつあると指摘している。 

以上のような認識に基づいて、60 年代の国民生活政策の基本的方向として、①持続的な経済成⾧を維

持すること、②平等性を維持し、高めていくこと、③⾧寿社会に向けての対応を図ること、④多様な選択

ができるような環境条件を整備すること、⑤国際化、情報化への対応を図ることを提示している。 

 

【３０．1986(昭和 61)年度】 

昭和 61 年度国民生活白書 

 世界に開かれた豊かな生活を求めて 

昭和 61 年 10 月 24 日 
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経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 川名英子 

 全 304 ページ A5 版 横書き 

 

はじめに                                                                          1-2 

第Ⅰ章 消費の実態                                            3-92 

第Ⅱ章 国際化と国民生活                                   93-199 

むすび                                                                        200-203 

付注                                                                            204-206 

行政編                                                                        207-254 

図の基礎資料                                                       255-304 

 

1985(昭和 60)年プラザ合意以降の急激な円高進行の中で、経済の拡大テンポは次第に緩やかなものだ

った。一方で家計消費は緩やかながら着実な伸びとなったが、勤労者世帯の消費性向の低下とサービス支

出の伸び悩みという特徴的な動きがみられた。 

戦後の自由な国際経済体制の下で、欧米の生活水準へ到達することは国民的な目標となり、生活の洋風

化が進む中で、耐久消費財の拡大が進み、消費水準は大幅に上昇した。大量消費の時代を経て、個性豊か

な消費活動を通じて生活の質的向上を図る時代へと国民生活が移行してきた。世界有数の豊かさを誇る国

となった我が国は欧米先進国の生活様式を一方的に模倣するだけでなく、我が国社会を見直すとともに、

国際的な相互理解、交流を進め、新たな豊かさへの未踏の道を切り開いていくとしている。爾後の国民生

活政策は、①物価の安定を確保しつつ、内需中心の持続的成⾧を図る、②生活の基礎的ニーズ充足の観点

から安価な商品の安定的供給、良質な住宅、社会資本の整備等を図り、③国際的な視野に立った生活と行

動により、国際的に相互のきずなを深め、④消費構造の変化、国際化の進展等に対応した環境整備を図

る、としている。 

 

【３１．1987(昭和 62)年度】 

昭和 62 年度国民生活白書 

 円高の活用と豊かな資産の創造 

昭和 62 年 10 月 23 日 

経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 川名英子 

 全 271 ページ A5 版 横書き 

 

はじめに                                                                          1-2 

第Ⅰ章 円高経済下の家計                                           3-66 

第Ⅱ章 国民生活と資産                                      67-170 

むすび                                                                        171-178 

行政編                                                                           179-228 
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図の基礎資料                                                       229-271 

 

我が国の経済力は、GNP の規模で世界の 1 割を占めるまでになった。こうした経済の発展過程で、経

済成⾧の成果が国民の生活向上に直結し得るような社会システム(制度・慣行)が必ずしも確立されてない

としている。所得水準や消費水準といった分野では高い生産力に見合った水準に到達し、ストック面でも

家計の金融資産は欧米に比肩し得る水準にまで蓄積が進んだ。しかし住宅や生活関連社会資本の分野で

は、生産設備の充実ぶりに比べ立ち遅れの状況にあり、重点的整備が求められている。 

円高は、我が国経済の発展のあり方を、経済構造の改革を通じて、より多くの資源を国民生活の充実に

ふり向ける生活重視への転換の契機と考えるべきものである。円高メリットの還元は相当進んだものの十

分とはいえないため、①海外からの輸入を活用して、国内での品質・価格等の競争を活発化する、②輸入

品に関する価格情報、商品情報等を消費者に提供する体制等を整備・充実する、③流通機構の効率化等に

努める、④公共料金等について機動的に可能な限り引き下げ に努める、必要があるとしている。 

 

【３２．1988(昭和 63)年度】 

昭和 63 年度国民生活白書 

 多様化する生活と国民意識 

昭和 63 年 11 月 18 日 

経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 佐々木秀一 

 全 423 ページ A5 版 横書き 

 

はじめに                                                                          1-6 

第Ⅰ部 消費動向の新しい局面                                    7-102 

第Ⅱ部 経済力の高さと国民生活の充実            103-254 

むすび                                                                         255-257 

行政編                                                                            259-309 

図の基礎資料                                                        311-423 

 

第Ⅰ部では、消費支出拡大の要因や消費構造の変化に重点をおいて昭和 62 年度を中心とした家計の所

得支出動向を分析し、第 II 部では我が国の経済力の高さと国民生活充実の問題として国民の関心が高い生

活関連費用、地価高騰、所得・資産などの生活をめぐる格差について分析している。 

昭和 62 年度の我が国経済は、物価安定の下で内需主導型の経済成⾧を実現し、雇用情勢も改善した。

消費支出は高い伸びを示し、消費主体は多元化してきている。消費構造についても高級品、低価格品を含

め、消費者が購入対象にこだわりをもち、消費の多極分化がみられる。我が国の景気が順調に拡大し、消

費も個性を反映した形が盛んであるが、一方で豊かさの実感はそれほどではないという声も大きい。不満

の背景には生活関連費用の割高感、地価高騰等があると考えられる。 

このため、生活水準の向上が広く国民全般に行きわたるように、①消費ニーズの個性化、多様化に対応
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した消費生活の充実、②豊かな消費生活を実現するための物価の安定・適正化、③住宅の充足感を増すた

めの居住水準の向上、④労働時間の短縮による余暇時間の確保、⑤社会全体としての公平・公正の確保、

が必要であるとしている。 

 

【３３．1989(平成元)年度】 

平成元年度国民生活白書 

 人生 70 万時間  ゆたかさの創造 

平成元年 11 月 10 日 

経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 新村保子 

 全 362 ページ A5 版 横書き 

 

はじめに                                                                         1-2 

第Ⅰ部 ⾧期好況下の家計                                          3-88 

第Ⅱ部 人生 70 万時間時代の自由時間            89-210 

むすび                                                                       211-228 

行政編                                                                          229-284 

図の基礎資料                                                      285-362 

 

平成元年度の消費税導入により 3～4 月の家計消費には一時的な変動がみられた後、堅調な推移となっ

た。住宅投資については昭和 62 年度に引き続き高水準となっており、居住水準も持家を中心に質的向上

が進んだ。 

1 人当たり国民所得は為替レート換算ですでにアメリカやヨーロッパの主要国をしのぐ水準となり、62

年末の国民総資産はアメリカをも追い越し世界一となった。一方で国民意識では生活の豊かさを実感しな

いとする回答が 7 割にのぼった。この要因は、住宅・土地価格高騰の問題と⾧い労働時間にあるとしてい

る。 

人生 80 年時代を迎えるにあたり、自由時間か、所得かに対して約半数が所得を選好するという所得選

好の強さは、国民が所得の増加と労働時間短縮の両者を望んでいるといえよう。働くことを高く評価し続

けてきた日本社会は、勤勉のみを高く評価する社会から、より多様な価値を評価する社会に変わりつつあ

り、現行の経済社会の仕組みをこのような変化に対応するものに変えていくことが要請されている。 

 

【３４．1990(平成 2)年度】 

平成 2 年度国民生活白書 

 人にやさしい豊かな社会 

平成 2 年 10 月 30 日 

経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 新村保子 

 全 391 ページ A5 版 横書き 
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はじめに                                                                         1-4 

第Ⅰ部 ゆたかさの中の国民生活の課題                   5-98 

第Ⅱ部 技術と生活                      99-250 

むすび                                                                       251-264 

行政編                                                                          265-330 

図の基礎資料                                                      331-362 

 

⾧期の好況を続ける日本経済のなかで、国民の生活水準は順調に向上している。企業収益も好調であ

り、賃金は堅調な増加を続けている。個人消費も堅調で、高級化、多様化の動きも続くなかで、「経済力

の割にはゆたかさが実感できない」という問題がでている。その要因としては、①高い生計費、②貧しい

住宅および住環境、③⾧い労働時間、④地価高騰による国民間の格差の拡大、が挙げられる。国際比較に

よる生計費の高さは内外価格差問題として日米構造問題協議にも取り上げられ、政府もその是正・縮小に

向けて取り組んだ。 

衣・食や耐久財の保有などでは量・質ともに過剰ともいえるほどの豊富さを享受しているのに対し、国

民は、①老後不安、②生活関連社会資本などに不満が大きい。また、生活のゆたかさは技術進歩がもたら

した面が大きく、とくに情報化技術の進歩と生活への浸透は生活の自由度を高め、ライフスタイルに大き

な変化をもたらした。 

一方で、結婚年齢の高齢化と少子化、結婚したカップルの離婚率の上昇や少年非行の増大傾向、家庭の

教育機能、介護機能の低下など、家族に変化が生じている。高齢世帯の増加が著しい状況下で人と人との

関係に大きな影響力を持つ情報化技術の進歩の家族・ライフスタイルへの影響について注視する必要があ

る。 

 

【３５．1991(平成 3)年度】 

平成 3 年度国民生活白書 

 東京と地方 －  ゆたかさへの多様な選択 

平成 3 年 11 月 19 日 

経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 新村保子 

 全 398 ページ A5 版 横書き パートカラー 

 

はじめに                                                  1-2 

第Ⅰ部 ⾧期好況下の家計の動向                3-48 

第Ⅱ部 東京一極集中と国民の暮らし     49-266 

むすび                                                        267-274 

付注                                                                  275-279 

行政編                                                           281-346 
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図の基礎資料                                       347-398 

 

人口、経済活動、文化活動、情報の東京圏への一極集中が顕著になり、東京圏における地価上昇、都心

部の空洞化、サラリーマンの住宅取得能力の低下、通勤距離の遠隔化などをもたらしたことを分析してい

る。 

生活の豊かさの追求の観点から、国と地方の関係、企業と労働者の関係、家族のあり方なども変わる必

要があるとしている。なかでも生活行政に求められているのは、地域特性や世代構成によって異なる住民

の行政需要へのきめ細かい対応、生活圏の広域化に適合する見直しが必要、また企業と従業員の関係につ

いては、労働時間短縮、従業員の地域活動への支援など、従業員の生活を大切にする変革が不可欠にな

る。また住民一人一人が行政に注意をはらい、評価し、参加する必要があるとしている。 

 

【３６．1992(平成 4)年度】 

平成 4 年度国民生活白書 

 少子社会の到来、その影響と対応 

平成 4 年 11 月 13 日 

経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 川本 敏 

 全 459 ページ A5 版 横書き パートカラー 

 

はじめに                                                                                                       1-2 

第Ⅰ部 少子化と家族・子供                                                                    3-240 

第Ⅱ部 景気減速下の家計の動向と最近の子供を巡る消費動向        241-306 

むすび                                                                                                     307-326 

行政編                                                                                                        327-400 

図の基礎資料                                                                                    401-459 

 

白書では、出生率低下に注目し、その経済社会的背景と国民生活上の課題を考察し、家計消費の動向、

子供を取り巻く消費動向を分析している。先進工業国のうちでイタリア、ドイツ等に次いで出生率の低下

が著しい。一方で高齢者が多い日本社会は子供や若者の少ない「少子社会」といえる。少子化は、結婚年

齢の晩婚化、非婚化に大部分起因している。この経済社会的背景には高学歴化、女性の就業率の高まり、

子供の養育コストの増加、居住環境の立ち遅れ、さらには家庭像の変容などがある。 

これに対し、①育児関連施設の整備など、出産・育児に関する支援体制の整備、②親子がゆったりと安

心して過ごせる空間を充実するべく、住宅や都市公園などの整備、③子供の個性が重視された教育の充実

と教育費負担の軽減、を図る政策を行うことで安心して子供を生み育てることができる豊かな社会の確立

が必要である。 
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【３７．1993(平成 5)年度】 

平成 5 年度国民生活白書 

 豊かな交流 ―  人と人のふれあいの再発見 

平成 5 年 11 月 12 日 

経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 近藤 誠 

 全 455 ページ A5 版 横書き パートカラー 

 

はじめに                                                                                   1-2    

第Ⅰ部 豊かな生活と交流                                                    3-180 

第Ⅱ部 近年の家計動向および交流関係消費の動き       181-288 

むすび                                                                                 289-304 
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人々の間の交流は人間社会の最も基本的な部分を構成するものとして極めて重要な役割を持っている。

現代社会では人々は地域、職場、学校等の生活の各断面において部分的な形で他の人と接するようになっ

ている。これに伴う問題には、成人男子を中心とした「会社人間」化がある。終身雇用慣行の変化、若年

層を中心とする仕事に対する価値観の変化等の下、職場の人間関係も擬似「共同体」的なものから変貌し

つつあり、職場の人間関係も変化していくものとしている。これから職場以外の場で、趣味、スポーツ、

語らい等を通じて多様な人々との交流を実現していくことが必要である。 

我が国では、21 世紀には世界でも類を見ない高齢化社会がみこまれているが、高齢者は地域社会を主

たる生活の場とするため、隣人との連帯・協力は、医療、社会福祉等の公的制度と並んで、高齢化社会を

支えていくために不可欠な要素である。また地域社会でのボランティア活動は、交流の一つのあり方とし

て重要である。 

平成 4 年度の家計を巡る消費等の動きについては、⾧引く景気の低迷の中で所得の伸び悩み、耐久消費

財のストック調整等から消費活動は低い伸びとなり、景気全体の回復を遅らせる要因となった。バブル経

済の崩壊後、「家庭回帰」ということがいわれるが、友人関係、地域社会での人間関係、また異なる世代

と異なる国の人々との交流を実現し、豊かな国民生活の基盤が形成されていくことが期待される。 

 

【３８．1994(平成 6)年度】 

平成 6 年度国民生活白書 

 実りある⾧寿社会に向けて 

平成 6 年 11 月 18 日 

経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 近藤 誠 

 全 409 ページ A5 版 横書き パートカラー 
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人口の高齢化は世代間の負担問題、労働力供給や貯蓄率の動向と経済成⾧との関係等の問題を惹起させ

る。人生 80 年の第 3 ステージである高齢期を実りある豊かな不安のない暮らしとなすることが期待され

る。高齢者の生活では「自立した暮らし」という希望が抱かれる。要介護状態や寝たきりへの不安が多

く、在宅介護等についても医療、教育等と同様に外的サービスの供給が進められている。高齢化社会の問

題の一つには、企業社会に順応し過ぎた男性の家庭や地域社会への復帰を如何に円滑に進めるかというこ

とである。 

第 II 部では平成 5 年度の家計の消費動向等について分析している。景気後退が⾧期化した中で、雇用調

整が本格化し中高年管理職・事務職の過剰感が高まり、企業のリストラが活発化し、一方で平成 6 年度新

規学卒の就職状況は厳しさを増した。賃金の伸びも鈍化し、消費の低迷が進行した。片や「価格破壊」と

称する動きが、バブル崩壊以降の消費に対してプラス効果を与えたとみられる。 

 

【３９．1995(平成 7)年度】 

平成 7 年度国民生活白書 

 戦後 50 年の自分史 ―  多様で豊かな生き方を求めて 

平成 7 年 11 月 14 日 

経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 原田 泰 

 全 452 ページ A5 版 横書き   パートカラー 

 

はじめに                                 1-2                            

第Ⅰ部 戦後 50 年：豊かさと行動様式、意識の変化                             3-166 

第Ⅱ部 1994 年度を中心とした家計の動向と多様化する消費行動    167-225 

むすび                                                                                                       226-236 

行政編                                                                                                          237-332 

図の基礎資料                                                                                      333-452 

 

ほとんどの人にとって「戦後」が人生の半分以上となり、戦後 50 年史は多くの人には自分史でもある。

戦後復興期、高度成⾧期、安定成⾧期を通じて、日本人は勤勉と節約の価値観と企業家精神をもって、生

活水準の向上に努めた。一人当たり実質国民所得は、戦前期の 8 倍となり、1987(昭和 62)年にはアメリカ

を抜いた。平均寿命は世界一となり、大学進学率が 4 割を超えた。住宅でも質、量とも改善し、一人当た
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り住宅面積は東京で戦前の 2.2 倍になった。労働時間は短縮、1993(平成 5)年にはアメリカよりも短かく

なった。 

戦後は、日本的雇用慣行が普遍化した時代でもあったが、その日本的雇用といっても 1920 年代(大正後

期)に始まり、戦後の高度成⾧期に確立したものにすぎない。自営業が大宗を占めていた戦前には専業主

婦はほとんどおらず、女子労働力率の M 字カーブの谷が深くなったのも戦後のことである。豊かさの中

で、社会は多様化し、個人の選択肢も拡大し、人とは異なる生き方を認める価値観の確立が必要である。 

第 II 部では平成 6 年度を中心として家計を取り巻く経済社会の動向について概観した。特に、雇用情

勢、耐久消費財需要、住宅需要の動向を分析した。また「価格破壊」現象について考察し、それが構造要

因によるものである可能性が高く、不可逆的現象であると分析している。また消費行動の多様な姿を示し

た。 

 

【４０．1996(平成 8)年度】 

平成 8 年度国民生活白書 

 安全で安心な生活の再設計 

平成 8 年 11 月 19 日 

経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 原田 泰 

 全 414 ページ A5 版 横書き パートカラー 

 

はじめに                                                                                                   1-2    

第Ⅰ部 国民生活の安全と安心                                                            3-186 

第Ⅱ部 1995 年度を中心とした家計の動向と消費構造の変化     187-251 

むすび                                                                                                252-264 

行政編                                                                                                   265-356 

図の基礎資料                                                                               357-414 

 

「水と安全はただ」と言われてきた日本で、1995(平成 7)年の阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件、

病原性大腸菌 O-157 による集団食中毒事件、銃犯罪などがあった。また、日本的雇用慣行環境の変化や

少子・高齢社会に向けての生活について漠然とした不安を高めていることから、白書では国民生活の安全

と安心について、ライフサイクルにしたがって分析している。 

日本の教育の安全と安心のためには、家庭、学校、地域等の協力によるいじめの防止、教育機関が技能

について鋭敏になることが望まれているとし、雇用部分では会社外でも通用する技能を身につけることが

求められているとしている。医療と老後の安心のためには、医療水準を落とさずに費用を削減する可能性

やより少ない負担でより豊かな高齢社会を実現するため、増大が見込まれる年金や医療費の将来に向けた

安心設計が必要であるとしている。 

第 II 部では、1995(平成 7)年度の家計と経済社会の動向について概観した。特に耐久消費財需要、サー

ビス価格と規制緩和、家計における情報化、低金利の家計に及ぼす影響について分析している。 
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【４１．1997(平成 9)年度】 

平成 9 年度国民生活白書 

 働く女性 ―  新しい社会システムを求めて 

平成 9 年 11 月 4 日 

経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 太田 清 

 全 348 ページ A5 版 横書き パートカラー 

 

はじめに                                                                                                   1-2       

第Ⅰ部 女性が働く社会                                                                        3-160 

第Ⅱ部 1996 年度を中心とした家計の動向と消費構造の変化      161-185 

むすび                                                                                                 186-200 

行政編                                                                                                    201-294 

図の基礎資料                                                                                295-348 

 

第 I 部で女性の就業と国民生活、社会制度・慣行との関わりについて取り上げている。産業構造が農業

から工業、さらにサービス業へと変化してきたことに伴い、就業形態も自営業から給与所得者、すなわち

「サラリーマン」へとその主流が移ってきた。自営業では女性が従事することが多かったが、サラリーマ

ン世帯となっては専業主婦が増えた。しかし、サラリーマン世帯の妻も社会で収入を得て働くことが多く

なり、1955(昭和 30)年にサラリーマン世帯の妻の 3/4 が専業主婦であったが、1988(昭和 63)年には半数

を割っている。就業する女性の増加は女性の晩婚化、未婚率の上昇、ひいては少子化を促進している面も

ある。また育児や介護といった家庭における夫婦間の役割分担も変化した。  

働く女性の就業意欲、能力向上意欲を阻害することがないような社会保障制度や税制などの社会システ

ムの設計が必要だとしている。 

第 II 部では 1996(平成 8)年度の家計を取り巻く経済社会の動向について概観し、消費動向に重点をお

いて分析した。バブル崩壊をはさんだ時期における家計の資産保有行動や消費構造の変化などについて

「働く女性」の行動を中心に分析している。その結果、配偶者の所得があまり多くない世帯では、当該所

得が少ないほど純資産保有額が多いという傾向があり、世帯主の収入が多いと配偶者の就業率が低くなる

という「ダグラス-有沢の法則」に類似の関係が認められたとしている。 

 

【４２．1998(平成 10)年度】 

平成 10 年度国民生活白書 

 「中年」 ―  その不安と希望 

平成 10 年 12 月 4 日 

経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 太田 清 

 全 426 ページ A5 版 横書き パートカラー 
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はじめに                                                                                                    1-2            

第Ⅰ部 人口構成の変化と中年世代                                                      3-208 

第Ⅱ部 1997 年度を中心とした家計の動向と消費構造の変化       209-243 

むすび                                                                                                  244-262 

行政編                                                                                                     263-366 

図の基礎資料                                                                                 367-426 

 

40～50 代の中年世代を取り巻く生活環境に焦点を当て、人口の年齢構成の変化が社会経済、国民生活

に与える影響と課題について扱っている。年齢に関係なく働ける「生涯現役社会」へ向かうべきであり、

中年世代には、職業能力を維持・向上する機会、専門能力獲得のための機会やそのための時間的な余裕等

が与えられるべきである。また「⾧生き」のリスクをカバーする年金保険は出生率低下や寿命伸⾧により

制度改革が必要となっている。介護については、高齢者割合の急上昇が要介護者発生の確率を高めるが、

社会全体で受け止める体制整備が重要であり、公的介護保険により個人が負っている費用負担を減少させ

る。少子高齢社会では、「労働力」割合は低下するが、1 人当たりの「資本」は大きくなる。中年の老後

のための貯蓄を社会が活用して生産活動などへの貢献とするため、金融市場の効率化、経済の活性化が必

要である。類を見ないテンポの高齢化が進む中で、その先頭をきるのが中年世代であり、世界に先駆けて

高齢社会のモデルを創る挑戦が必要である。 

1997(平成 9)年度の家計分析では、平成 9 年 4 月の消費税率引き上げによる消費、とりわけ住宅投資に

与えた影響について、平成元年時にはなかった前倒し需要があったとしている。税率引上げ決定から実施

までの期間が⾧かったことによる。また、持家で住宅ローンを抱える世帯は、他の世帯と比較して世帯収

入に占める妻の収入の割合が高くなっていることなども明らかにした。 

 

【４３．1999(平成 11)年度】 

平成 11 年度国民生活白書 

 選職社会の実現 

平成 11 年 12 月 10 日 

経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 梅溪健児 

 全 274 ページ A5 版 横書き パートカラー 

 

はじめに                                                                                        1-2        

第Ⅰ部 変わりゆく雇用環境で生き生きと働くために           3-124 

第Ⅱ部 家計の消費貯蓄動向と人的能力向上への支出        125-156 

むすび                                                                                      157-164 

付注                                                                                                165-172 

図の基礎資料                                                          173-188 
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行政編                                                                                          183-274 

 

1997(平成 9)年秋以降、大型金融機関の破綻が相次いだが、1999(平成 11)年には公的資金による資本注

入を含む金融システム安定化策が奏効し、金融機関の経営破綻に関する家計の受け止め方は落ち着きを取

り戻しつつある。⾧期低迷した我が国経済が緩やかに改善を続け、家計消費は回復の兆しが徐々に見えて

いる。1999(平成 11)年に入って活発に動いている筆頭が、コンピュータ等の情報通信関係への支出であ

る。1999(平成 11)年央まで低下していた消費性向は緩やかながら上昇の動きを示しているが、雇用情勢

の改善が顕著になるまでは、消費者マインドがはっきりと改善することは期待しにくい。 

また、介護休業制度が 1999(平成 11)年４月から義務化され、また介護保険制度が 2000(平成 12)年４月

から導入予定である。2000 年度の介護保険対象者は 269 万人と見込まれ、65 歳以上人口の 13％に達す

る。そのうち、在宅サービスの提供を受けるのは 198 万人と７割を超えている。これら制度の実施によっ

て、家族の介護に直面する人が仕事と介護の両立を図れるようになることが期待されている。 

失業の安全ネットとして雇用保険をはじめとした社会保障制度が重要な役割を果たすが、それに加え、

学校教育、職業選択や就業機会、就職後の教育訓練等において機会の平等を十分保証することも安全ネッ

トである。人的能力の拡充には期間を要し、経済効果は中期的な過程を経て現れてくる。 

 

【４４．2000(平成 12)年度】 

平成 12 年度国民生活白書 

 ボランティアが深める好縁 

平成 12 年 11 月 10 日 

経済企画庁国民生活局国民生活調査課⾧ 梅溪健児 

 全 341 ページ A5 版 横書き  パートカラー 

 

はじめに                                                                                1-4           

第Ⅰ部 国民生活を豊かにするボランティア活動           5-170 

第Ⅱ部 家計の消費貯蓄動向と寄付への支出               171-202 

むすび                                                                              203-210 

付注                                                   211-234 

図の基礎資料                                                                         235-246 

行政編                                                     247-342 

 

ボランティア活動の参加率は、1983(昭和 58)年で 5 人に 1 人の割合であったが、白書作成時直近では 3

～4 人に 1 人の割合に高まっている。1995(平成 7)年の阪神・淡路大震災の救援・復興支援でのボランテ

ィアの活躍が契機となり人々の関心が広まったが、NPO と呼ばれるボランティア団体や市民活動団体の

活動も社会から評価され、注目を集めるようになった。 

ボランティア仲間がつながり、広がっていくのに IT が活用された。かつての職縁に代わって好縁をつ
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なげていくためにも IT は大きな可能性を秘めている。またボランティア活動の活性化のためには、寄付

活動も重要である。1990 年代後半の 1 世帯当たり家計の寄付金額は、年間 3,000 円程度にとどまってい

る。ボランティアと同様に、寄付も本来は自発的な意思によって支えられるべきものである。 

 経済社会の流れは、規格化、大量化、大型化の方向から多様化、ソフト化、情報化に変化している。こ

の流れの中で、無数の窓が開いているような社会を着実に実現していくために、市民、NPO、企業、行

政が力を合わせて前進を始める時が到来している。 

 

【４５．2001(平成 13)年度】 

平成 13 年度国民生活白書 

 家族の暮らしと構造改革 

平成 14 年 3 月 25 日 

内閣府国民生活局総務課調査室⾧ 井内正敏  (2001.1.6 内閣府国民生活局設置) 

 全 232 ページ A4 版 横書き オールカラー 

 

はじめに                                                                                  1-2 

第１章 家族を巡る潮流変化                                                3-54 

第２章 家族の働き方の現状と課題                                 55-77 

第３章 次代を担う子どもと家族           78-111 

第４章 IT の普及と家族                                                      112-143 

むすび                                                                                144 

補論 構造改革による「暮らしの改革」へ向けて             145-150 

付注                                                                                          151-162 

図の基礎資料                                                                           163-180 

資料編                                                                                       181-232 

 

国民のライフスタイルについて、「家族」を切り口として 3 つの視点から検討を行っている。 

①少子高齢化の進展や人々の価値観の多様化を反映して「家族」に関する考え方も多様になり、実現す

るライフスタイルにも多様な選択肢があるべきである。しかし、「働き方」に関しては選択肢がいまだ限

定的であり、それが未婚率の上昇や少子化という問題を生じさせている。政府が進める構造改革の実施

で、夫の働き方の柔軟化や保育の社会的な取り組みが進められることがその解決策であるとしている。 

②家族が従来から担ってきた子どもを生み育てる機能や高齢者を介護・扶養する機能にも変化がみられ

ている。子育てや介護の分野を中心に、家族を社会全体で支援していくことが必要であり、そのための具

体的な施策や取組みとしては、公的な支援だけでなく個人や地域の自発的な取組みが重要である。 

③少子高齢化とともに、IT の普及は家族や国民のライフスタイルに大きな影響を与えている。その IT

の有効活用が家族の結びつきを強めるべく、テレワークの普及や IT 活用の保育サービスの開発・普及な

どにより、働き方や子育てといった暮らしのさまざまな場面で、家族が抱える構造的諸問題解決の有用な
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手段になり得るとしている。 

 

【４６．2003(平成 15)年度】 

平成 15 年版国民生活白書 

 デフレと生活 －  若年フリーターの現在(いま) 

平成 15 年 5 月 30 日 

内閣府国民生活局総務課調査室⾧ 増島 稔 

 全 274 ページ A4 版 横書き オールカラー 
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第１章 デフレ下の国民生活                                  4-47 

第２章 デフレ下で厳しさを増す若年雇用        48-99 
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「失われた 10 年」が過ぎ、日本経済はデフレ下で低迷を続けている。デフレが景気回復の足かせとな

っており、何よりデフレからの脱却が必要である。デフレに苦しむ企業は、賃金の高い中高年のリストラ

を進める一方で、新卒採用を抑制することで雇用調整を行い、さらに賃金コストの高い正社員をできるだ

け減らし、パート・アルバイト、派遣社員などを増やすことで人件費を抑えている。 

こうした企業の動きは、若年の雇用に深刻な影響を与えている。正社員になるのをあきらめてフリータ

ーになる人や、そもそも働く意欲を失ってしまう人も多い。若年の経済状況の悪化は、未婚化、晩婚化や

少子化にも影響を与えている。 

若年に対して、就業意識の向上、職業紹介や職業訓練の充実などのための施策を講じ、若年が「自分の

やりたい仕事」に就けるよう支援していく必要がある。賃金、社会保険、昇進などの面で、パート・アル

バイトの処遇と正社員の処遇を公正なものに見直し、柔軟で多様な働き方を実現していく必要がある。ま

た、自らの責任で能力開発やキャリア形成を行うことができるような制度の整備も重要である。 

将来の日本を担う若年が就業機会を確保し、その能力の蓄積を促すことは、将来の活力ある社会への投

資であり、若年が自立できるような経済的基盤と社会的基盤を再構築していくことが求められている。 

 

【４７．2004(平成 16)年度】 

平成 16 年版国民生活白書 

 人のつながりが変える暮らしと地域 －  新しい「公共」への道 

平成 16 年 5 月 21 日 
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内閣府国民生活局総務課調査室⾧ 池永肇恵 

 全 225 ページ A4 版 横書き オールカラー 

 

はじめに                                                                                                1-4       

第１章 地域で起こっている注目される活動事例                           4-71 

第２章 地域における活動の意義                                                   72-99  

第３章 地域の活動を支えるもの                                                      100-152 

むすび                                                                                                 153-156 

付図表                                                                                                    157-176 

基礎資料                                                                                                177-180 

資料編                                                 181-225 

 

白書では、福祉、環境、教育、交通、まちづくりなどの領域において、地方公共団体や企業が提供でき

なくなったサービスや新しいニーズを満たし、地域での暮らしやすさを増す活動を担う、個人では解決で

きない「公共」の問題を新しい形で解決する可能性をもつ、新しい「公共」について論じている。 

新しい「公共」を担う人々は対等な立場でつながり、地域内の人、物、自然といった資源をいかすこと

で経済効果が生まれ、地域への愛着や誇りが強まることとなる。それら活動の受け皿となる組織は、特定

の目的の下で自発的に組織される NPO などでその数は急速に増えて認知度も高まりつつある。新しい

「公共」は、①個人や家庭では解決が難しい子育てや青少年をめぐる問題などを、②団塊の世代、若い世

代を問わず意欲のある人が広範に活動して、③顔の見える人と人のつながりに支えられ、身近な暮らしの

ニーズに対応する活動を、④福祉やまちづくりなどの分野で地縁型団体や NPO と地方公共団体と官民協

働することが重要、であるとしている。 

ライフスタイルが多様化する中で、地域ごとに新しい形の「公共」が創り出されることが地域の個性を

生み、魅力的な地域の創造にもつながる。 

 

【４８．2005(平成 17)年度】 

平成 17 年版国民生活白書 

 子育て世代の意識と生活 

平成 17 年 8 月 12 日 

内閣府国民生活局総務課調査室⾧ 片山 朗 

 全 300 ページ A4 版 横書き オールカラー 

 

はじめに                                                                                                1-3                

第１章 結婚・出生行動の変化                                                         4-75 

第２章 子育て世代の所得をめぐる環境                                       76-121 

第３章 子育てにかかる費用と時間                                                 122-182 
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むすび                                                                                                183-186 
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基礎資料                                                                                               217-256 

資料編                                                257-300 

 

本白書では、経済・社会環境の変化の中で、子育て世代が結婚や出産・子育てに対して抱えている不安

や負担感、若年層の所得格差拡大やその固定化のおそれ、家計を圧迫する子育て費用などについて分析し

ている。 

出生率が低下しているが、子どもを持つ意欲については夫婦が理想とする子供の数は約 2.5 人とここ 20

年余り変化していない。子どもを持たない理由については、未婚者、既婚者を問わず、子育ての経済的な

負担を挙げている。子育て世代の平均的な所得を見ると、1990 年代(平成年初)以降ほとんど伸びていな

い。大学卒業者の 2 割弱はパート・アルバイトとして就業しており、その割合は近年急速に増加してい

る。若年層のパート・アルバイトにおける年収は同年代正社員の 3 割程度の約 120 万円にとどまってい

る。近年増加しているパート・アルバイト同士の夫婦には、共働きを前提としても子どもを持つ余裕がな

い状況にあると考えられる。 

子育て世代への支援は、①所得格差を固定化させない、②子育てを支援する多様なサービスが十分かつ

安価に供給され、③子育ての心理的な孤立や負担感を軽減していくこと、に配慮して進める必要がある。

特に、第二次ベビーブーム世代（1971～74(昭和 46～49)年生まれ）が 30 代を迎えているこの数年間が正

念場であり、政策対応を集中的に行っていくことが重要である。 

 

【４９．2006(平成 18)年度】 

平成 18 年版国民生活白書 

 多様な可能性に挑める社会に向けて 

平成 18 年 6 月 20 日 

内閣府国民生活局総務課調査室⾧ 高安雄一 

 全 297 ページ A4 版 横書き オールカラー 
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国民一人一人が、人生のあらゆる段階において希望の実現に何度でも挑戦できる「多様な可能性に挑め

る社会」の実現について考察している。とりわけ希望する職業や働き方を目指した再挑戦に焦点を当て

て、その現状と挑戦を阻む壁について分析している。 

女性については、専業主婦を望む人が減り、就業意欲を持った人が増え、高齢者については健康に過ご

せる期間が⾧くなり、消費にも積極的であることから、60 歳前後で引退することなく、再雇用・再就職

に向けた挑戦が活発である。また地域活動などの社会貢献活動も挑戦の対象となっている。これら種々の

再挑戦を阻む壁は、①採用に際して画一的な基準を適用する企業が多い、②職業能力を構築する機会が不

足している、③「仕事と生活の調和」を欠いた働き方をしている、ことであると分析している。希望する

職業や働き方への再挑戦がしやすい社会を構築するため、①再挑戦を後押しする支援、②再挑戦しやすい

環境を整備する企業への支援、③再挑戦しようとする人に対する能力構築支援、が必要である。 

働く意思を持った人が自分の望む働き方を選択でき、考え方や環境が変わったときにも円滑にやり直せ

る社会においては、皆が納得いく人生を送ることが可能となり、ひいては社会全体の活力が高まる。そう

した社会の実現は、我が国が現在抱える諸問題の解決にも貢献することが期待される。 

 

【５０．2007(平成 19)年度】 

平成 19 年版国民生活白書 

 つながりが築く豊かな国民生活 

平成 19 年 6 月 26 日 

内閣府国民生活局総務課調査室⾧ 高安雄一 

 全 287 ページ A4 版 横書き オールカラー 
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白書では、家族、地域、職場のつながりに焦点を当て、つながりに期待する役割と現状、また近年にお

ける変化と国民生活への影響について分析し、つながりを再構築するための方策を説いている。 

経済・社会環境の変化や人々の意識の変化などにより、家族、地域、職場のつながりの姿は大きく変化

している。家族ではそれぞれの行動が個別化し、地域では近所付き合いが疎遠となり、町内会・自治会に

参加しない人が増えている。また職場では仕事以外の付き合いが減り、企業に帰属する意識も希薄になっ
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ている。つながりの弱まりは精神的なやすらぎや充実感が得られなくなり、生活の豊かさを実感できなく

なっている。 

つながりの再構築のためには、①つながりを持つ上での時間的・空間的制約をなくし、②家族、地域、

職場のそれぞれが現状に即したつながりを築く、ことである。政府は、つながりを持ちたいと希望しつつ

持てない人につながりが持ちやすい環境を整備することが求められる。そのため、①ワーク・ライフ・バ

ランス推進の環境整備、②つながりの場などについての情報提供、③国民の意識啓発、が必要である。 

今後は、つながりの希薄化を止め、それを再構築する動きを社会全体に広げることで、人々が魅力的な

つながりを持つことができれば、個人が魅力ある豊かな生活、さらには人生を享受できるのみならず、活

力と優しさに満ちあふれた社会の創造につながると期待できるとしている。 

 

【５１．2008(平成 20)年度】 

平成 20 年版国民生活白書 

 消費者市民社会への展望 －  ゆとりと成熟した社会構築に向けて 

平成 20 年 12 月 26 日 

内閣府国民生活局総務課調査室⾧ 髙橋義明 

 全 210 ページ A4 版 横書き オールカラー 
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「消費者市民社会」とは消費者・生活者が生き生きとし、自らの自己実現と社会のあり様を彼らにとっ

て望ましい姿に変えていける社会のことである。白書ではそうした社会の実現に向けての課題をとり上げ

ている。消費支出は経済全体の中で最大割合を占めることから、消費者・生活者が社会構造変革の役割を

担いうる。経済発展が必ずしも国民の幸福感を高めない「幸福のパラドックス」があるが、我が国ではと

りわけ年齢と幸福度の関係で諸外国とは異なり、高齢になっても幸福度は増さない。西洋先進国では労働

時間の短さと幸福度には相関が見られることから、ゆとりに欠ける我が国ではバカンス文化の普及が大切

である。 

また消費者被害の分析では、我が国全体の経済的損失額は 2～3 兆円程度に及ぶとし、消費者被害の

42％は５万円以下の少額被害が多数であるが、多額被害にあう少数者も併発するベキ分布となっている。

そして消費者政策を担当する行政機関には専門性と効率性を兼ね備えた体制強化が求められるが、同時に

多様な政策手段の整備と戦略的な執行も求められる。「消費者政策を科学する」視点も重要になってお
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り、消費者教育の教え方、食品表示、消費者信用の制度設計においてもこうした視点は不可欠になる。効

率かつ効果的な法執行に向けて、判断基準の明文化と活用できる手段を総動員できる戦略的体制作りが必

須になっている。 

 

１．構成の推移 

全体を通観すると、その変遷がみてとれる。生活白書の第 1 回から第 4 回までの刊行物

は縦書きであった。そして付属の統計などについては横書きにせざるを得ないため、最終

ページから逆上りにページをふるなどしていたが、第 5 回目以降は、すべてが横書きに変

わっている。記述方法の当初の基本は、まず家計の消費全体を概観し、次に衣食住などの

分野ごとに分析詳述するという、総論と各論の構成で、別途「付表」などの形で根拠とな

る統計数値などを示すものとなっていた。やがて第 6 回目くらいからは、各論において特

定テーマを絞って分析を加えるトピック型の構成になっていった。 

第 11 回目からは、消費者行政など国民生活局が手段として施行する施策「国民生活のた

めの行政」という項目を設け始めたが、第 21 回以降は「行政編」として白書本文とは別に

独立させた扱いとするようになった。さらに行政編については、第 45 回の白書以降、冊子

からも除外された。 

 

２．体裁の推移 

 冊子の大きさについては、A5 版が基本であったが、省庁再編が実施され生活白書が内閣

府国民生活局の所管となった第 45 回(2001(平成 13 年度版))白書からは A4 版に変更され

た。 

冊子の厚さについては、分量をページ数で測ると、第 1 回は 100 ページあまりであった

が、2 回目以降は 200 ページ程度から徐々に増ページされて推移し、1972(昭和 47)年度の

第 16 回白書では、500 ページを超えるまでに厚くなった。その後は徐々にページ数を減ら

して 200 ページ台、300 ページほどのものとなった。これらのものは市販本に関する分量

であるが、閣議配布版の白書そのものだけでなく統計資料や参考資料などの資料が付加さ

れていることから分量が増えているという面もあろう。 

また印刷については、市販本に関しては初回からモノクロ活字印刷であったが、第 35 回

目(1991(平成 3 年度版))の市販本では図表のみを数色で着色した、いわばパートカラー版

が採用されている。さらに A4 版となった第 45 回(2001(平成 13)年)からは全面カラー刷り

仕様となる変更があった。 
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３．執筆責任部局の推移 

 第 1 回の生活白書は経済企画庁調整部調整官が執筆責任者であった。第 2 回目には調整

部が調整局に改組され、ここでも調整官が執筆責任者となった。第 3 回白書では執筆責任

者は調整官から民生雇用課⾧となった。そして第 6 回(1961(昭和 36)年)には執筆責任者が

消費雇用課⾧となっている。 

 1965(昭和 40)年には、調整局の所掌事務を分ける形で国民生活局が設置され、白書は調

整局消費雇用課から国民生活局の総括課である国民生活課の所掌となった。さらに

1974(昭和 49)年 4 月 1 日には、国民生活局に国民生活調査課が設置され、国民生活白書の

執筆を担うものとなったのである。 

 2001(平成 13)年 1 月 6 日には行政府全体に及ぶ大規模な省庁再編が行われ、経済企画庁

はその大部分の所掌事務を内閣府に移行させた。これに伴い生活白書の執筆業務は、内閣

府国民生活局総務課調査室に移管された。 

 2009(平成 21)年 9 月 1 日に内閣府外局として消費者庁が発足するのに伴い、本府国民生

活局が担っていた消費者行政に関しては、消費者庁に移管するとともに国民生活局が廃止

された。内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第 4 条第 3 項三十五号に規定する

「国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案

並びに推進に関すること（消費者庁の所掌に属するものを除く。）。」の所掌事務について

は、内閣府本府の所掌とされ、内閣府本府組織令（平成十二年政令第二百四十五号）第 3

条第 1 項第三号にて統括官の業務として定められるに至った。すなわち、生活白書作成の

所掌事務は内閣府に残り、国民生活局に代わって統括官(経済社会システム担当)の総括担

当参事官が担うものとされたのであるが、2009(平成 21)年以降に生活白書が作成されるこ

とはなかったのである。 
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第 5章 マスコミによる報道

１．毎⽇新聞でみた公表時の報道

⽣活⽩書は各種のマスコミに⼤きく取り上げられてきた。第１回 1956（昭和 31）年度
⽩書は、毎⽇新聞では、公表翌⽇ 27⽇の朝刊に公表の事実と内容が紹介され、28⽇の朝
刊には⼀⾯に社説が掲載されている。以下では、毎⽇新聞社の新聞記事データベースであ
る「毎索（マイサク）」を⽤いて収集した国⺠⽣活⽩書の公表時の記事と社説を中⼼に、
マスコミの取り上げ⽅について考察した。
次⾴以降に、公表記事の⾒出し、記事の掲載⽇と朝⼣刊の別、記事の掲載⾯（⾴）、別

⾯に⽩書の内容等が掲載されていることを知らせる⽂⾔、社説のタイトル、社説の掲載⽇
と朝⼣刊の別、掲載⾯を⼀覧表（表 5-1）としている。社説は「国⺠⽣活⽩書」をキーワ
ードとして検索し、⾒つからない場合には縮刷版で公表後１週間程度を⽬視で探し、⾒つ
からなかった年度はタイトルの欄に「⾒当たらず」と記載している。
⽩書のように⼤部の資料は、新聞や雑誌の記者が資料を⼊⼿しても、短時間で全体を理

解してすぐに記事にまとめることは不可能である。⽇本では、各府省にマスコミ各社がメ
ンバーとなっている記者クラブがあり、⽩書のような資料の場合には、⼀定の⽇時までは
資料の内容を新聞や雑誌の記事にしたり、テレビのニュース番組などで報道したりしない
という協定を結んだ上で、資料が記者クラブに所属している記者に事前に配布されること
が多い。これは、短時間で記者が⼤量の⽂章や図表を理解して正確な記事を書くことは難
しいし、記事に図表を掲載することも困難なので、資料配布と同時に記事を解禁するとど
うしても表⾯的な内容の記事になってしまうからである。また、有識者の批評を掲載する
には事前に⽩書を読んでもらう必要があり、これも短時間では無理である。資料の配布の
際に、資料を作成した部局から内容について説明が⾏われたり、報道が解禁されるまでの
間に記者が資料を作成した部局に問い合わせをして説明を受けたりすることもある。
第 3章で述べたように、第 1回 1956(昭和 31)年度⽩書から、第 7回 1962(昭和 37)年度

までの⽩書は閣議に資料配布・報告されていないので、公表⽇の翌⽇朝刊に「資料が公表
された」という記事や⽩書の内容をまとめた記事が掲載され、公表翌⽇の記事と同⽇かそ
の翌⽇に社説が掲載されている。
第 8回 1963（昭和 38）年度⽩書以降は閣議（通常は朝開催）で資料配布・報告されて

いるため、新聞記事の掲載は公表⽇の⼣刊となる。このため、⽩書が閣議で報告されて公
表された旨の記事と⽩書の内容、有識者のコメント等が公表⽇の⼣刊に掲載されて、翌⽇
の朝刊に社説が掲載されることが通例となった。ちなみに筆者等が⽩書を担当した 1980
年代前半頃は、テレビ等は、お昼頃のニュースで⽩書の公表について報道していたと記憶
している。
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表
5-
1　
毎
日
新
聞
の
国
民
生
活
白
書
に
関
す
る
記
事
・
社
説

回
発
表
年
月
日

年
度

公
表
記
事
の
見
出
し

記
事
掲
載
日

朝
夕
刊
ペ
ー
ジ

別
面
掲
載
の
案
内

社
説
の
タ
イ
ト
ル

社
説
掲
載
日

朝
夕
刊
ペ
ー
ジ

1
19
56
/6
/2
6
昭
和
31
年
度

国
民
生
活
，
戦
後
の
足
ど
り
，
経
済
企
画
庁
の
発
表
，
暮

し
に
食
入
る
米
国
調
，
食
牛
乳
、
バ
タ
ー
が
ふ
え
る
，
衣

絹
、
綿
か
ら
合
成
繊
維
へ

19
56
/6
/2
7

朝
4

（
記
事
内
で
内
容
も
紹
介
）

住
生
活
だ
け
は
改
善
さ
れ
な
い

19
56
/6
/2
8

朝
1

2
19
57
/9
/2
5
昭
和
32
年
度
「
生
活
白
書
」
を
発
表
，
経
済
企
画
庁

19
57
/9
/2
6

朝
1

内
容
は
三
面
に

生
活
向
上
も
手
放
し
で
は
喜
べ
ぬ

19
57
/9
/2
7

朝
1

3
19
58
/1
2/
11

昭
和
33
年
度
所
得
の
格
差
広
が
る
，
企
画
庁
「
生
活
白
書
」
を
発
表
，

社
会
政
策
の
助
⾧
を
期
待

19
58
/1
2/
12

朝
1

詳
細
は
三
面
掲
載

本
当
の
「
体
質
改
善
」
が
必
要

19
58
/1
2/
13

朝
3

4
19
59
/1
1/
28

昭
和
34
年
度
国
民
生
活
白
書
，
企
画
庁
で
発
表
，
質
、
量
と
も
に
充

実
，
戦
前
の
二
割
五
分
増
，
し
か
し
デ
コ
ボ
コ

19
59
/1
1/
29

朝
1

内
容
は
三
面
に
掲
載

確
認
さ
れ
た
「
消
費
革
命
」

19
59
/1
1/
30

朝
3

5
19
60
/1
2/
20

昭
和
35
年
度
進
む
国
民
の
「
生
活
改
革
」
，
白
書
発
表
，
「
勤
倹
」
よ

り
「
楽
し
む
」
，
追
い
つ
か
ぬ
環
境
の
改
善

19
60
/1
2/
21

朝
1

白
書
の
内
容
は
3面
に

「
ゆ
た
か
な
社
会
」
に
酔
う
な

19
60
/1
2/
21

朝
3

6
19
61
/1
1/
27

昭
和
36
年
度
地
域
格
差
ひ
ろ
が
る
，
国
民
生
活
白
書
，
企
画
庁
が
発
表
19
61
/1
1/
28

朝
1

白
書
の
内
容
は
第
3面
に

格
差
是
正
に
積
極
的
配
慮
を

19
61
/1
1/
29

朝
3

7
19
62
/1
2/
13

昭
和
37
年
度
”生
活
革
新
す
す
む
”，
37
年
度
国
民
生
活
白
書
，
企
画
庁

発
表

19
62
/1
2/
14

朝
1

3面
に
内
容
、
4面
に
解
説

ち
ぐ
は
ぐ
な
”生
活
革
新
”

19
62
/1
2/
14

朝
3

8
19
64
/3
/1
0
昭
和
38
年
度
国
民
生
活
白
書
，
企
画
庁
が
発
表
，
西
欧
水
準
に
近
づ

く
，
縮
ま
っ
た
，
消
費
生
活
の
開
き

19
64
/3
/1
0

夕
1

白
書
の
内
容
3面
に

「
生
活
不
在
」
の
「
生
活
白
書
」

19
64
/3
/1
1

朝
5

9
19
65
/4
/9

昭
和
39
年
度
「
国
民
生
活
白
書
」
を
発
表
，
均
衡
を
欠
く
「
く
ら

し
」
，
電
化
は
世
界
2位
，
住
と
道
路
は
立
遅
れ

19
65
/4
/9

夕
2

（
記
事
内
で
内
容
も
紹
介
）

生
活
白
書
と
政
治
へ
の
期
待

19
65
/4
/1
0

朝
5

10
19
66
/5
/1
3
昭
和
40
年
度
高
度
成
⾧
策
を
反
省
，
企
画
庁
が
「
生
活
白
書
」
発
表

19
66
/5
/1
3

夕
1

3面
に
白
書
の
内
容

救
い
の
な
い
国
民
生
活
白
書

19
66
/5
/1
4

朝
5

11
19
67
/6
/2
7
昭
和
41
年
度
お
粗
末
な
公
共
施
設
，
生
活
白
書
，
地
域
的
分
析
で
指
摘

19
67
/6
/2
7

夕
1

白
書
の
内
容
は
5面
に

目
だ
つ
国
民
生
活
の
不
均
衡

19
67
/6
/2
8

朝
5

12
19
68
/7
/1
6
昭
和
42
年
度
所
得
の
平
準
化
が
進
む
，
42
年
度
の
国
民
生
活
白
書
，
物

価
抑
制
へ
，
食
管
改
善
検
討
を

19
68
/7
/1
6

夕
1

白
書
内
容
は
3面
に

"新
し
い
貧
乏
”を
な
く
せ

19
68
/7
/1
7

朝
5

13
19
69
/7
/8

昭
和
43
年
度
「
余
暇
」
の
表
現
を
変
更
し
,「
自
由
時
間
の
充
実
」

に
，
生
活
白
書
や
っ
と
閣
議
了
承

19
69
/7
/8

夕
1

10
面
に
関
連
記
事

国
民
生
活
優
先
の
政
治
を

19
69
/7
/5

朝
5

14
19
70
/6
/2
6
昭
和
45
年
度
豊
か
な
環
境
造
り
へ
，
”物
価
””
公
害
”の
ゆ
が
み
追
究
，

国
民
生
活
白
書

19
70
/6
/2
6

夕
1

4面
に
白
書
の
内
容

何
が
人
間
環
境
を
つ
く
る
か

19
70
/6
/2
7

朝
5

15
19
71
/7
/2
0
昭
和
46
年
度
今
年
度
，
国
民
生
活
白
書
，
”住
め
る
環
境
”取
戻
せ
，
繁

栄
の
中
、
つ
の
る
欲
求
不
満

19
71
/7
/2
0

夕
1

5面
に
白
書
の
内
容

産
業
優
先
よ
り
生
活
優
先
の
政
策
へ

19
71
/7
/2
1

朝
3

16
19
72
/8
/1
5
昭
和
47
年
度
暮
ら
し
に
ひ
っ
迫
感
，
国
民
生
活
白
書
，
戸
惑
う
余
暇
の

利
用

19
72
/8
/1
5

夕
1

5面
に
白
書
の
内
容
、
８
面
に
関

連
記
事

国
民
の
期
待
を
裏
切
る
生
活
白
書

19
72
/8
/1
7

朝
3

17
19
73
/7
/3
1
昭
和
48
年
度
質
的
に
貧
困
な
消
費
，
48
年
度
国
民
生
活
白
書

19
73
/7
/3
1

夕
1

5面
に
白
書
の
抜
す
い

”課
題
山
積
”の
国
民
生
活
の
現
状

19
73
/8
/1

朝
5

18
19
74
/1
0/
1
昭
和
49
年
度
弱
者
保
護
が
急
務
，
49
年
度
国
民
生
活
白
書
，
イ
ン
フ
レ

被
害
食
い
止
め
よ

19
74
/1
0/
1

夕
1

4面
に
白
書
内
容

責
任
不
在
の
不
安
と
不
満
の
時
代
ー
国
民

生
活
白
書
を
読
ん
で
ー

19
74
/1
0/
2

朝
5

19
19
75
/1
0/
28

昭
和
50
年
度
高
ま
っ
た
”節
約
意
識
”，
50
年
度
国
民
生
活
白
書
，
半
数

占
め
る
戦
後
生
ま
れ
，
世
代
間
の
調
和
図
れ

19
75
/1
0/
28

夕
1

２
、
３
面
に
関
連
記
事
、
4面
に

白
書
内
容

"変
わ
る
生
活
と
世
代
”の
意
義
ー
国
民
生
活

白
書
を
読
ん
で
ー

19
75
/1
0/
29

朝
5
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20
19
76
/9
/2
8
昭
和
51
年
度
”自
主
的
消
費
”の
動
き
，
51
年
度
国
民
生
活
白
書
，
豊
か

さ
へ
、
資
源
効
率
化
を

19
76
/9
/2
8

夕
1

５
面
に
白
書
の
要
旨

暮
ら
し
の
新
し
い
底
流
と
政
治
ー
国
民
生

活
白
書
を
読
ん
で
ー

19
76
/9
/2
9

朝
5

21
19
77
/1
0/
18

昭
和
52
年
度
進
む
”物
離
れ
””
物
見
直
し
”，
変
化
に
新
し
い
対
応
，

「
52
年
度
国
民
生
活
白
書
」
発
表

19
77
/1
0/
18

夕
1

2面
に
白
書
の
内
容

実
体
不
明
の
「
新
し
い
豊
か
さ
」

19
77
/1
0/
19

朝
5

22
19
78
/1
0/
31

昭
和
53
年
度
地
方
都
市
、
充
実
を
，
円
高
物
価
安
定
に
プ
ラ
ス
，
53
年

度
国
民
生
活
白
書

19
78
/1
0/
31

夕
1

2面
に
白
書
の
内
容

国
民
生
活
白
書
の
姿
勢
を
問
う

19
78
/1
1/
2

朝
5

23
19
79
/1
1/
2
昭
和
54
年
度
平
等
の
確
立
を
前
面
に
，
80
年
代
の
暮
し
展
望
，
54
年

度
国
民
生
活
白
書

19
79
/1
1/
2

夕
1

2面
に
白
書
の
内
容
と
解
説

ウ
サ
ギ
小
屋
か
ら
の
脱
出
が
基
本

19
79
/1
1/
4

朝
5

24
19
80
/1
0/
31

昭
和
55
年
度
実
質
所
得
マ
イ
ナ
ス
で
，
慎
重
な
消
費
行
動
，
55
年
度
国

民
生
活
白
書

19
80
/1
0/
31

夕
1

5面
に
白
書
の
内
容

変
動
を
示
唆
す
る
生
活
白
書
ー
政
治
家
に

精
読
を
す
す
め
る
ー

19
80
/1
1/
1

朝
5

25
19
81
/1
0/
27

昭
和
56
年
度
住
宅
住
み
替
え
制
推
進
，
家
族
団
ら
ん
志
向
強
ま
る
，
国

民
生
活
白
書

19
81
/1
0/
27

夕
1

２
面
に
白
書
の
内
容

「
中
流
意
識
」
の
下
の
い
ら
立
ち

19
81
/1
0/
28

朝
5

26
19
82
/1
1/
9
昭
和
57
年
度
国
民
生
活
白
書
，
落
と
せ
ぬ
消
費
水
準
，
所
得
低
迷
下
、

貯
蓄
分
を
削
っ
て
支
出
，
住
み
良
さ
の
地
域
格
差
解
消

19
82
/1
1/
9

夕
1

４
面
に
白
書
の
内
容

深
刻
化
す
る
「
豊
富
の
中
の
不
安
」
－
実

態
を
反
映
し
な
い
生
活
白
書
ー

19
82
/1
1/
10

朝
5

27
19
83
/1
0/
28

昭
和
58
年
度
国
民
生
活
白
書
，
離
婚
、
暴
力
、
独
居
老
人
，
”家
族
の

危
機
”指
摘

19
83
/1
0/
28

夕
1

2面
に
白
書
の
内
容
と
解
説

中
高
年
の
不
安
は
消
え
な
い

19
83
/1
0/
30

朝
2

28
19
84
/1
1/
9
昭
和
59
年
度
中
年
層
の
苦
渋
ひ
し
ひ
し
，
他
世
代
も
負
担
わ
か
ち
合
い

を
，
国
民
生
活
白
書

19
84
/1
1/
9

夕
1

2面
に
解
説
と
白
書
の
内
容

誇
れ
る
⾧
寿
国
に
す
る
に
は

19
84
/1
1/
10

朝
2

29
19
85
/1
1/
1
昭
和
60
年
度
「
中
流
」
意
識
は
成
熟
し
た
が
，
所
得
伸
び
ず
に
格
差
広

が
る
，
国
民
生
活
白
書

19
85
/1
1/
1

夕
1

2面
に
解
説
、
4面
に
白
書
の
内
容
「
成
熟
の
時
代
」
と
い
う
け
れ
ど

19
85
/1
1/
2

朝
5

30
19
86
/1
0/
24

昭
和
61
年
度
豊
か
な
生
活
へ
，
消
費
の
選
択
幅
拡
大
を
，
国
際
化
，

物
、
人
の
交
流
が
大
切
，
国
民
生
活
白
書

19
86
/1
0/
24

夕
1

2面
に
解
説
と
白
書
の
内
容

世
界
に
開
か
れ
た
生
活
と
は

19
86
/1
0/
25

朝
5

31
19
87
/1
0/
23

昭
和
62
年
度
「
満
足
」
妨
げ
た
地
価
高
騰
，
国
民
生
活
白
書
，
ス
ト
ッ

ク
充
実
を
提
唱

19
87
/1
0/
23

夕
1

4面
に
白
書
の
内
容

生
活
重
視
の
社
会
へ
転
換
を

19
87
/1
0/
24

朝
5

32
19
88
/1
1/
18

昭
和
63
年
度
地
価
高
騰
で
格
差
拡
大
，
国
民
生
活
白
書
，
「
適
正
化
政

策
推
進
を
」

19
88
/1
1/
18

夕
1

2面
に
白
書
要
旨

社
会
の
安
定
損
な
う
格
差
拡
大

19
88
/1
1/
19

朝
5

33
19
89
/1
1/
10

平
成
元
年
度
ゆ
と
り
拡
大
へ
労
働
わ
か
ち
あ
い
，
中
年
男
性
は
時
短
，

女
性
、
高
齢
者
が
肩
代
わ
り
，
国
民
生
活
白
書

19
89
/1
1/
10

夕
1

４
面
に
要
旨

時
間
を
盗
ま
れ
た
中
年
男
性

19
89
/1
1/
11

朝
5

34
19
90
/1
0/
30

平
成
2年
度

「
人
に
や
さ
し
い
技
術
」
提
案
，
恩
恵
、
高
齢
者
や
環
境

に
も
，
国
民
生
活
白
書

19
90
/1
0/
30

夕
1

２
面
に
特
集
、
(1
面
に
短
い
解

説
）

「
人
に
や
さ
し
い
社
会
」
実
現
を

19
90
/1
1/
2

朝
5

35
19
91
/1
1/
19

平
成
3年
度

地
方
の
豊
か
さ
強
調
，
91
年
度
国
民
生
活
白
書
，
一
層
の

権
限
移
譲
促
す
，
都
道
府
県
別
指
標
ト
ッ
プ
は
山
梨

19
91
/1
1/
19

夕
1

５
面
に
詳
報

東
京
集
中
の
呪
縛
か
ら
脱
却
を

19
91
/1
1/
20

朝
5

36
19
92
/1
1/
13

平
成
4年
度

出
生
率
低
下
に
危
機
感
，
国
民
生
活
白
書
「
子
育
て
環
境

整
備
を
」

19
92
/1
1/
13

夕
1

５
面
に
ポ
イ
ン
ト
と
関
連
記
事

少
子
社
会
の
到
来
は
悪
い
の
か

19
92
/1
1/
14

朝
5

37
19
93
/1
1/
12

平
成
5年
度

広
が
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
，
93
年
度
版
生
活
白
書
，
交

流
の
拡
大
訴
え
る

19
93
/1
1/
12

夕
4

（
記
事
に
グ
ラ
フ
あ
り
）

「
交
流
消
費
」
拡
大
は
本
モ
ノ
か

19
93
/1
1/
14

朝
5
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38
19
94
/1
1/
18

平
成
6年
度

「
仕
事
第
一
」
や
め
て
，
家
庭
、
地
域
復
帰
を
，
国
民
生

活
白
書
，
高
齢
化
社
会
に
向
け
，
団
塊
世
代
に
生
き
方
提

言

19
94
/1
1/
18

夕
1

４
面
に
白
書
の
ポ
イ
ン
ト

高
齢
社
会
の
展
望
が
不
鮮
明
だ

19
94
/1
1/
19

朝
5

39
19
95
/1
1/
14

平
成
7年
度

95
年
度
国
民
生
活
白
書
，
「
生
活
向
上
、
実
感
な
く
」
，

戦
後
50
年
，
豊
か
さ
生
か
す
生
き
方
を

19
95
/1
1/
14

夕
1

５
面
に
特
集

「
仕
切
り
直
し
」
の
き
く
社
会
を

19
95
/1
1/
15

朝
5

40
19
96
/1
1/
19

平
成
8年
度

「
安
全
神
話
」
陰
り
指
摘
，
国
民
生
活
白
書
，
国
民
の
意

識
改
革
促
す

19
96
/1
1/
9

夕
1

2面
に
解
説
、
6面
に
特
集

結
婚
と
子
育
て
の
夢
広
げ
よ

19
96
/1
1/
25

朝
5

41
19
97
/1
1/
4

平
成
9年
度

国
民
生
活
白
書
，
女
性
労
働
力
の
活
用
提
言
，
少
子
・
高

齢
社
会
，
「
制
度
の
見
直
し
必
要
」

19
97
/1
1/
4

夕
1

３
面
に
特
集
、
4面
に
解
説

男
性
中
心
の
社
会
を
見
直
せ

19
97
/1
1/
5

朝
5

42
19
98
/1
2/
4
平
成
10
年
度
堺
屋
⾧
官
"指
揮
”の
国
民
生
活
白
書
，
頑
張
れ
「
団
塊
」

エ
ー
ル
，
「
生
涯
現
役
」
で
明
る
い
高
齢
社
会

19
98
/1
2/
4

夕
1

3面
に
白
書
要
旨
と
解
説

中
年
の
不
安
が
解
消
す
る
か

19
98
/1
2/
5

朝
5

43
19
99
/1
2/
10

平
成
11
年
度
「
選
職
社
会
が
到
来
」
，
個
人
の
能
力
問
わ
れ
る
時
代
，

国
民
生
活
白
書

19
99
/1
2/
10

夕
1

2面
に
白
書
の
要
旨
、
3面
に
解
説
社
説
は
見
当
た
ら
ず

44
20
00
/1
1/
10

平
成
12
年
度
「
好
縁
社
会
」
が
到
来
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
交
流
手
段

に
，
国
民
生
活
白
書

20
00
/1
1/
10

夕
1

3面
に
解
説
と
白
書
の
要
旨

国
民
生
活
白
書
，
N
P
O
に
制
度
的
支
援
を

20
00
/1
1/
11

朝
5

45
20
02
/3
/2
6
平
成
13
年
度
妻
も
働
け
る
環
境
を
，
保
育
所
拡
充
な
ど
提
言
，
20
01

年
度
・
国
民
生
活
白
書

20
02
/3
/2
6

夕
1

５
面
に
白
書
の
要
旨
と
解
説

社
説
は
見
当
た
ら
ず

46
20
03
/5
/3
0
平
成
15
年
度
フ
リ
ー
タ
ー
増
、
成
⾧
制
約
も
，
国
民
生
活
白
書
初
め
て

分
析
，
生
産
性
の
低
下
懸
念

20
03
/5
/3
0

夕
3

同
面
（
3面
）
に
要
旨
と
解
説

社
説
は
見
当
た
ら
ず

47
20
04
/5
/2
1
平
成
16
年
度
国
民
生
活
白
書
，
官
と
N
P
O
対
等
強
調
，
新
た
な
「
公

共
」
、
地
方
自
治
体
と

20
04
/5
/2
1

夕
1

5面
に
要
旨
と
解
説

市
民
活
動
白
書
，
霞
が
関
も
も
っ
と
変
わ

れ
20
04
/5
/2
5

朝
5

48
20
05
/8
/1
2
平
成
17
年
度
国
民
生
活
白
書
，
子
育
て
1人
13
02
万
円
，
大
卒
ま
で
の

費
用
試
算
，
05
年

20
05
/8
/1
2

夕
1

5面
に
要
旨
と
解
説

社
説
は
見
当
た
ら
ず

49
20
06
/6
/2
0
平
成
18
年
度
国
民
生
活
白
書
，
再
挑
戦
の
「
壁
」
分
析
，
若
者
の
適
職

探
し
な
ど
３
分
野

20
06
/6
/2
0

夕
9

縮
刷
版
要
確
認

社
説
は
見
当
た
ら
ず

50
20
07
/6
/2
6
平
成
19
年
度
国
民
生
活
白
書
，
「
地
域
か
ら
孤
立
」
2割
，
ふ
れ
あ

い
、
対
話
の
回
復
提
言

20
07
/6
/2
6

夕
6

27
日
朝
刊
9面
に
50
回
目
と
の
紹

介
社
説
は
見
当
た
ら
ず

51
20
08
/1
2/
26

平
成
20
年
度
国
民
生
活
白
書
，
後
絶
た
ぬ
消
費
者
被
害
，
昨
年
度
損

失
、
最
大
3.
4兆
円
，
振
り
込
め
詐
欺
、
架
空
請
求

20
08
/1
2/
26

夕
2

27
日
朝
刊
に
詳
細
を
掲
載
し
ま
す
社
説
は
見
当
た
ら
ず

（
注
）
「
別
面
掲
載
の
案
内
」
は
、
紙
面
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
記
載
（
内
容
、
詳
細
、
解
説
等
の
文
言
は
紙
面
の
記
述
の
ま
ま
）
。
「
公
表
記
事
の
見
出
し
」
の
区
切
り
は
「
，
」
で
表
現
、
文
言
は
紙
面
通
り
、
囲
み
や
文
字
サ
イ
ズ
の
差
は
表
現
で
き
ず

(出
典
)毎
日
新
聞
社
、
毎
策
を
利
用
し
て
検
索
、
P
D
Fフ
ァ
イ
ル
化
さ
れ
た
紙
面
か
ら
作
成
（
見
つ
か
ら
な
い
場
合
は
縮
刷
版
も
目
視
で
調
査
）
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例えば、第 14回 1970（昭和 45）年度⽩書は、6⽉ 26⽇に公表されているが、この⽇
の朝の閣議で報告された後、⼣刊の１⾯に同⽇の閣議で報告された旨の記事が掲載され
た。⼣刊の 4⾯は広告を除いて⽩書に充てられ、「国⺠⽣活⽩書のあらまし」として⽩書
の内容が詳細に紹介されており、グラフや表も幾つか掲載されている。同⾯には「実感と
遊離した分析、⼈間中⼼の経済学からほど遠い」と題する、毎⽇新聞社論説室顧問 ⼭本
正雄⽒の評と、「体裁、テーマを⼀新、国⺠的関⼼の問題に絞る」という⾒出しの「解
説」が掲載されている。翌⽇の 27⽇朝刊 5⾯には「何が⼈間環境をつくるか」というタ
イトルの社説が掲載されている。
第 17回 1973（昭和 48）年度⽩書から第 29回 1985（昭和 60）年度⽩書にかけては、

多くの年で、公表⽇に公表を伝える記事と要旨、有識者のコメント等が掲載され、翌⽇以
降の社説に加えて、公表後 1週間程度にわたって囲み記事で⽩書の内容が紹介されている
のが確認できる。囲み記事による連載は、その後も、断続的に第 40回 1996（平成 8）年
度⽩書まで確認できるが、時代が下るほど確認できない年が多くなっている。
⽩書が公表されたという記事は最後の第 51回 2008（平成 20）年度⽩書まで、すべての

回で掲載されているが、1980年代半ばが記事の量はピークで、要旨や解説などの取り扱い
は次第に分量が減少するなど、紙⾯の扱いが明らかに軽くなっている。第 49回 2006（平
成 18）年度⽩書以降は、当⽇の⼣刊に要旨と解説が掲載されておらず、⽩書公表を伝える
記事のみで、それも 1⾯ではなくなっている。

２．雑誌の取り扱い

⽣活⽩書は、経済企画庁が所管していた社団法⼈経済企画協会が発⾏していた⽉刊
ESP(Economy Society Policyの頭⽂字をとったもの)という⽉刊の雑誌に全⽂が掲載されて
いた。⽉刊 ESPの⽣活⽩書特集号には、⽩書の全⽂以外に、⽩書を担当した課⻑の司会に
よる有識者の座談会の模様や、有識者の批評、執筆に当たった課員による⽩書のポイント
などの記事が掲載されていた。
経済企画庁が作成していた経済⽩書と世界経済⽩書についても、ESPは同じように全⽂

の掲載と座談会やポイントなどの記事を掲載していた。雑誌 ESPは、1972年 5⽉号から
2009年 3⽉・4⽉合併号まで刊⾏され、その後電⼦版が季刊として発⾏されていたが、
2012年冬号を最後に廃刊となった。ESPを発⾏していた社団法⼈経済企画協会も、2012
年 3⽉に解散している。
経済⽩書については、ESPだけでなく毎⽇新聞社が発⾏している「週刊エコノミスト」

と東洋経済新報社が発⾏している「週刊東洋経済」も特集号を発⾏して、⽩書の全⽂を掲
載していた。時期は不明だが、両誌ともに特集号などで⽩書の全⽂を掲載することは無く
なっている。⽣活⽩書に限らず経済⽩書・経済財政⽩書や世界経済⽩書も含めて、⽩書の
取り扱いは、新聞と同様に雑誌でも次第に軽くなっていった。
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３．マスコミの関⼼

（新聞記事の⾒出し）
⽩書公表を伝える新聞記事の⾒出しからは、マスコミの関⼼は社会や⽣活の潮流にあ

り、家計の動向についても、前年度あるいは直近 1年程度の短期的な動きの詳細よりは、
中・⻑期的な変化の⽅向や所得・消費⽔準の国際⽐較に関⼼があったように⾒える。
もちろん⼤きな経済変動があった際に、家計がどのような影響を受け、どのような⾏動

をしたのかは注⽬を集めた。第⼀次⽯油危機時の第 19回 1975（昭和 51）年度⽩書の内容
については、物価の上昇に対して家計が節約で対応したことを、毎⽇新聞は「⾼まった“節
約意識”」という⾒出しで伝えている。また、第⼆次⽯油危機についても、第 24回 1980
（昭和 55）年度⽩書について、毎⽇新聞は「実質所得マイナスで、慎重な消費⾏動」とい
う⾒出しで伝えている。
しかし 1985年のプラザ合意後の急速な円⾼に対する家計の⾏動については、第 31回

1987（昭和 62）年度⽩書が「第Ⅰ章 円⾼経済下の家計」で様々な⾓度から分析してい
るが、毎⽇新聞の⾒出しは「『満⾜』妨げた地価⾼騰」となっている。第 31回⽩書の副題
は「円⾼の活⽤と豊かな資産の創造」で、前半の第Ⅰ章が扱った、急速な円⾼の影響に対
する家計の対応という短期的なものよりも、後半の「第Ⅱ章 国⺠⽣活と資産」が扱っ
た、⽇本の家計のストックの厚みが増したことで起こった地価や株価の上昇による家計へ
の影響や格差という中⻑期的な問題に注⽬したようだ。
短期的な家計動向よりも中⻑期的な家計の変化の⽅がマスコミの注⽬を集める傾向がみ

られたことは、第 6章で取り上げるように、国⺠⽣活⽩書で次第に短期的な家計動向の扱
いが軽くなっていき、最終的には家計動向が全く扱われなくなったことに繋がっていった
のではないだろうか。

（社説）
短期的な家計動向に対する関⼼が薄れていき、さらに家計動向という経済問題よりも社

会問題に関⼼が移って⾏ったという傾向は、社説ではより早い時期に起こっているように
⾒える。毎⽇新聞が国⺠⽣活⽩書に関して掲載した社説のタイトルを⾒ていくと、直前の
家計の状況やそれに対する政策対応を求めたりするものはほとんど⾒当たらない。
物価や為替レートなどの変動に対する短期的な家計⾏動の変化が興味深いものであった

としても、その是⾮を論じる意義がそれほど⼤きくないことは否定できない。さらに、こ
うした経済的な問題に対する政策的対応は、マクロ経済政策として経済⽩書やその後継で
ある経済財政⽩書が分析していたため、⽣活⽩書に関する新聞の社説のテーマとしては家
計⾏動を取り上げ難いということはあっただろう。
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⽣活⽩書の分析の⼒点が家計の動向から社会問題に移って⾏ったため、マスコミが⽩書
の記事や社説で家計の動向という経済的なテーマを取り上げなくなったことは否定できな
い。⼀⽅、マスコミに⼤きく取り上げられないことで、⽣活⽩書がますます家計動向の分
析から離れていく動きが加速されたという相互作⽤もあったと考えられる。

４．マスコミによる扱い減少の原因

新聞や雑誌による⽩書の取り扱いが次第に減少していった背景のひとつには、かつては
マスコミ以外には困難だった情報の⼊⼿が次第に容易になり、ついにはマスコミと普通の
⼈との間情報の格差がほとんどなくなったことがあると考えられる。
第 2章で述べているように、1980年代頃までは⽩書の作成は謄写版印刷（ガリ版刷り）

で⾏われており、閣議での報告に使われた謄写版印刷の⽩書が公表となってから、活版印
刷による⽩書が発⾏されて⼀般の⼈々が⼿に取って読めるようになるまでにはかなりの時
間がかかっていた。しかし、ワープロやパソコンを⽤いて⽩書の制作が⾏われるようにな
り、現在では公表と同時にインターネットを通じて誰でも簡単に無料で⽩書の全体を⾒る
ことができるようになっている。かつては⽩書が公表されてからかなり⻑い期間マスコミ
を通じないと⽩書の内容を知ることが難しかったが、次第に個⼈でも⽩書の内容を知るこ
とが容易になったことから、マスコミが内容を詳しく報道する意味が薄くなってきたこと
が、マスコミが⽩書を⼤きく扱わなくなった⼤きな要因のひとつであったと考えられる。
第 34回 1990（平成 2）年度⽩書以後の⽩書は、経済企画庁（その後は内閣府）のWEB

ページから全⽂を閲覧できるようになっていた。ただし、いつから⽣活⽩書が公表と同時
にWEB上で閲覧することができようになったのかは確認できなかった。2002年に開始さ
れた国⽴国会図書館インターネット資料収集保存事業（WARP）では、2002年 8⽉ 29⽇
時点で保存されたページに内閣府の発⾏している⽩書へのリンクがあり、「国⺠⽣活⽩書
（平成 2年度〜）」となっていることが確認できる。2002年時点では、第 34回 1990（平
成２）年度以降の⽩書は全⽂が経済企画庁のWEBに掲載されていたのであろう。
しかし、⽇本でインターネットが⼀般に普及したのは、Windows95が登場した 1995年

頃からで、それ以前は主に⼤学や研究機関で利⽤されていたので、第 34回 1990（平成
２）年度⽩書が、1990年からWEB上で⼀般に閲覧されていたとは考えられない。また、
インターネットが普及の当初は⽂章や図表をWEBで閲覧できる形にするのにも時間がか
かったので、公表とWEB掲載との間に時間差があった可能性が⾼いと思われる。
第 43回 1999（平成 11）年度⽩書からは要旨が PDFファイルで取得できるようにな

り、第 47回 2004（平成 16）年度⽩書以降は、全⽂が PDFファイルで掲載されている。
これ以降は印刷物の⽩書と全く同じ内容のものをファイルで⼊⼿できるようになった。市
販の⽣活⽩書の表紙は無いものの、⽂章情報だけでなく図表も全く同じもの、写真等も同

55



等の画質のものであり、印刷物の⽩書の表紙を除けば、完全に同じ内容のものを⼊⼿でき
るようになった。
新聞や雑誌などのマスコミが⽩書を取り上げて内容を紹介する意義が低下していったこ

とは、マスコミでの取り上げ⽅が軽くなっていった⼤きな要因のひとつであろう。
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第 6 章 家計分析の推移 
 

 繰り返しになるが、国民生活白書が最初に作成された際の目的は家計の分析を行うこと

にあった。しかし、白書が取り扱うテーマは家計分析から国民生活全般に広がっていき、

毎年の白書で行われていた家計分析の比重は次第に軽くなり、その年度のテーマの分析に

力点が置かれるようになっていった。家計分析は毎年度必ず掲載される内容ではなくなり

ついには白書から消えてしまった。生活白書が公表されなくなってしまった原因には様々

なものがあると考えるが、前回白書から 1 年程度の短期の家計分析が次第に行われなくな

ったことも一因ではないだろうか、以下ではその経緯を辿る。 

  

１．短期の家計分析の定着 

 本節では、生活白書において、家計について述べた部分が、短期的な家計分析の部分＋

中⾧期的な分析の部分という形が定着するまでの経緯を紹介する。 

 1956(昭和 31)年に第 1 回の国民生活白書が公表された時点では、その後毎年家計の分析

を行った資料を政府が公表するという方針がはっきりしていたとは考えにくい。市販され

ている資料には、「国民生活白書」というタイトルが付けられているが、例えば昭和 31 年

度版と付記して発行時期を明示するなど、次年度以降にも引き続き同種の資料が公表され

ることを示唆するようなものは何もない。また、新聞記事にも公表の際に次年度以降も作

成されることが作成部局から示されたというような内容が見当たらないからである。 

第 1 回 1956(昭和 31)年度白書では、戦前と直近時点である昭 1955（昭和 30）年頃の比

較や、統計が入手可能になった 1950(昭和 25)年頃以降の家計に関する記述が年単位で行

われていて、中⾧期的な家計の変化が分析の中心である。月次や四半期といった短期の動

向の記述は見当たらないし、本文の後ろに付いている付表の諸数値も年単位のものばかり

である。財政・金融や企業活動とは違って、家計に関する統計が未整備であったというこ

とはあるものの、最初の経済白書に当たる 1947(昭和 22)年に発表された「経済実相報告

書」が月々の統計数値をあげて経済動向を説明している部分もあるのとは大きく違ってい

る。 

 第 2 回 1957（昭和 32）年度白書は、公表時の資料名は「国民生活の現状」だが、大蔵

省印刷局が発行し市販された書籍の書名は「国民生活白書 昭和 32 年版」となってお

り、次年度以降も家計の分析をした資料を毎年作成・公表する方針となっていたことをう

かがわせる。内容も全体が過去数年と 1956(昭和 31)年または、1956(昭和 31)年度に関す

るものとなっており、白書の公表前 1 年程度の短期の家計動向を解説しようという姿勢が

見て取れる。 
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 もっとも、使っている統計数値は年計や年平均がほとんどで、第 45 表に掲載されてい

る、民間銀行の日本勧業銀行が公表していた市街地価格指数と木造建築費指数が年度半期

（3 月と 9 月）、第 27 表の食糧庁調べのヤミ米の価格指数が月 1 回程度の間隔、という程

度で、日本の統計はまだ未整備であり、また短期の家計動向を分析するという方針もそれ

ほどはっきりしたものではなかったように見える。 

 第３回 1958（昭和 33）年度白書になると、第一章が「景気後退下における家計の動

向」となっていて、景気循環という比較的短い期間の動きを説明する姿勢がはっきりして

くる。特に、第三章は「昭和三二年度の経済過程と国民消費」となっており、毎年度白書

を公表して、前年度白書から 1 年分の短期の家計動向を解説しようという姿勢がはっきり

見える。第二章は、「家計費目別にみた国民消費の実態」となっており、食生活、衣生活

等費目別に、昭和 32 年とその前数年間の動きが説明されている。 

 白書の前半で前回白書後 1 年程度の短期の動きと、数年程度の期間の変化が説明される

という構成はその後第 13 回 1969（昭和 44）年度白書まで続いたが、第 14 回 1970（昭和

45）年度白書には、短期的な家計動向の説明が見当たらない。「発刊にあたって」では、

「従来の白書とちがって家計中心とする消費分析の詳細を経済白書にゆずり」と述べてい

て、家計の所得や消費に関する説明は⾧期的なものだけになっている。続く第 15 回 1971

（昭和 46）年度白書も同様で、短期的な家計動向は見当たらず、中⾧期的な変化の説明の

みにとどまっている。その後、1972（昭和 47）年度白書からは、再び 1969 年度白書以前

のように、前半部分である第 1 部あるいは第 1 章に家計の所得・消費・貯蓄の分析があ

り、その最初の部分で 1 年程度の短期の家計動向が説明されている。 

前年白書以降の 1 年程度の動きを毎年説明するといっても、景気動向によって大きく変

動する企業活動とは違って、家計消費の動きは緩やかだ。また、白書が家計動向の分析に

利用している家計調査では、毎月の所得の調査が行われているのは、1986 年に無職世帯が

追加されるまで勤労者世帯のみであった。勤労者世帯の所得の大部分を占める賃金は、残

業手当やボーナスは景気動向によってかなり変動するが、多くの企業の賃金改定は年に一

度だけであるので、所得も毎月大きく変動するというわけではない。このため、白書の説

明の多くの部分では対象が短期であっても、年単位あるいは年度単位の数値がほとんどで

ある。 

もちろん家計に大きな動きがあれば白書は細かな動きを伝えている。1973（昭和 48）

年 10 月に勃発した第 4 次中東戦争で起こった第 1 次石油危機時の家計動向を説明してい

る 1974(昭和)年度白書や、景気の急速な回復や後退時を取り上げた白書では、短期の動き

について様々な角度から詳しく説明されているが、経済に著しい変化があった時以外は、

白書の短期的な家計動向についての説明がマスコミや社会の注目を集めたとは言い難い。 

初期に発行された生活白書には、第 3 回白書の「景気後退下の国民生活」のように、短

期的な家計動向をテーマとしていることが明らかな資料名のものや、第 7 回白書の「景気

調整下の国民生活と生活革新の現段階」のように、短期的な家計動向と中⾧期的な変化を
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取り上げていることが分かるようなタイトルが付いていた。しかし、社会やマスコミの関

心に応える形で、注目度が高くはない短期的な家計動向も白書のテーマであることを示唆

する副題は少なくなっていったようにみえる。例えば、第 16 回 1972（昭和 47）年度白書

の「日本人とその社会」といった副題から白書が短期の家計分析を扱っていると感じるこ

とは難しいだろう。「豊かな人間環境の創造」という副題の第 14 回 1970（昭和 45）年度

白書には、短期の家計分析が見たらないのは上で述べた通りである。 

 

２．家計分析の消滅 

 第 35 回 1991（平成 4）年度白書までは、おおむね前半の第Ⅰ部が家計、後半がその年

のトピックスという構成であったが、第 36 回 1992(平成 5)年度白書では、前半の第Ⅰ部

が「少子化と家族・子供」というその年のテーマで、後半の第Ⅱ部が「景気減速下の家計

の動向と最近の子供を巡る消費動向」となり、家計の分析が後半に配置された。第 36 回

1993（平成５）年度白書でもこの構成が引き継がれ、以後前半がその年のテーマで、後半

に家計の分析が置かれるという構成が続いた。 

この背景には、第 5 章でみたように、マスコミ等で取り上げられる生活白書の内容は、毎

年の家計分析よりもその年のテーマが多かったことがあるであろう。社説で取り上げられ

ているのは、多くがその年のテーマに関する問題であり、家計分析部分に関する論評は少な

かった。 

第 42 回 1998(平成 10)年度白書を担当した課⾧補佐だった岡朋史氏が、ヒアリングで「担

当がそれこそ事務的にデータをリバイスするというスタンスでした」と述べているように、

この頃になると、短期の家計分析は毎年定型的な記述がほとんどとなる。 

1997 年のアジア経済危機により日本経済が急速に悪化し、1998 年度の実質 GDP はマイ

ナス 1.9％という大幅な落ち込みとなって 2 年連続のマイナス成⾧となった。厳しい経済環

境の中で、家計の所得も落ち込み、護送船団方式の下で保護されてきた金融機関の破綻がお

こり、家計の貯蓄行動に大きな影響を与えたことから、第 43 回 1999(平成 11)年度白書は、

家計の意識にどのような影響を与えたかを詳しく論じている。しかし、高齢者世帯の消費に

関して分析をしているものの、現役世代の家計行動についての分析や記述はわずかだ。 

第 44 回 2000(平成 12)年度白書では、公表前年の 1999(平成 11)年度を中心とした短期

的な家計動向についての分析・記述は無くなり、情報関連支出の増加や高齢者世帯の支出

の特徴、住宅取得のための貯蓄動向といった部分的な問題についての記述がみられるのみ

である。家計の寄付金について一章を割いているが、これはその年度のテーマであったボ

ランティアや NPO との関連で取りあげられたものである。 

第 48 回 2005(平成 17)年度白書になると、その年の白書のテーマの一部として家計の分

析が出てくるものの、家計全体の問題や過去 1 年程度の短期の動向については全く触れら

れなくなっている。この白書は、「子育て世代の意識と生活」という副題のとおり、子育
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てという視点からの家計の分析にとどまっていて、それ以外の世帯の家計動向については

子供のいる世帯との比較のために登場する程度である。 

最後の第 51 回 2008（平成 20）年度白書では、家計最終消費支出が GDP の中で 5 割を

超える最大の支出項目であることや、日本でも消費の内容がモノからサービスに移行しつ

つあるものの、欧米はさらにサービス化が進んでいることなどを述べてはいるものの、単

年の家計の状況や、注目すべき家計行動の中⾧期的変化といった内容の記述は見当たら

ず、家計の分析は国民生活白書の中から消えてしまっている。 

 

３．家計分析と国民生活の⾧期的な変化 

政府が公表している白書の多くは、年次報告として各府省が対象となる年度に行った政

策の報告や、担当する政策の状況の報告という性格を持っている。これに対して、生活白

書は年次報告という性格が弱かったように見える。後半に消費者行政の年次報告が掲載さ

れていた時期や行政編として別冊子が作成されていた時期もあるが、第 45 回白書を担当

された井内氏がヒアリングで述べているように法定のものではなく、国民生活白書自体よ

りも早い時期に作成されなくなっていたようだ。 

旧経済企画庁が作成していた白書には、生活白書の他に経済白書と世界経済白書があ

る。経済白書の正式名称は「年次経済報告」であり、省庁再編後の経済財政白書は「年次

経済財政報告」で、必ず毎年度発行されてきた。これに対して、国民生活白書には公表さ

れなかった年または年度がある。また、公表時期も経済白書・経済財政白書が多少の揺れ

があるものの、大体夏ごろであるのに対して、生活白書には公表時期が不安定な時期があ

って、年度では 1969（昭和 44）年度と 2002(平成 14)年度が欠けている。 

1 年程度という短期の家計分析は、景気の波に応じた変化はあるものの、ほとんどの年

では家計の消費行動による大きな変動はなく、人々の強い関心を引くものではなかった。

このため生活白書の短期的な家計分析にはあまり注力されなくなり、ついには毎年度、章

や節を立てて、白書で記述されることが無くなってしまったのであろう。また、家計の⾧

期的な変化は人々の関心を集めたものの、１、２年で大きく変わることはないので、毎年

度興味深い分析を提供することは難しい。一方、家庭や社会はテーマが豊富であり、似た

ようなテーマであっても切り口や視点を変えて論じやすいであろう。こうしたことから、

次第に生活白書の関心やテーマの中心は、家計の分析から家庭や社会といった国民生活の

⾧期的変化に移って行ったのではないだろうか。 

年次報告であれば、マスコミや社会の注目を集めなくとも、記録として毎年度作成さ

れ、公表しなくてはならない。しかし、国民生活白書は第 2 章で説明しているように、法

律などによって毎年度報告を義務付けられたものではない。このため、毎年度担当した人

たちが様々な問題意識から分析を行い、社会の注目を集めるテーマを選択できた。しか
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し、そのために、まず変化が乏しく注目が集まりにくい短期の家計分析の扱いが軽くなっ

ていき、ついで家計分析の部分も縮小していったものと考えられる。 

生活白書が家計行動の分析で始まったにもかかわらず、最終的には家計の分析は内容か

ら消滅してしまった。生活白書は年次報告という性格が弱かったことはその原因の一つで

はないだろうか。 
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第 7章 家計の所得格差

1. ⽣活⽩書における格差問題

格差の問題は、初期から⽣活⽩書の関⼼事項であった。第 1回 1956（昭和 31）年度⽩書
では、都市と農村の間の⾷糧消費や燃料費の内容の違い、第 2回 1957（昭和 32）年度⽩書
は都市勤労者世帯の所得分布や所得階層別の消費動向の差、勤労者と農家の⽣活⽔準の差
等を取り上げている。
また、⽩書は「かくさ」という⾔葉に「格差」と「較差」の⼆つの書き⽅を使っており、

後で述べるように様々な違いには、差を縮⼩すべきものとそうではないものが混在してい
ることを論じている。
⽣活⽩書では、地域間の格差や家計の所得格差の問題が頻繁に取り上げられているが、次

第に⽩書で取り上げられることが減っていったように⾒える。家計の所得格差は 2000年代
に⼊ると、これに代わって⼥性の就業に関連して、男⼥間の賃⾦格差や就業率の格差などが
取り上げられることが増えている。後に詳述するように、⽣活⽩書の格差に対する考え⽅は、
時期によって違いがみられる。
本章では主に家計の所得・消費や資産の格差問題についての⽣活⽩書の記述について述

べる（次⾴表 7-1参照）。地域間の格差も⽣活⽩書で繰り返し取り上げられているテーマで
あり、これについては別途、第 8章でとりあげる。

２．所得格差と資産格差の推移

（所得格差）
初期の⽣活⽩書は経済成⻑が格差を拡⼤するのではないかと懸念していたが、実際には

⾼度成⻑期に⽇本の所得格差は⽬に⾒えて縮⼩した。しかし、1970 年代半ばになると所得
格差の縮⼩は緩やかになり、1980 年頃になるとジニ係数で⾒た単純な個々の家計の間の所
得格差は、むしろ拡⼤するようになった。この背景には、⽇本の⼈⼝構造が⾼齢化したこと
や、家計が多様化したことがある。こうした要因を調整すれば、家計所得の格差は横ばいで
あるとされているが、格差の拡⼤を感じている⼈は多い。
第 23回 1979（昭和 54）年度⽩書は、「所得・資産の分配」（第３章第 2節）で、「我が国

は戦後の経済成⻑の過程で所得⽔準・⽣活⽔準が著しく向上し、また、この間、所得階層間、
地域間での所得格差は縮⼩するとともに、、、」、また、「はじめに」で、「我が国は所得や⾦融
資産の分配において先進⼯業国の中でも最も平等化された国の⼀つであり」（ｐ２）と述べ
ており、⾼度成⻑期を通じて所得格差は著しく縮⼩したという認識を⽰している。
しかし、昭和 30年代前半の⽩書は、戦後所得格差が縮⼩したのは特殊なこととし、⻑期
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を

円
滑

に
す

る
た

め
に

も
重

要
と

指
摘

。

4
19

59
昭

和
34

（
は

し
が

き
）

33
年

度
の

一
人

当
た

り
実

質
国

民
所

得
は

戦
前

を
３

割
上

回
っ

た
が

、
職

業
別

の
所

得
を

戦
前

と
比

べ
る

と
相

当
の

デ
コ

ボ
コ

が
あ

る
と

述
べ

、
最

近
⾧

期
経

済
政

策
の

課
題

と
し

て
、

国
民

生
活

の
向

上
と

所
得

格
差

是
正

の
問

題
が

大
き

く
と

り
あ

げ
ら

れ
よ

う
と

し
て

い
る

、
の

で
政

策
立

案
の

参
考

に
な

れ
ば

幸
い

だ
、

と
の

記
述

が
あ

る

戦
前

所
得

に
対

す
る

倍
率

は
、

個
人

営
業

者
、

農
家

、
労

務
者

の
順

で
高

く
、

職
員

層
の

倍
率

が
最

も
低

い
。

職
員

層
の

実
質

所
得

水
準

は
戦

前
を

下
回

る
。

農
家

所
得

の
増

加
理

由
と

し
て

、
農

地
改

革
に

よ
る

自
作

農
化

が
最

も
大

き
な

要
因

で
食

糧
不

足
時

の
高

い
農

産
物

価
格

が
価

格
支

持
政

策
で

維
持

さ
れ

て
い

る
こ

と
等

を
指

摘
。

職
員

層
の

地
位

低
下

の
理

由
と

し
て

、
高

等
教

育
の

普
及

に
よ

る
相

対
的

価
値

低
下

や
補

助
的

職
員

の
増

加
・

技
術

進
歩

で
労

務
者

中
の

管
理

的
労

働
従

事
者

が
増

え
た

こ
と

等
に

よ
り

職
員

と
労

務
者

と
の

職
能

上
の

差
を

小
さ

く
し

て
い

る
こ

と
を

指
摘

5
19

60
昭

和
35

（
刊

行
に

あ
た

っ
て

）
職

業
別

に
み

て
国

民
生

活
の

内
容

が
ど

う
な

っ
て

い
る

か
と

い
う

点
に

主
な

焦
点

を
お

い
て

分
析

を
お

こ
な

っ
た

、
生

活
内

容
向

上
の

ア
ン

バ
ラ

ン
ス

と
か

生
活

環
境

施
設

の
た

ち
お

く
れ

な
ど

の
問

題
点

が
あ

り
、

中

央
、

地
方

の
行

政
面

で
も

留
意

す
べ

き
と

述
べ

て
い

る

34
年

は
低

所
得

層
の

賃
金

が
上

昇
し

格
差

が
縮

小
し

た
。

急
激

な
生

産
増

加
で

時
間

外
労

働
が

増
加

し
直

接
生

産
に

従
事

す
る

低
所

得
層

へ
の

影
響

が
大

き
か

っ
た

。
農

家
の

エ
ン

ゲ
ル

係
数

は
都

市
世

帯
よ

り
も

高
い

も
の

の
蛋

白
質

や
脂

肪
の

摂
取

量
が

少
な

い
な

ど
、

都
市

世
帯

の
方

が
高

級
な

食
糧

を
摂

取
し

て
い

る

6
19

61
昭

和
36

（
刊

行
に

あ
た

っ
て

）
わ

が
国

の
各

地
域

間
に

は
な

お
か

な
り

の
生

活
の

格
差

が
あ

り
、

こ
れ

を
是

正
す

る
こ

と
が

「
国

民
所

得
倍

増
計

画
」

の
実

施
に

際
し

て
も

強
く

要
請

さ
れ

て
い

る
、

国
民

生
活

の
地

域
差

と
い

う
観

点
か

ら
分

析
を

行
っ

た

都
市

世
帯

と
農

家
の

間
、

都
市

世
帯

内
部

で
も

従
事

す
る

産
業

や
従

業
上

の
地

位
に

よ
る

差
が

あ
り

、
専

業
農

家
と

兼
業

農
家

の
間

に
も

差
が

あ
る

な
ど

の
様

々
な

格
差

が
地

域
社

会
の

格
差

に
集

約
さ

れ
た

形
で

あ
ら

わ
れ

て
い

る
と

し
て

い

る
。

第
３

部
で

は
、

地
域

別
の

一
世

帯
当

た
り

消
費

支
出

の
差

は
所

得
の

差
に

よ
る

も
の

で
あ

り
、

支
出

面
で

は
基

礎
部

分
の

地
域

差
は

気
候

や
物

価
の

差
等

に
よ

る
と

こ
ろ

が
大

き
く

、
随

意
的

支
出

の
差

が
地

域
的

消
費

水
準

の
差

を
も

た
ら

し
て

い
る

と
し

て
い

る

7
19

62
昭

和
37

（
刊

行
に

あ
た

っ
て

）
昨

年
に

引
き

続
き

国
民

生
活

の
地

域
的

較
差

に
つ

い
て

、
と

く
に

都
市

生
活

を
中

心
と

し
て

分
析

を
行

っ
た

。
格

差
で

は
な

く
「

較
差

」
を

使
っ

た
意

図
は

不
明

第
３

部
 

都
市

生
活

の
変

化
と

現
状

、
都

市
へ

の
人

口
集

中
、

都
市

の
間

の
地

域
差

、
都

市
ご

と
の

施
設

普
及

度
の

差
異

の
解

消
が

必
要

。

8
19

63
昭

和
38

（
発

刊
に

あ
た

っ
て

）
経

済
が

高
度

に
成

⾧
す

る
に

と
も

な
い

、
、

、
都

市
と

農
村

、
都

市
勤

労
者

相
互

間
に

お
い

て
、

収
入

、
消

費
の

格
差

が
縮

小
し

、
ま

た
消

費
生

活
の

平
準

化
傾

向
が

進
ん

だ
こ

と
を

明
ら

か
に

し
た

、
「

は
し

が
き

」
高

度
経

済
成

⾧
は

国
民

生
活

の
平

準
化

傾
向

を
強

め
、

福
祉

社
会

実
現

へ
の

道
を

ひ
ら

い
た

賃
金

格
差

の
縮

小
と

消
費

支
出

の
平

準
化

を
福

祉
社

会
へ

の
前

進
を

示
す

５
つ

の
国

民
生

活
に

関
す

る
基

礎
条

件
の

変
化

の
う

ち
の

2つ
と

し
て

指
摘

9
19

64
昭

和
39

（
発

刊
に

あ
た

っ
て

）
近

年
の

国
民

生
活

の
動

向
を

み
る

と
、

個
人

所
得

の
大

巾
な

増
大

、
所

得
格

差
の

縮
小

、
消

費
支

出
の

テ
ン

ポ
の

早
い

拡
大

が
み

ら
れ

た

第
2部

Ⅰ
―

1、
１

(３
）

縮
小

す
る

都
市

・
農

村
間

所
得

格
差

、
格

差
是

正
に

は
農

外
所

得
の

比
重

の
上

昇
が

大
き

く
寄

与

し
た

、
２

（
4）

所
得

の
地

域
格

差
、

所
得

水
準

の
高

い
県

は
第

二
次

産
業

の
県

内
生

産
所

得
構

成
比

が
高

い
、

Ⅱ
-

2,
1(

2)
(イ

)消
費

支
出

の
平

準
化

、
高

度
成

⾧
期

以
前

は
所

得
階

層
別

格
差

が
拡

大
し

た
が

、
高

度
成

⾧
期

に
入

り
低

所
得

層
の

伸
び

が
平

均
の

伸
び

を
上

回
る

よ
う

に
な

り
格

差
が

縮
小

し
た

、
各

論
の

各
項

目
で

地
域

、
所

得
階

層
別

、
職

業
別

な
ど

の
差

が
検

討
さ

れ
て

い
る

10
19

65
昭

和
40

（
発

刊
に

あ
た

っ
て

）
戦

後
20

年
の

間
に

生
じ

た
ひ

ず
み

と
し

て
低

所
得

者
層

の
問

題
を

あ
げ

、
生

活
に

奉
仕

す
る

経
済

を
確

立
す

る
た

め
に

健
全

な
競

争
社

会
に

お
け

る
均

衡
あ

る
経

済
の

発
展

を
通

じ
て

、
そ

の
成

果
が

国
民

各
層

に
均

て
ん

す
る

こ
と

が
必

要
と

し
て

い
る

第
2部

二
、

１
、

所
得

の
上

昇
と

格
差

の
縮

小
、

で
戦

後
の

所
得

格
差

の
動

き
を

振
り

返
る

と
と

も
に

、
（

３
）

低
所

得
階

層
の

問
題

、
で

生
活

保
護

世
帯

に
つ

い
て

詳
述

し
て

い
る

。
母

子
世

帯
と

年
金

制
度

が
未

成
熟

の
た

め
高

齢
世

帯
の

割
合

が
高

い
こ

と
、

被
保

護
世

帯
の

生
活

水
準

が
低

い
こ

と
等

を
指

摘
、

単
な

る
救

貧
対

策
と

考
え

る
べ

き
で

は
な

い
と

述
べ

て
い

る
。

結
語

、
で

は
健

全
な

競
争

社
会

の
確

立
、

経
済

・
社

会
の

発
展

に
適

応
で

き
な

い
階

層
へ

の
配

慮
、

が
必

要
で

あ
る

こ
と

を
述

べ
て

い
る

63



11
19

66
昭

和
41

見
当

た
ら

ず
人

口
流

出
都

市
や

小
規

模
都

市
な

ど
で

妻
の

所
得

へ
の

依
存

が
高

ま
っ

た
の

は
、

都
市

的
な

生
活

ス
タ

イ
ル

に
所

得
の

増

加
が

追
い

付
か

ず
、

妻
が

就
業

し
て

補
う

形
と

な
っ

た
た

め
と

指
摘

。

12
19

67
昭

和
42

（
発

刊
に

あ
た

っ
て

）
昭

和
30

年
代

依
頼

の
経

済
の

高
度

成
⾧

は
、

私
的

消
費

の
量

的
拡

大
と

内
容

の
高

度
化

を
も

た
ら

し
、

ま
た

、
所

得
、

年
齢

、
職

業
別

な
ど

の
各

階
層

間
の

格
差

を
縮

小
さ

せ
た

、
こ

の
よ

う
な

消
費

水
準

の
上

昇
と

平
準

化
は

、
望

ま
し

い
現

象
で

あ
る

第
2部

階
層

別
に

み
た

国
民

生
活

、
で

昭
和

30
年

代
の

階
層

別
の

変
化

を
詳

し
く

検
討

。
所

得
、

消
費

の
格

差
縮

小
傾

向
は

主
と

し
て

若
年

労
働

力
の

著
し

い
不

足
に

基
づ

く
雇

用
賃

金
の

大
幅

上
昇

を
背

景
と

し
て

進
行

し
、

税
・

社
会

保
障

の
所

得
再

分
配

機
能

は
限

ら
れ

て
い

た
の

で
、

今
後

の
経

済
成

⾧
で

不
均

衡
拡

大
の

可
能

性
も

あ
る

。
40

年
に

は
農

家
世

帯
の

平
均

所
得

は
都

市
勤

労
者

世
帯

の
平

均
所

得
を

上
回

る
に

至
っ

た
。

民
間

産
業

部
門

で
は

自
動

的
に

経
済

成
⾧

の
成

果
を

受
け

ら
れ

た
が

、
看

護
婦

、
保

母
を

は
じ

め
と

す
る

社
会

サ
ー

ビ
ス

的
職

業
に

は
他

動
的

・
関

節
的

に
し

か
及

ば
な

い
な

ど
、

価
格

メ
カ

ニ
ズ

ム
に

よ
る

自
律

調
整

機
能

が
働

き
に

く
い

経
済

活
動

も
あ

る
。

取
り

残
さ

れ
る

不
適

応
層

の
問

題
も

あ
る

。

13
19

68
昭

和
43

（
発

刊
に

あ
た

っ
て

）
日

本
経

済
は

⾧
期

好
況

を
維

持
、

消
費

生
活

は
顕

著
な

向
上

や
多

様
化

た
み

ら
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
。

こ
う

し
た

消
費

の
高

ま
り

は
都

市
農

村
を

問
わ

ず
広

範
な

ひ
ろ

が
り

を
示

し
、

し
か

も
そ

の
格

差
を

縮
小

し
な

が
ら

進
展

し
て

い
る

第
1部

、
第

1章
、

1、
(2

)平
準

化
進

む
消

費
支

出
、

２
、

(3
)低

所
得

層
の

問
題

、
で

は
母

子
・

高
齢

者
世

帯
、

事
故

・
災

害
等

の
問

題
を

指
摘

、
第

2章
、

３
．

(1
)と

り
残

さ
れ

る
老

人
、

で
は

急
激

な
社

会
変

動
や

経
済

成
⾧

に
適

応
し

え
な

い

階
層

と
し

て
高

齢
者

問
題

を
指

摘
、

第
2部

、
第

2章
、

５
平

等
、

で
は

、
真

に
豊

か
な

生
活

に
お

い
て

達
成

さ
れ

る
べ

き

５
つ

の
目

標
の

ひ
と

つ
と

し
て

、
平

等
を

あ
げ

分
析

を
行

っ
て

い
る

。
平

等
の

条
件

と
し

て
、

ナ
シ

ョ
ナ

ル
ミ

ニ
マ

ム
の

確
保

と
能

力
に

応
じ

た
機

会
均

等
の

２
つ

を
あ

げ
て

い
る

。
日

本
社

会
は

比
較

的
能

力
に

応
じ

た
平

等
な

社
会

だ
と

考
え

ら
れ

て
お

り
、

こ
れ

は
敗

戦
と

民
主

化
政

策
に

よ
っ

て
実

現
さ

れ
た

貴
重

な
財

産
で

あ
る

と
し

て
い

る
。

14
19

70
昭

和
45

（
発

刊
に

あ
た

っ
て

）
所

得
水

準
の

著
し

い
上

昇
と

相
ま

っ
て

、
大

多
数

の
者

が
、

私
的

消
費

の
面

で
か

な
り

豊
か

な
水

準
に

た
っ

し
、

、
都

市
的

生
活

パ
タ

ー
ン

が
全

国
的

に
波

及
し

て
生

活
の

均
質

化
が

進
展

し
た

第
Ⅰ

章
、

１
国

民
生

活
に

お
け

る
均

質
化

の
進

展
、

(1
)所

得
・

消
費

水
準

の
平

準
化

、
(2

)生
活

パ
タ

ー
ン

の
均

質
化

、
所

得
・

消
費

の
格

差
が

縮
小

し
、

中
流

意
識

が
広

ま
っ

て
い

る

15
19

71
昭

和
46

（
発

刊
に

あ
た

っ
て

）
多

く
の

国
民

が
必

死
に

食
料

を
探

し
求

め
た

時
代

は
夢

の
よ

う
で

、
今

日
で

は
カ

ラ
ー

テ
レ

ビ
や

乗
用

車
を

保
有

す
る

世
帯

も
多

く
な

っ
て

い
る

（
む

す
び

）
一

部
の

階
層

の
み

な
ら

ず
、

国
民

の
多

く
が

豊
富

さ
を

享
受

で
き

る
よ

う
に

な
っ

た

第
１

部
・

第
1章

・
第

１
節

、
２

格
差

の
縮

小
、

３
都

市
的

生
活

の
一

般
化

、
で

所
得

格
差

が
縮

小
し

都
市

的
生

活
が

全
国

に
広

ま
っ

た
こ

と
を

述
べ

て
い

る

16
19

72
昭

和
47

見
当

た
ら

ず

第
1部

第
1章

１
(1

)景
気

停
滞

に
よ

る
家

計
収

入
の

伸
び

悩
み

、
エ

、
所

得
格

差
、

で
45

，
46

年
は

所
得

格
差

（
実

収
入

額

面
）

の
縮

小
傾

向
が

停
滞

し
て

い
る

こ
と

、
ジ

ニ
係

数
を

使
っ

て
租

税
の

再
分

配
機

能
が

低
下

し
て

い
る

こ
と

を
示

し
て

い
る

、
第

2章
3物

価
上

昇
と

国
民

生
活

で
は

、
(2

)物
価

上
昇

と
再

分
配

、
で

所
得

面
の

影
響

は
明

確
で

は
な

い
が

、
物

価

上
昇

は
実

物
資

産
の

多
い

高
所

得
層

に
有

利
で

、
イ

ン
フ

レ
に

弱
い

金
融

資
産

の
多

い
低

所
得

層
に

不
利

に
働

く
と

し
て

い
る

。

17
19

73
昭

和
48

見
当

た
ら

ず

第
1部

1－
3 

生
活

保
護

世
帯

の
構

造
変

化
、

か
つ

て
は

満
足

な
職

に
就

け
な

い
た

め
に

、
母

子
世

帯
や

そ
の

他
世

帯
が

被

保
護

世
帯

の
大

き
な

部
分

を
占

め
て

い
た

が
、

近
年

は
身

寄
り

も
稼

得
能

力
も

な
い

老
人

や
病

人
を

対
象

と
し

た
も

の
に

性
格

を
変

え
つ

つ
あ

る
と

し
て

い
る

、
3－

3高
等

教
育

に
お

け
る

機
会

、
で

は
、

大
学

学
生

は
世

帯
主

の
所

得
が

高
い

層

に
偏

っ
て

お
り

、
教

育
機

会
の

拡
充

の
た

め
に

育
英

奨
学

事
業

が
進

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

が
述

べ
ら

れ
て

い
る

。

18
19

74
昭

和
49

見
当

た
ら

ず

第
１

部
第

2章
、

第
2節

物
価

上
昇

の
中

で
の

所
得

分
配

、
１

所
得

平
準

化
の

中
に

生
じ

た
不

公
平

、
で

は
、

最
近

は
所

得

平
準

化
の

動
き

が
止

ま
る

と
と

も
に

、
物

価
・

地
価

上
昇

が
持

ち
家

世
帯

に
有

利
に

働
い

て
い

る
こ

と
な

ど
金

融
資

産
や

実
物

資
産

保
有

を
巡

り
新

し
い

不
公

平
の

動
き

が
生

じ
た

と
し

て
い

る
、

２
社

会
的

弱
者

の
生

活
、

で
は

、
生

活
保

護
で

は
、

被
保

護
世

帯
中

の
高

齢
者

、
傷

病
（

障
害

）
世

帯
の

割
合

が
高

ま
っ

て
い

て
働

け
な

い
人

が
増

え
て

い
る

こ
と

を
指

摘
し

て
い

る
、

３
所

得
の

再
分

配
に

果
す

税
制

と
社

会
保

障
の

役
割

、
で

は
、

社
会

保
障

の
所

得
再

分
配

効
果

は
40

年
代

前
半

は
後

退
し

た
が

、
後

半
に

は
再

び
強

ま
っ

て
い

る
こ

と
を

指
摘

し
て

い
る

。
む

す
び

、
で

は
、

N
N

W
(国

民
純

厚

生
）

や
社

会
指

標
な

ど
G

D
P

(当
時

は
G

N
P

）
に

代
わ

る
指

標
の

提
案

も
行

わ
れ

て
い

る

19
19

75
昭

和
50

見
当

た
ら

ず

第
１

部
第

1章
第

3節
４

所
得

階
層

別
消

費
行

動
の

変
化

、
で

低
所

得
層

が
石

油
危

機
の

影
響

を
強

く
受

け
、

強
い

節
約

行

動
が

発
生

し
た

こ
と

を
述

べ
て

い
る

。
「

低
い

所
得

層
程

消
費

は
物

価
変

動
と

景
気

変
動

の
変

化
に

支
出

の
面

で
も

心
理

的
に

も
大

き
く

左
右

さ
れ

た
に

対
し

、
逆

に
高

所
得

層
で

は
そ

う
し

た
変

化
が

生
じ

て
も

所
得

や
消

費
習

慣
が

直
ち

に
影

響
を

受
け

る
こ

と
な

く
消

費
支

出
が

安
定

的
に

の
び

て
い

っ
た

」

64



20
19

76
昭

和
51

（
む

す
び

）
50

～
51

年
の

国
民

生
活

を
ふ

り
か

え
る

と
、

、
、

、
所

得
階

層
間

で
の

消
費

性
向

の
逆

転
現

象
も

、
本

年
に

入
っ

て
か

ら
は

低
所

得
層

で
高

く
高

所
得

層
で

低
い

と
い

う
正

常
型

に
回

復
し

つ
つ

あ
る

第
１

部
第

1章
第

5節
不

況
下

で
困

る
人

々
、

で
１

失
業

者
、

２
定

年
退

職
者

、
に

つ
い

て
述

べ
る

と
と

も
に

、
３

年
金

の

引
き

上
げ

と
生

活
保

護
の

役
割

、
で

、
社

会
保

障
が

こ
う

し
た

人
た

ち
の

生
活

安
定

に
資

す
る

と
し

て
い

る
。

第
3節

１
暮

ら
し

と
企

業
(1

)働
き

手
と

し
て

、
で

、
学

歴
別

、
年

齢
別

賃
金

構
造

の
日

米
比

較
を

行
っ

て
お

り
、

学
歴

別
賃

金
格

差

は
、

日
本

で
は

若
年

層
で

小
さ

く
中

高
年

齢
層

で
か

な
り

拡
大

し
て

い
く

の
に

対
し

て
、

米
国

で
は

若
年

層
で

す
で

に
大

き
く

、
中

高
年

齢
層

で
も

ほ
ぼ

格
差

が
維

持
さ

れ
る

こ
と

等
の

特
徴

を
指

摘
し

て
い

る
。

21
19

77
昭

和
52

（
公

表
に

あ
た

っ
て

）
国

民
生

活
を

中
期

的
に

ふ
り

か
え

っ
て

み
ま

す
と

、
生

活
水

準
は

向
上

し
、

平
等

化
と

均
質

化
も

進
ん

で
い

ま
す

第
4節

高
学

歴
化

と
「

学
歴

社
会

」
の

な
か

の
諸

問
題

、
で

、
我

が
国

で
は

エ
リ

ー
ト

階
層

の
世

襲
的

性
格

が
他

の
先

進
諸

国
に

比
し

て
低

い
が

、
こ

れ
を

維
持

す
る

た
め

に
は

、
奨

学
金

制
度

や
教

育
ロ

ー
ン

の
拡

大
で

高
等

教
育

へ
の

経
済

的
障

害
を

減
ら

す
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
と

し
て

い
る

。
多

く
の

世
論

調
査

で
臨

ま
れ

て
い

る
能

力
社

会
は

、
競

争
の

厳
し

い
社

会
で

あ
り

自
己

啓
発

努
力

を
支

え
る

社
会

的
慣

習
が

必
要

で
あ

る
と

戒
め

て
い

る
。

第
3章

第
1節

生
活

の
向

上
と

中
流

意

識
の

高
ま

り
、

で
所

得
格

差
が

縮
小

し
昭

和
45

年
以

降
は

約
9割

が
自

分
は

中
流

だ
と

答
え

て
い

る
と

し
て

い
る

。

22
19

78
昭

和
53

見
当

た
ら

ず
第

３
章

第
1節

進
む

生
活

の
平

準
化

、
そ

の
な

か
で

の
地

域
特

性
、

で
社

会
指

標
の

手
法

を
用

い
て

生
活

の
質

を
試

算
し

た
、

昭
和

40
年

か
ら

50
年

に
か

け
て

地
域

間
の

生
活

の
質

の
平

準
化

が
進

ん
だ

こ
と

を
述

べ
て

い
る

23
19

79
昭

和
54

（
公

表
に

あ
た

っ
て

）
公

正
や

平
等

へ
の

関
心

が
た

か
く

な
っ

て
い

お
り

ま
す

（
は

じ
め

に
）

我
が

国
は

所
得

や
金

融
資

産
の

分
配

に
お

い
て

先
進

工
業

国
の

中
で

も
最

も
平

等
化

さ
れ

た
国

の
一

つ
で

あ
り

、
教

育
や

就
業

な
ど

の
機

会
が

平
等

化
さ

れ
て

い
る

こ
と

に
よ

る
と

み
ら

れ
る

が
、

資
産

価
格

の
上

昇
に

よ
り

実
物

格
差

が
広

が
り

や
す

く
な

る
。

機
会

の
平

等
を

確
立

す
る

こ
と

が
重

要
、

努
力

や
能

力
に

応
じ

て
自

己
実

現
の

余
地

が
広

け
れ

ば
そ

れ
だ

け
実

質
的

な
平

等
度

が
高

い
。

第
3章

機
会

の
平

等
と

分
配

問
題

、
第

1節
条

件
の

違
い

か
ら

み
た

平
等

化
、

教
育

の
機

会
に

つ
い

て
大

学
進

学
率

上
昇

は

私
大

の
学

生
数

増
加

に
よ

っ
て

い
る

が
、

学
費

の
高

い
私

大
の

学
生

の
家

庭
の

所
得

は
国

公
立

に
比

べ
て

高
く

な
っ

て
い

る
。

男
女

別
の

賃
金

格
差

は
依

然
大

き
い

が
緩

や
か

な
が

ら
縮

小
が

続
い

て
い

る
。

既
婚

女
性

の
有

業
率

が
上

昇
し

た
こ

と
で

高
所

得
層

ほ
ど

有
業

人
員

が
多

い
と

い
う

関
係

が
み

ら
れ

る
よ

う
に

な
り

、
世

帯
間

の
所

得
格

差
を

拡
大

さ
せ

る
効

果
が

あ
る

。
資

産
格

差
は

本
人

の
努

力
や

能
力

と
は

関
係

な
い

相
続

・
贈

与
の

機
会

の
有

無
も

大
き

な
要

因
で

あ
り

相
続

税
が

再
分

配
機

能
を

果
た

し
て

い
る

。
所

得
に

対
し

て
は

税
・

社
会

保
障

が
再

分
配

機
能

を
果

た
し

て
い

る
。

24
19

80
昭

和
55

見
当

た
ら

ず

第
3章

第
1節

高
学

歴
社

会
の

状
況

変
化

、
大

学
へ

の
進

学
率

が
高

水
準

と
な

っ
た

今
日

で
は

高
学

歴
の

メ
リ

ッ
ト

が
薄

れ

つ
つ

あ
り

、
競

争
社

会
を

通
過

し
な

い
限

り
有

利
な

地
位

や
所

得
が

得
ら

れ
る

保
証

は
な

く
な

っ
て

き
て

い
る

。
格

差
に

関
連

す
る

記
述

は
ほ

と
ん

ど
見

当
た

ら
な

い

25
19

81
昭

和
56

（
公

表
に

当
た

っ
て

）
自

助
努

力
か

福
祉

行
政

か
と

い
う

よ
う

な
二

者
択

一
で

は
な

く
、

こ
れ

ら
の

総
合

的
な

バ
ラ

ン
ス

の
上

に
立

っ
た

発
展

が
必

要

第
３

章
第

3節
生

活
満

足
度

を
左

右
す

る
所

得
欲

求
、

の
（

生
活

程
度

平
準

化
の

中
で

の
不

公
平

感
）

の
項

で
、

人
々

は
所

得
の

相
対

的
水

準
よ

り
も

絶
対

的
水

準
へ

の
関

心
が

強
い

が
、

現
状

の
収

入
や

資
産

に
つ

い
て

の
不

公
平

感
は

か
な

り
高

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
自

分
を

中
流

と
認

識
す

る
人

は
増

加
傾

向
で

９
割

を
超

え
る

中
流

意
識

化
が

進
ん

で
き

た
こ

と
を

指
摘

。
55

年
に

注
目

さ
れ

る
こ

と
と

し
て

、
「

中
の

中
」

が
減

少
し

「
中

の
下

」
が

増
加

し
た

こ
と

を
指

摘
し

、
第

二
次

石
油

危
機

に
よ

る
実

質
所

得
の

減
少

や
安

定
成

⾧
下

で
人

々
が

よ
り

堅
実

に
な

っ
て

い
る

こ
と

の
現

れ
で

は
な

い
か

と
し

て
い

る
。

26
19

82
昭

和
57

（
公

表
に

当
た

っ
て

）
40

年
代

末
か

ら
50

年
代

の
変

化
を

み
る

と
、

大
都

市
と

地
方

の
暮

ら
し

は
多

く
の

面
で

平
準

化
し

て
き

て
い

る
。

か
つ

て
の

よ
う

な
明

確
な

大
都

市
優

位
の

格
差

は
み

ら
れ

な
く

な
っ

て
い

る

第
Ⅰ

章
第

2節
１

伸
び

悩
ん

だ
家

計
の

所
得

と
消

費
、

で
世

帯
主

の
収

入
が

低
い

ほ
ど

配
偶

者
の

就
労

率
が

高
い

傾
向

は
維

持
さ

れ
て

い
る

が
、

比
較

的
世

帯
主

収
入

が
高

い
層

で
の

妻
の

有
業

率
の

上
昇

が
顕

著
で

あ
る

こ
と

を
指

摘
、

２
変

わ
る

家
計

の
貯

蓄
行

動
、

で
高

所
得

層
ほ

ど
金

融
資

産
が

多
い

上
に

収
益

率
が

高
い

の
で

、
収

入
の

格
差

に
比

べ
て

金
利

等
の

収
入

の
格

差
は

か
な

り
大

き
い

こ
と

を
述

べ
て

い
る

27
19

83
昭

和
58

見
当

た
ら

ず
第

Ⅰ
章

第
2節

３
家

計
収

入
と

負
担

の
動

向
、

（
税

金
、

社
会

保
障

費
等

の
再

分
配

効
果

）
の

項
で

税
・

社
会

保
障

の
再

分

配
効

果
が

53
年

ま
で

縮
小

し
た

が
56

年
は

拡
大

し
た

と
述

べ
て

い
る

28
19

84
昭

和
59

（
は

じ
め

に
）

50
年

代
に

入
っ

て
以

降
顕

著
な

主
婦

の
労

働
力

率
上

昇
が

所
得

格
差

を
拡

大
す

る
効

果
を

持
っ

て
い

る
こ

と
を

指
摘

第
Ⅰ

章
第

2節
３

婦
人

労
働

増
加

の
影

響
（

所
得

分
布

の
変

動
要

因
）

、
で

妻
の

所
得

増
加

が
可

処
分

所
得

の
格

差
を

広
げ

る
方

向
に

機
能

し
て

き
た

と
し

つ
つ

、
学

歴
や

企
業

規
模

に
よ

る
格

差
と

は
同

列
に

考
え

る
べ

き
で

は
な

い
と

し
て

い

る
。

第
Ⅱ

章
(退

職
）

退
職

金
は

企
業

規
模

、
学

歴
に

よ
る

格
差

が
大

き
い

29
19

85
昭

和
60

（
公

表
に

あ
た

っ
て

）
豊

か
で

平
等

な
社

会
に

よ
っ

て
中

流
意

識
が

広
が

っ
た

が
、

個
性

化
や

多
様

化
の

動
き

に
よ

っ
て

中
流

意
識

の
内

容
が

変
化

し
て

い
る

、
は

じ
め

に
：

戦
後

の
経

済
発

展
で

中
流

意
識

が
広

が
っ

た
が

、
近

年
所

得
の

伸
び

が
鈍

化
す

る
中

で
格

差
が

拡
大

す
る

き
ざ

し
も

み
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
活

発
な

議
論

が
な

さ
れ

る
よ

う
に

な
っ

て
い

る

（
む

す
び

）
格

差
拡

大
の

動
き

が
る

の
で

平
等

性
を

維
持

・
た

か
め

る
こ

と
の

重
要

性
は

た
か

い
、

こ
の

た
め

に
は

機
会

の
平

等
性

を
さ

ら
に

高
め

て
い

く
こ

と
が

必
要

で
、

公
的

負
担

や
所

得
移

転
の

制
度

は
資

源
配

分
の

機
能

と
の

調
和

を
図

る
べ

き

第
Ⅲ

章
中

流
意

識
の

周
辺

、
で

中
流

意
識

を
持

つ
要

因
、

家
計

行
動

と
の

関
係

な
ど

を
分

析
、

第
3節

２
中

流
意

識
広

汎
化

の
背

景
、

で
は

50
年

代
以

降
は

所
得

格
差

が
拡

大
気

味
で

あ
る

が
主

婦
の

有
業

者
増

加
が

格
差

拡
大

に
働

い
て

い
る

、
40

年
代

に
は

税
・

社
会

保
障

の
再

分
配

効
果

の
低

下
が

み
ら

れ
た

が
50

年
代

に
入

り
回

復
し

て
い

る
こ

と
、

所
得

の
地

域
間

格
差

は
30

年
代

に
は

大
き

か
っ

た
が

40
年

代
に

は
い

り
縮

小
し

是
正

が
進

ん
だ

こ
と

、
金

融
資

産
の

格
差

も
縮

小
し

て
き

た
こ

と
、

近
年

は
所

得
・

金
融

資
産

と
も

に
わ

ず
か

だ
が

拡
大

気
味

に
推

移
し

て
い

る
こ

と
、

が
述

べ
ら

れ
て

い
る

。
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30
19

86
昭

和
61

見
当

た
ら

ず

第
Ⅰ

章
第

2節
３

消
費

構
造

変
化

の
担

い
手

、
で

低
所

得
層

で
の

消
費

高
度

化
の

う
ご

き
は

相
対

的
に

大
き

く
、

高
所

得
層

と
低

所
得

層
の

間
の

格
差

は
縮

小
し

て
き

て
い

る
と

指
摘

。
第

Ⅱ
章

第
3節

２
意

識
に

よ
る

国
際

比
較

、
で

は
、

日
本

は
西

側
先

進
国

と
の

比
較

で
「

格
差

」
は

満
た

さ
れ

て
い

な
い

問
題

と
認

識
さ

れ
て

い
る

と
述

べ
て

い
る

31
19

87
昭

和
62

見
当

た
ら

ず

第
Ⅱ

章
第

1節
１

(1
)金

融
資

産
の

蓄
積

状
況

、
で

は
（

格
差

大
き

い
中

高
年

層
）

（
大

き
い

地
域

間
の

ば
ら

つ
き

）
で

資

産
格

差
を

指
摘

、
第

3節
５

資
産

充
実

の
課

題
、

で
我

が
国

の
ラ

イ
フ

ス
タ

イ
ル

の
根

底
に

多
様

性
を

認
め

な
い

価
値

観
が

あ
る

と
し

て
そ

の
例

示
と

し
て

「
男

は
仕

事
女

は
家

庭
」

と
い

っ
た

画
一

的
観

念
が

様
々

な
問

題
を

引
き

起
こ

し
て

い
る

と
指

摘

32
19

88
昭

和
63

（
公

表
に

当
た

っ
て

）
地

価
の

高
騰

津
に

関
し

不
公

平
感

が
あ

り
、

土
地

を
持

っ
て

い
る

者
と

い
な

い
者

の
格

差
拡

大
に

対
し

て
不

公
平

感
の

高
ま

り
が

み
ら

れ
る

。
多

様
化

等
の

た
め

格
差

の
評

価
は

よ
り

困
難

に
な

っ
て

い
る

が
、

個
人

の
選

択
や

努
力

の
枠

を
超

え
た

外
部

的
な

要
因

で
生

じ
る

格
差

に
つ

い
て

は
政

策
的

に
対

応
し

、
社

会
全

体
で

公
平

・
公

正
を

確
保

す
る

こ
と

が
重

要

（
は

じ
め

に
）

格
差

に
つ

い
て

、
人

々
は

個
人

の
選

択
に

よ
る

も
の

は
容

認
し

て
い

る
が

、
外

部
要

因
に

よ
る

も
の

に
は

公
正

・
公

平
感

を
確

保
す

る
政

策
対

応
を

求
め

て
い

る
と

指
摘

。

第
４

章
生

活
の

多
様

性
と

格
差

、
で

所
得

や
資

産
、

性
別

・
年

齢
・

学
歴

・
産

業
な

ど
様

々
な

格
差

の
実

態
・

背
景

を
分

析
、

第
3節

格
差

に
対

す
る

国
民

の
意

識
、

で
は

各
種

の
格

差
に

対
す

る
国

民
の

認
識

を
分

析
し

、
容

認
さ

れ
る

格
差

と
解

消
さ

れ
る

べ
き

格
差

、
格

差
に

対
す

る
政

策
的

な
対

応
等

に
つ

い
て

論
じ

て
い

る

33
19

89
平

成
元

（
は

じ
め

に
）

⾧
期

好
況

の
中

で
地

価
高

騰
の

影
響

で
資

産
格

差
の

拡
大

に
よ

る
不

公
平

感
が

大
き

い
な

ど
の

問
題

が
あ

る （
む

す
び

）
経

済
的

豊
か

さ
と

生
活

の
豊

か
さ

の
ギ

ャ
ッ

プ
の

一
因

と
し

て
地

価
上

昇
で

首
都

圏
で

は
持

家
率

が
大

き
く

低
下

し
土

地
持

ち
と

そ
う

で
な

い
者

の
間

の
不

平
等

感
を

台
頭

さ
せ

た
こ

と
を

指
摘

。

第
Ⅰ

部
第

4章
第

2節
住

宅
ス

ト
ッ

ク
の

状
況

、
住

宅
価

格
高

騰
に

よ
り

大
都

市
圏

で
持

家
世

帯
の

割
合

の
低

下
を

指
摘

、

第
３

節
家

計
に

お
け

る
住

宅
費

用
の

動
向

：
住

宅
資

産
は

相
続

に
よ

っ
て

引
き

継
が

れ
る

の
で

、
東

京
圏

で
土

地
を

「
持

つ
者

と
も

た
ざ

る
者

」
の

格
差

が
固

定
す

る
と

い
う

問
題

が
深

刻
に

な
っ

て
い

る
。

34
19

90
平

成
２

（
は

じ
め

に
）

新
技

術
は

使
い

方
に

よ
っ

て
は

人
間

疎
外

や
弱

者
切

り
捨

て
な

ど
の

副
作

用
を

生
む

こ
と

が
あ

（
む

す
び

）
地

価
高

騰
は

他
の

大
都

市
圏

に
波

及
し

,「
持

て
る

も
の

」
と

「
持

た
ざ

る
も

の
」

の
不

平
等

感
も

首
都

圏
以

外
に

も
波

及
し

つ
つ

あ
る

第
Ⅰ

部
第

2章
資

産
格

差
と

国
民

生
活

：
第

2節
 地

価
高

騰
に

よ
る

資
産

格
差

と
国

民
生

活
：

土
地

資
産

の
格

差
が

こ
こ

数

年
で

拡
大

し
た

、
所

得
・

金
融

資
産

格
差

は
個

人
の

能
力

・
努

力
等

に
左

右
さ

れ
る

と
こ

ろ
が

大
き

い
が

、
土

地
資

産
格

差
は

そ
れ

と
は

無
関

係
な

要
因

に
よ

る
こ

と
か

ら
不

公
平

感
も

大
き

く
適

切
な

対
処

が
必

要
と

指
摘

35
19

91
平

成
３

（
公

表
に

あ
た

っ
て

）
多

く
の

機
能

が
東

京
圏

に
集

中
し

、
生

活
の

多
様

性
の

点
で

そ
れ

以
外

の
地

域
は

格
差

が
ま

す
ま

す
広

が
っ

て
い

る
。

第
II

部
第

3章
第

2節
 生

活
の

豊
か

さ
指

標
:総

合
し

た
指

標
で

東
京

圏
は

全
国

最
下

位
に

近
く

,生
活

の
豊

か
さ

は
大

都
市

圏

の
方

が
劣

っ
て

い
る

。
東

京
圏

で
の

生
活

は
す

べ
て

の
ラ

イ
フ

・
ス

テ
ー

ジ
に

お
い

て
魅

力
が

あ
る

,と
い

う
も

の
で

は
な

い
。

第
4章

第
3節

 個
人

の
対

応
：

東
京

圏
で

の
生

活
は

20
歳

代
の

独
身

男
女

に
は

魅
力

的
だ

が
、

全
ラ

イ
フ

・
ス

テ
ー

ジ

で
魅

力
が

あ
る

わ
け

で
は

な
い

。

36
19

92
平

成
4

見
当

た
ら

ず

第
I部

第
4章

第
3節

 教
育

費
の

増
大

と
親

の
負

担
：

そ
の

他
の

地
域

か
ら

大
学

が
集

中
し

て
い

る
東

京
圏

に
子

供
を

入
学

さ

せ
る

と
東

京
圏

の
約

1.
5倍

の
費

用
が

掛
か

る
と

い
う

格
差

が
あ

る
。

第
II

部
第

1章
第

4節
 資

産
価

格
の

低
下

と
資

産
格

差

の
縮

小
：

地
価

の
下

落
に

よ
っ

て
平

成
2年

3年
と

2年
続

け
て

小
幅

な
が

ら
土

地
資

産
格

差
は

縮
小

し
て

い
る

も
の

の
,地

価
高

騰
前

に
比

べ
な

お
高

い
水

準
に

あ
る

。
金

融
資

産
格

差
も

平
成

2年
,3

年
と

小
幅

な
が

ら
縮

小
し

た
。

37
19

93
平

成
5

見
当

た
ら

ず

第
II

部
第

1章
第

7節
 地

価
の

下
落

と
土

地
資

産
格

差
の

縮
小

：
土

地
資

産
格

差
は

,昭
和

60
年

か
ら

平
成

元
年

ま
で

ほ
ぼ

拡

大
基

調
に

あ
っ

た
が

,地
価

の
下

落
で

2年
,3

年
,4

年
と

3年
続

け
て

縮
小

し
た

。
し

か
し

,地
価

高
騰

前
と

比
較

し
て

な
お

高

い
水

準
に

あ
る

。
金

融
資

産
格

差
も

小
幅

な
が

ら
3年

連
続

し
て

縮
小

し
た

。

38
19

94
平

成
６

見
当

た
ら

ず

第
II

部
第

1章
第

9節
 地

価
の

下
落

と
土

地
資

産
格

差
の

縮
小

：
土

地
資

産
格

差
は

,地
価

の
下

落
に

よ
っ

て
2年

か
ら

縮
小

を
続

け
て

お
り

5年
も

わ
ず

か
な

が
ら

格
差

縮
小

が
続

い
た

。
金

融
資

産
格

差
も

2年
以

降
小

幅
な

が
ら

連
続

し
て

縮
小

し

た
。

39
19

95
平

成
７

見
当

た
ら

ず

第
I部

第
1章

第
1節

6.
 生

活
水

準
の

向
上

(地
域

間
格

差
の

縮
小

)：
県

民
所

得
の

高
い

県
と

低
い

県
と

の
地

域
間

格
差

が
縮

小
し

て
お

り
地

域
間

格
差

は
確

実
に

縮
小

し
た

。
第

II
部

第
1章

第
7節

 土
地

資
産

格
差

に
つ

い
て

：
土

地
資

産
格

差
と

金

融
資

産
格

差
は

90
年

以
降

連
続

し
て

格
差

が
縮

小
し

て
い

る
。
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40
19

96
平

成
８

（
む

す
び

）
男

は
仕

事
,女

は
家

庭
と

い
う

伝
統

的
な

男
女

の
役

割
分

担
意

識
は

変
わ

っ
て

お
り

多
く

の
女

性
が

働
い

て
い

る

第
I部

第
2章

第
3節

 女
性

の
雇

用
(欧

米
に

比
べ

て
男

女
格

差
の

大
き

い
日

本
)実

質
賃

金
の

男
女

格
差

は
,縮

小
す

る
傾

向
に

あ
る

も
の

の
,い

ま
だ

に
大

き
い

、
(専

門
職

に
女

性
の

進
出

が
進

ん
で

い
る

)。
第

3章
第

3節
 夫

と
妻

の
安

心
：

夫
の

収
入

が
高

い
ほ

ど
妻

の
有

業
率

は
低

い
（

ダ
グ

ラ
ス

ー
有

沢
の

法
則

）
は

現
在

の
ア

メ
リ

カ
で

は
以

前
と

比
べ

成
立

し
な

く

な
っ

て
い

る
が

日
本

で
は

現
在

で
も

成
り

立
っ

て
い

る
。

第
5章

第
4節

 高
齢

者
の

能
力

と
資

産
の

活
用

：
高

齢
者

夫
婦

世

帯
は

,平
均

的
に

み
れ

ば
,標

準
世

帯
に

比
べ

て
多

く
の

資
産

を
保

有
し

て
い

る
が

バ
ラ

ツ
キ

が
大

き
く

貧
し

い
高

齢
者

も
存

在
し

て
い

る
。

第
II

部
第

1章
第

8節
 土

地
資

産
格

差
に

つ
い

て
：

土
地

資
産

格
差

は
地

価
の

下
落

に
よ

り
縮

小
傾

向
に

あ
っ

た
が

,9
5年

は

僅
か

に
拡

大
し

た
。

金
融

資
産

格
差

は
引

き
続

き
縮

小
し

て
い

る
。

41
19

97
平

成
9

（
公

表
に

あ
た

っ
て

）
女

性
の

職
場

進
出

は
め

ざ
ま

し
く

20
代

か
ら

50
代

ま
で

の
女

性
の

3分
の

2近
く

が
働

い
て

い
る

が

社
会

シ
ス

テ
ム

の
側

が
追

い
つ

か
ず

多
く

の
問

題
点

が
指

摘
さ

れ
て

い
る

（
は

じ
め

に
）

男
性

従
業

員
を

前
提

と
し

た
従

来
型

の
雇

用
慣

行
は

変
容

を
迫

ら
れ

て
お

り
、

家
庭

生
活

の
役

割
分

担
の

問
題

が
で

て
き

て
い

る

（
む

す
び

）
女

性
の

職
場

進
出

は
時

代
の

大
き

な
流

れ
で

あ
り

こ
れ

に
沿

っ
た

社
会

シ
ス

テ
ム

の
設

計
が

必
要

で
あ

る

第
I部

第
2章

第
1節

 企
業

で
働

く
女

性
の

現
状

：
男

女
間

賃
金

格
差

や
勤

続
年

数
の

男
女

差
は

欧
米

諸
国

に
比

べ
大

き
い

、

女
性

の
管

理
職

は
少

な
い

、
コ

ラ
ム

：
夫

婦
と

も
大

卒
世

帯
で

は
妻

が
家

計
の

足
し

に
働

く
の

で
は

な
く

夫
と

同
水

準
の

所
得

を
得

て
い

る
世

帯
若

年
層

ほ
ど

多
く

、
今

後
増

え
て

い
き

格
差

を
拡

大
す

る
可

能
性

が
あ

る
。

第
5章

第
3節

・
第

４

節
税

制
：

働
く

夫
と

専
業

主
婦

と
前

提
に

設
計

さ
れ

て
い

る
現

在
の

年
金

税
の

制
度

は
家

計
所

得
の

格
差

縮
小

に
寄

与
す

る
制

度
が

働
く

女
性

に
は

不
利

で
あ

る
と

い
う

不
公

平
感

の
原

因
に

な
っ

て
い

る
。

第
II

部
第

2章
第

1節
 資

産
保

有
状

況

の
変

化
：

「
バ

ブ
ル

」
崩

壊
で

世
帯

間
の

資
産

格
差

が
縮

小
し

た

42
19

98
平

成
10

（
む

す
び

）
所

得
水

準
の

上
昇

に
よ

り
自

助
努

力
で

老
後

資
金

を
積

み
立

て
る

余
力

が
大

き
く

な
っ

て
い

る
。

こ
れ

か
ら

高
齢

化
す

る
世

代
は

自
助

努
力

に
よ

り
,自

分
達

の
世

代
の

中
で

「
働

け
な

く
な

る
」

リ
ス

ク
や

「
⾧

生
き

」
の

リ
ス

ク
を

プ
ー

ル
し

、
分

散
す

る
力

が
大

き
く

な
っ

て
き

て
い

る
こ

と
を

意
味

す
る

。

第
I部

第
2章

第
5節

 退
職

金
,企

業
年

金
を

め
ぐ

る
動

き
:退

職
金

支
給

額
は

企
業

規
模

に
よ

っ
て

大
き

な
差

が
あ

る
。

第
I部

第
3章

第
2節

2老
後

の
生

活
資

金
と

し
て

の
貯

蓄
:高

齢
者

夫
婦

世
帯

の
資

産
分

布
は

ば
ら

つ
き

が
大

き
く

、
年

齢
が

上
が

る
に

つ
れ

て
ば

ら
つ

き
が

大
き

く
な

る
傾

向
が

み
ら

れ
る

。
第

4章
 第

4節
3.

 少
子

高
齢

社
会

に
お

け
る

遺
産

・
相

続
:遺

産

相
続

額
は

個
人

差
が

大
き

く
、

課
税

さ
れ

た
相

続
額

の
7割

を
占

め
る

土
地

資
産

は
金

融
資

産
に

比
べ

て
ば

ら
つ

き
が

大
き

い
。

第
II

部
第

1章
第

6節
 住

宅
の

動
向

：
地

価
公

示
で

は
地

価
は

7年
連

続
の

下
落

と
な

り
、

ジ
ニ

係
数

で
見

た
土

地
資

産

格
差

は
96

年
は

87
年

以
降

で
最

も
小

さ
く

な
っ

た
。

43
19

99
平

成
11

（
む

す
び

）
失

業
が

深
刻

な
問

題
と

な
っ

て
い

る
。

雇
用

保
険

に
よ

る
生

活
保

障
は

安
全

ネ
ッ

ト
に

な
っ

て
お

り
所

得
再

分
配

機
能

を
発

揮
し

て
い

る
。

雇
用

保
険

の
対

象
と

な
ら

な
い

パ
ー

ト
や

派
遣

労
働

者
の

増
加

が
続

く
と

見
込

ま
れ

対
応

が
必

要
。

日
本

経
済

は
家

計
や

企
業

が
リ

ス
ク

を
取

る
こ

と
が

必
要

で
そ

の
た

め
に

は
失

敗
の

リ
ス

ク
に

対
す

る
安

全

ネ
ッ

ト
の

整
備

が
重

要
だ

。
努

力
を

正
当

に
評

価
す

る
と

と
も

に
教

育
等

の
機

会
の

平
等

を
十

分
保

証
す

る
必

要
が

あ

る
。

能
力

向
上

に
対

す
る

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
が

重
要

。

第
2章

第
１

節
 

広
が

る
能

力
重

視
の

考
え

方
性

:「
能

力
主

義
」

を
重

視
す

る
企

業
が

増
加

し
、

個
人

も
受

け
入

れ
る

人
が

６
割

超
に

達
す

る
。

４
割

の
人

が
10

年
前

と
比

べ
所

得
・

収
入

の
格

差
が

拡
大

し
た

と
答

え
て

い
て

、
個

人
の

選
択

や
努

力
の

違
い

で
格

差
が

あ
る

の
は

当
然

と
い

う
考

え
方

を
７

割
の

人
が

肯
定

し
、

そ
の

割
合

は
30

代
で

最
も

高
く

世
帯

年
収

が
高

い
人

ほ
ど

高
い

。
年

功
賃

金
か

ら
能

力
・

業
績

主
義

的
な

賃
金

制
度

へ
移

行
し

て
い

く
と

若
年

と
中

高
年

の
間

の
賃

金
格

差
は

小
さ

く
な

る
が

同
一

世
代

内
で

の
格

差
は

広
が

る
可

能
性

が
あ

る
。

44
20

00
平

成
12

見
当

た
ら

ず
第

II
部

第
３

章
 

住
宅

取
得

の
た

め
の

貯
蓄

動
向

：
大

都
市

圏
で

は
全

国
平

均
よ

り
大

幅
な

地
価

下
落

が
続

い
て

い
る

こ
と

か
ら

宅
地

資
産

格
差

は
90

年
代

を
通

じ
て

縮
小

傾
向

に
あ

る

45
20

01
平

成
13

見
当

た
ら

ず

第
１

章
１

生
活

の
糧

を
得

る
機

能
に

関
す

る
変

化
：

従
来

型
の

男
女

の
役

割
分

担
に

同
感

し
な

い
人

が
増

え
て

い
る

が
、

女
性

は
仕

事
を

し
て

い
て

も
家

事
・

育
児

を
き

ち
ん

と
行

う
べ

き
と

考
え

る
人

の
割

合
は

依
然

と
し

て
高

く
、

家
事

を
分

担
し

て
い

る
男

性
は

少
な

い
。

３
．

老
親

等
の

介
護

や
扶

養
を

す
る

機
能

に
関

す
る

変
化

：
高

齢
世

帯
は

可
処

分
所

得
の

格
差

が
一

般
の

世
帯

に
比

べ
て

大
き

い
。

６
．

ま
と

め
：

制
度

、
慣

行
等

を
見

直
し

高
齢

者
を

一
律

に
弱

者
と

し
て

扱
わ

な
い

こ
と

が
重

要
。

第
2章

：
男

女
間

賃
金

格
差

は
フ

ル
タ

イ
ム

就
業

者
で

は
縮

小
傾

向
に

あ
る

。

46
20

03
平

成
15

（
は

じ
め

に
）

経
済

の
低

迷
が

⾧
引

く
と

と
も

に
、

若
年

の
就

業
環

境
は

厳
し

さ
を

増
し

て
い

る
。

お
わ

り
に

：
若

年
の

経
済

基
盤

は
単

に
弱

く
な

っ
て

い
る

だ
け

で
な

く
、

そ
の

格
差

も
拡

大
し

て
い

る

第
１

章
：

新
規

採
用

の
抑

制
と

パ
ー

ト
・

ア
ル

バ
イ

ト
の

拡
大

、
第

４
節

デ
フ

レ
と

消
費

の
低

迷
：

大
企

業
で

も
雇

用
不

安
の

状
況

は
例

外
で

は
な

く
な

っ
て

い
る

、
第

２
章

第
２

節
：

新
卒

の
正

社
員

が
減

少
し

低
賃

金
の

パ
ー

ト
・

ア
ル

バ
イ

ト
が

増
え

た
た

め
若

年
の

中
で

の
収

入
の

格
差

は
拡

大
し

て
い

る
、

パ
ー

ト
・

ア
ル

バ
イ

ト
は

正
社

員
の

よ
う

に
賃

金
が

年
齢

と
と

も
に

上
昇

し
な

い
。

47
20

04
平

成
16

見
当

た
ら

ず
見

当
た

ら
ず

48
20

05
平

成
17

（
む

す
び

）
子

育
て

世
代

に
対

す
る

支
援

で
は

所
得

格
差

を
固

定
化

し
な

い
こ

と
が

必
要

で
あ

る
第

2節
子

育
て

世
代

内
の

所
得

格
差

：
若

年
層

で
パ

ー
ト

・
ア

ル
バ

イ
ト

が
増

加
し

所
得

格
差

が
拡

大
し

て
い

る

49
20

06
平

成
18

（
む

す
び

）
挑

戦
し

や
す

い
環

境
づ

く
り

の
後

押
し

を
す

る
支

援
が

必
要

、
個

人
の

主
体

的
な

努
力

が
必

要
と

さ
れ

る

第
１

章
第

1節
２

．
若

年
者

が
適

職
を

探
し

始
め

る
理

由
：

正
社

員
比

率
の

低
下

に
よ

り
転

職
希

望
が

増
加

、
今

は
パ

ー

ト
・

ア
ル

バ
イ

ト
で

も
将

来
は

正
社

員
を

希
望

す
る

。
第

2章
第

2節
女

性
の

継
続

就
業

を
妨

げ
る

壁
：

女
性

の
労

働
力

率

の
M

字
カ

ー
ブ

の
解

消
傾

向
は

晩
婚

化
・

晩
産

化
に

よ
る

部
分

が
大

き
い

、
結

婚
や

出
産

を
契

機
に

離
職

す
る

女
性

は
依

然
と

し
て

多
い

67



50
20

07
平

成
19

見
当

た
ら

ず
第

３
章

第
2節

２
．

企
業

側
の

雇
用

方
針

、
人

材
育

成
方

針
の

変
化

：
日

本
的

雇
用

慣
行

は
変

化
し

て
お

り
大

企
業

を
中

心

に
成

果
主

義
の

導
入

が
進

み
年

齢
別

賃
金

カ
ー

ブ
の

傾
き

は
緩

や
か

に
な

っ
て

い
る

、
雇

用
の

非
正

規
化

が
進

ん
で

い
る

51
20

08
平

成
20

見
当

た
ら

ず
第

1章
第

3節
１

．
国

民
の

幸
福

度
：

一
人

当
た

り
G

D
P

と
幸

福
度

、
所

得
の

不
平

等
と

幸
福

感
の

間
に

は
相

関
が

み
ら

れ

な
い
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的には再び格差は拡⼤するのではないかという懸念を述べており、実際に終戦直後に急激
に縮⼩した格差は昭和 30年代半ばまでは拡⼤傾向だった。
終戦直後の格差の縮⼩の要因として、第 3 回⽩書は、⺠主化政策によって⾼額所得層が

分解されたことや、全体の実質的な賃⾦⽔準⾃体が相当に低位にあったことをあげている。
さらに、「これは特殊な場合であって、その後経済が安定して正常に復するに従って次第に
このひらきはひろがっていき、ここ数年は特にその勢いがつよまってきたというのが⼀般
的な傾向といえる」（ｐ４）と格差が拡⼤していることを述べている。第 11回 1966（昭和
41）年度⽩書は、①インフレの進⾏、農地解放、財閥解体等による財産所得の縮⼩、②新し
く誕⽣した労働組合の賃上げ圧⼒等による労働所得の増⼤、これに預⾦の封鎖や新円の発
⾏などが加わったことを格差縮⼩の背景としてあげており、特殊要因が多かったことを⽰
唆している。
戦前の農家所得は都市労働者の所得に⽐べてはるかに低かったが、1966（昭和 41）年度

⽩書は、1948（昭和 23年）時点では農家世帯の年間所得が都市勤労者世帯の年間実収⼊の
1.8 倍あり、農家世帯の⽅がむしろ所得が多かったとしている。（P46）、戦前は勤労者の収
⼊にはほとんど税⾦が課せらなかったのに対して戦後は額⾯所得の８％以上を税⾦に⽀払
っている（第 2回 1957（昭和 32）年度⽩書ｐ７）としているので、農家と都市勤労者の所
得の逆転は、⾮消費⽀出を控除した可処分所得でみると、さらに劇的なものだっただろう。
農家所得が都市勤労者を上回った原因については、第 2回 1957（昭和 32）年度⽩書は、終
戦後の⾷糧難で農産物価格が⾼騰したことをこの要因としているが、その後昭和 20年代後
半に都市労働者の所得が多くの年で 10％前後も上昇した⼀⽅で、農産物に対する価格維持
政策のために⾷糧難が改善していっても農家の所得が下落するようなことはなかったが、
伸びは低かったので急速に農家の優位は縮⼩した。

第 5回 1960（昭和 35）年度⽩書は「34年は低所得層の賃⾦が上昇して格差が縮⼩した」
と指摘して、それ以前の第 3回 1958（昭和 33）年度⽩書までとはトーンが変わり、第 8回
1963（昭和 38）年度⽩書では、明確に⾼い経済成⻑は格差の縮⼩をもたらすという⾒⽅に
変わっている。「第１部 まえがき」では、「⾼度経済成⻑は、国⺠全体の消費を向上せしめ
るとともに、国⺠⽣活の平準化傾向を強め、福祉社会実現へのみちをひらいた」と述べてい
る。
その後 1960年代半ば（昭和 40年代）以降については、第 39回 1995（平成 7）年度⽩書

は、「格差の程度を表すジニ係数で⾒て、所得格差は横ばいであり、⾦融資産格差は 70年ま
では⼤きく縮⼩したが、その後は横ばいであり、⼟地資産格差は 80年代後半に上昇したが、
現在は横ばいないしわずかな低下傾向にある」と述べている。
毎年度の⽣活⽩書でも、第 9回 1964（昭和 39）年度⽩書以降、多くの回で、我が国では

⾼度成⻑が所得・消費⽔準の上昇を実現すると同時に格差の縮⼩をもたらしたという記述
が⾒られ、こうした認識は⽣活⽩書のみでなく⼀般的に定着していると考える。
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第８回 1968（昭和 38）年度⽩書は、「第１部 総論」で、経済が成⻑し、国⺠の所得⽔準
が上昇するなかで、賃⾦格差の縮⼩が起こり、消費⽀出の平準化傾向が進んできたことを指
摘している。⽣産性の低い第⼀次産業から、第⼆次、第三次産業へと就業者が移動したこと
に加え、⾼度成⻑による労働⼒不⾜から企業間の賃⾦格差が縮⼩したこと、兼業農家が増加
し農外所得が増加したことなどから農家と都市労働者との所得格差も⼤幅に縮⼩した。
第 12回 1967（昭和 42）年度⽩書も、「第２部 階層別にみた国⺠⽣活」、の冒頭で、⾼度

成⻑は平均的な所得⽔準を著しく上昇させたものの階層別の影響は⼀様ではなかったが、
昭和 35年頃を境として、労働市場がひっ迫して所得の上昇とともに平準化傾向が進むとい
う特筆すべき現象が現れたと述べている。

⽇本経済は 1973（昭和 48）年 10⽉に第⼀次⽯油危機が発⽣する頃まで⾼成⻑を続けた
が、第 18回 1974（昭和 49）年度⽩書は、昭和 40年代に⼊って所得平準化の動きは鈍って
きたことを指摘している。さらに、列島改造ブームや⽯油危機による物価⾼騰が株式や不動
産など物価上昇に強い資産を多く保有する世帯とそれ以外との格差拡⼤という問題が注⽬
されるようになった。前年の第 17回 1973（昭和 48）年度⽩書は、働けない⾼齢者が増加
してきたことで、雇⽤機会の増⼤や賃⾦上昇の恩恵を得られない世帯が増加し、それが⽣活
保護世帯の構成に表れていることを指摘している。これに加えて、第 18回 1974（昭和 49）
年度⽩書は、「所得平準化の中に⽣じた不公平」（第 2章 第 2節 １、ｐ103）で、企業規模
別の賃⾦格差の縮⼩の動きが⽌まってきたことで、所得格差の平準化の動きが鈍り、保有資
産の差による物価上昇による恩恵と被害の不平等が相まって経済格差を拡⼤する要因とな
っていると指摘している。
第 19回 1975（昭和 50）年度⽩書は、昭和 49年から昭和 50年にかけての所得階層別の

所得・消費動向について、⾼い物価上昇率の中で、低所得層の所得の伸びは相対的に低く（ｐ
16）、消費の伸びはさらに低かったために消費性向が急激に落ち込んで、最も所得⽔準の⾼
い第Ⅴ分位の消費性向が最も所得⽔準の低い第Ⅰ分位を上回るという、従来の常識を覆す
ようなことが起きたことを指摘している。⽩書は直接的には述べていないが、⾼い物価上昇
率が消費⽣活に与えた打撃は低所得層ほど⾼く、格差が拡⼤したことを詳細に説明してい
る。第 20回 1976（昭和 51）年度⽩書は、19回⽩書が指摘した消費性向の逆転現象が解消
されたことを指摘しており、第⼀次⽯油危機によって引き起こされた資産格差問題への関
⼼の⾼まりは⼀時的なものにとどまったとみられる。
第 24回 1979（昭和 54）年度⽩書は、「第 3章 機会の平等と分配問題」で、「⾼度成⻑か

ら安定成⻑へと経済社会が移⾏する中で、労働需給が引き締まりから緩和へと変化したこ
となどにより賃⾦格差の縮⼩テンポは弱まっている」と述べている。
第⼆次⽯油危機では⽇本は他の先進⼯業国に⽐べて対応がうまくいき、国際的にみれば

経済への打撃を相対的に⼩さく抑えたものの、第 26回 1981（昭和 56）年度⽩書は、昭和
55年の世論調査で、「中の中」が減少して「中の下」が増加して、我が国で進んできた中流
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意識化に陰りが⾒えることを⽰唆しているが、⼤きな問題とはならなかった。
第 29回 1985（昭和 60）年度⽩書は、⾼度成⻑期は格差の縮⼩が進んだが、1980（昭和

50）年以降は格差は若⼲拡⼤気味に推移しているとしている。第 32回 1988(昭和 63)年度
⽩書と第 33 回 1989(昭和 64)年度⽩書は、家計調査を⽤いて、⾼度成⻑期に格差が⼤きく
縮⼩したあと、不況期に格差が拡⼤し・好況期に縮⼩するという動きをしており、1987、88
年には景気回復に伴い格差が若⼲縮⼩したことを指摘している。
第 48 回 2005(平成 17)年度⽩書は、⼦育て世代内の所得格差を分析しており、若年層で

パート・アルバイトが増加し所得格差が拡⼤していると指摘しているが、家計全体について
⾔及した部分はみられない。
第 48回 2005(平成 17)年度⽩書から第 50回 2007(平成 19)年⽩書には、本⽂に家計動向

や所得格差に⾔及した部分は⾒当たらないが、資料編があるのが確認でき、「資料編２・家
計、所得格差・資産格差」で幾つかの項⽬についてジニ係数を掲載している。勤労者世帯の
可処分所得のジニ係数は 2006年まであり、これからは所得格差は 1980年以降緩やかなが
ら拡⼤傾向だったとみられる。
第 6 章で述べたように、⽣活⽩書では次第に家計分析のウエイトが低下していき、つい

には毎年度の⽩書で家計の分析は⾏われなくなった。このためもあって、第 34回 1990(平
成 2)年度⽩書以降は家計全体の所得格差についての記述は少なくなっている。格差に関す
る分析や記述は、男⼥間格差や⾼齢者など限られ部分についてのものが多くなっている。

家計の所得格差についての他の⽂献やデータから⾒ると、1980 年以降⽇本の家計所得の
格差は、税や社会保障の効果を除外してみると、緩やかながら拡⼤傾向にあるが⼈⼝構造の
⾼齢化が⼤きな要因となっていて、公的年⾦や医療・介護保険などの社会保障制度による所
得移転効果が⼤きく、可処分所得や税や社会保障制度の効果を加味して⾒てみれば、ほぼ横
ばいとみられている。
ただし、⽇本の所得分配についての統計は不⼗分であることは否定できず、超⾼所得層に

所得と富が集中しつつあるという世界的な傾向が、⽇本でも起こっているという⾒⽅もあ
る。格差が拡⼤していると感じている⼈は少なくないようであり、もしも⽣活⽩書が継続し
て公表されていれば、多くの⼈が⽩書に実態の解明を求めただろう。

（資産格差）
第⼆次⼤戦によって多くの実物資産が失われ、その後の著しいインフレによって⾦融資

産も実質価値が⼤きく低下したため、戦後の経済成⻑で所得⽔準が上昇しても、資産の厚み
の薄さが問題とされることが多かった。この時期統計はまだ整備されていなかったものの、
第 3回 1958（昭和 33）年度⽩書は、耐久消費財の保有額などを使って資産の格差を検討し
ている。
第 18回 1974（昭和 49）年度⽩書は、昭和 40年代に⼊って所得平準化の動きは鈍ってき
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たことを指摘し、さらに、列島改造ブームや⽯油危機による物価⾼騰が株式や不動産など物
価上昇に強い資産を多く保有する世帯とそれ以外との格差が拡⼤するという資産格差の問
題が注⽬された。その後⽩書で⼤きく取り上げられてはいないので、この時の関⼼の⾼まり
は⼀時的なものであったようだ。
第 29回 1985（昭和 60）年度⽩書は、所得格差と同様に⾦融資産の格差も、⾼度成⻑期

に急速に縮⼩した後、昭和 50 年以降は若⼲拡⼤気味に推移しているとしている。第 31 回
1987（昭和 62）年度⽩書は、家計の資産が徐々に厚みを増す中で、株価や地価が上昇し、
家計でも財テクや⼟地テクと⾔われるような資産形成にかかわる話題が関⼼を集めている
として第Ⅱ章で家計資産の分析をしているが、格差の問題という認識は⽰していない。しか
し、第 32回 1988（昭和 63年度）⽩書になると、「公表に当たって」で、「最近の東京圏に
おける地価⾼騰により⼟地を持っている者と持っていない者との格差が拡⼤していること
に対して、国⺠の間に不公平感の⾼まりがみられています」と述べるなど、資産格差の問題
が⼤きくなっていた。⽩書では、「第 4章⽣活の多様性と格差」で格差問題を詳しく論じて
いる。
東京圏の地価⾼騰は⼤阪圏や名古屋圏へ波及し、さらに地⽅都市へと波及した。第 33回

1989（平成元）年度⽩書は、「資産としての住宅」（第Ⅰ部第 4章）で、地価⾼騰が居住に与
えた影響を分析している。「家計が保有する⼟地資産額は有価証券保有残⾼に⽐べてはるか
に⼤きく、地価⾼騰により住宅保有者の資産は⼤きく増加するが、持家のキャピタルゲイン
を実現することは難しい。地価⾼騰の問題は、⼟地資産が次世代に引き継がれていく⼀⽅で、
⼟地を保有しない世帯は持ち家を購⼊することができず、⼟地を『持つ者』と『持たざる者』
の格差が固定することである」と述べている。
第 34回 1990（平成 2）年度⽩書も、引き続き「第Ⅰ部第 2章資産格差と国⺠⽣活」で資

産格差の問題を取り上げている。第 36回 1992（平成４）年度⽩書は、「第Ⅱ部第１章第 4
節資産価格の低下と資産価格の縮⼩」で、地価が下落に転じ、⼟地資産格差が⼩幅ながら縮
⼩したが、依然として地価は⾼⽔準で引き続き対処が必要であると述べている。地価は下落
を続けたものの、⽣活⽩書では第 44 回 2000(平成 12)年度⽩書まで断続的に⼟地資産のジ
ニ係数が掲載されているが、簡単に格差の動向が述べられているのみであり、分析などはみ
られず関⼼が薄れたことをうかがわせる。

３．⽣活⽩書の所得格差に対する考え⽅

初期の⽣活⽩書では、政府が⺠間の経済活動に関与して国⺠の福祉を向上される福祉国
家を実現するという考え⽅が⾊濃くあったが、⼆度にわたる⽯油危機を経て政府の活動を
縮⼩すべきであるという考え⽅が強くなっていったように⾒える。
⽇本社会が多様化して、単純にそれぞれの家計の所得⽔準を⽐較できなくなっていった

ことも加わって、⽣活⽩書の所得格差に対する考え⽅も、時代によって変わってきた。
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第 3回 1958（昭和 33）年度⽩書は、「むすび」で、低所得者層の福利増進のために社会
保障諸政策の充実を図ることが社会的緊張を和らげて経済運営を円滑に進めるうえでも重
要な意義を持つと指摘している。
第 5回 1960（昭和 35）年度⽩書は、都市世帯全体でみると農家の消費⽔準を⼤きく上回

るが、都市世帯の、経営者、⾃由業者などは平均を⼤きく上回る⼀⽅で、臨時・⽇雇い世帯
は農家の⽔準を⼤きく下回るなど、都市世帯内の格差が⼤きいことを指摘している。「第１
部 総説、４．これからの国⺠⽣活の問題点と⽣活⾏政の課題」では、問題点として、その
第⼀に所得格差をあげていて、円滑な経済成⻑を続けていく上で低所得層への配慮が必要
だとしている。
第 12回 1967（昭和 42）年度⽩書は、「発刊に当たって」の中で、「昭和 30年以来の経済

の⾼度成⻑は、私的消費の量的拡⼤と内容の⾼度化をもたらし、また、所得、年齢、職業別
などの各階層間の格差を縮⼩させた」と述べている⼀⽅で、階層間の格差縮⼩では教育・基
礎研究、看護・保⺟等の⼈たちは社会的に重要でありながら経済成⻑の成果を受けるのが遅
れるという問題を指摘しており、経済成⻑だけで格差問題が解消されるわけではなく、社会
的に望ましい資源配分ができるわけでもないことを⽰唆している。また、1967（昭和 42）
年度⽩書は、「第２部 階層別にみた国⺠⽣活」の冒頭で、「現在、世界各国は、その経済体
制のいかんを問わず、いっそう充実した福祉国家を実現するため、いろいろな施策を実⾏し
ている。福祉国家の要件として、⼀国の平均的な所得・消費⽔準が上昇するばかりでなく、
あらゆる階層の⼈々の所得・消費⽔準が向上するものでなければならいであろう」と述べて
いて、政府は積極的に格差問題に介⼊すべきという姿勢が⾒える。
第 13回 1968（昭和 43）年度⽩書は、「⽣活⽬標別にみた⽣活⽔準」（第 1編・第２部・

第 2章）で、真に豊かな⽣活において達成されるべき⽬標として、健康、安全、快適、創造、
平等の５つをあげている。平等については、ナショナル・ミニマムの確保と能⼒に応じた機
会均等が満たされることを基本的条件とし、その上で、各⼈の働き（社会への貢献度）に応
じて適正な報酬が与えられることを第３の内容としている。
ナショナル・ミニマムは、全国⺠に確保されるべき必要最低限の⽣活⽔準の⾔い換えであ

り、内容と⽔準は、平均的な⽣活⽔準の向上や価値意識の変化によって異なってくるとして
いる。機会均等については、⾼等教育において、国⽴では各階層とも同じような割合である
のに対して、私⽴では所得⽔準の低い層の出⾝者の割合が著しく低いことを問題として指
摘している。
第 24回 1979（昭和 54）年度⽩書は、「第 3章 機会の平等と分配問題」、で格差問題を

論じているが、第⼀次⽯油危機を経て、格差に対する考え⽅には変化の兆しが⾒られる。巻
頭の「昭和 54年度国⺠⽣活⽩書の公表に当たって」では、「⽣活⽔準が向上する中で⽣活意
識も似てくると、かえって⼈々が互いの違いに敏感になるといった傾向がみられ、公正や平
等への関⼼が⾼くなっております」と述べ、この⽩書では「機会と分配の平等問題を取り上
げ、教育・職業など⼈⽣における様々な選択機会と所得・資産の分配についての現状を明ら
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かにし、個⼈の努⼒や能⼒が報いられる社会を⽬指すことが必要であると述べております」
としていて、機会の平等が以前よりも強調されている。
第 29回 1985（昭和 60）年度⽩書は、昭和 60年代の国⺠⽣活政策の基本的⽅向の第⼆と

して、「⾼度成⻑の成果として得られた平等性を維持し、⾼めていくこと」をあげ、「持続的
成⻑の維持とともに世帯間流動性等種々の機会の平等性をさらに⾼めていく必要があろう」
と述べ、「公的負担や所得移転の制度については、資源配分の機能との調和を図りつつ、所
得分配の機能にも⼗分配慮した政策⼿段の選択が求められよう」と述べている。機会の平等
を強調する姿勢はこの⽩書でも⼀貫して保持しているが、次第に努⼒に対する適切な報酬
という資源配分機能の重要性が⾼まり、ナショナル・ミニマムの充⾜を⽬指した分配政策に
は資源配分機能との調和を求めるようになった。このような変化の背景には、消費⽔準が上
昇して基礎的な欲求が満たされれば、⼈々は個性化、多様化に向かい、第 29回⽩書が述べ
ているように、中流意識も「⼈並み中流」から「違いのわかる中流」へと成熟しつつあると
認識していたことがあったとみるられるだろう。

資産格差の問題が⼤きくなる中で作成された、第 31回 1988（昭和 63）年度⽩書は、「は
じめに」で、格差を個⼈の選択や努⼒などの任意的要因の反映とみなされるものと、個⼈の
選択や努⼒を越えた外部要因で⽣じるものに分けて、国⺠の多数が任意的要因による格差
は容認しているが、外部要因による格差は豊かさの実感の不⾜に強く影響しているとして
いる。さらに、⽩書は任意的要因による格差を是認する傾向が強いことを、「格差に関する
国⺠の意識は成熟化しつつある」と評価し、こうした意識の成熟化のためには、「個⼈の選
択や努⼒が公平な条件の下で⾏われ、その結果や成果が正当に評価されるようになってい
ることが必要である」としている。
第 13回 1968（昭和 43）年度⽩書と第 31回 1988（昭和 63）年度⽩書との格差に対する

考え⽅を⽐較すると（表 7-2）、第 13回⽩書が平等について達成されるべき条件としてあげ
た３つの条件の「能⼒に応じた機会均等」という条件には「個⼈の選択や努⼒が公平な条件
の下で⾏われる」が対応し、第 13回⽩書の「各⼈の働きに応じた適正な報酬」には「結果
や成果が正当に評価される」に対応していると考えられる。

しかし、第 13回⽩書が基本的条件のひとつとしてあげた「ナショナル・ミニマムの確保」
に対応するものは⾒当たらない。第 29回⽩書の⾼度成⻑によって我が国は豊かで平等な社

表7-2 格差に対する考え⽅の⽐較
第31回1989(平成元）年度⽩書

基本的条件
ナショナル・ミニマムの確保 ⾔及なし（任意的要因による差は容認）
能⼒に応じた機会均等 個⼈の選択や努⼒が公平な条件の下で⾏われる

第３の内容
各⼈の働きに応じた適正な報酬 結果や成果が正当に評価される

第13回1968(昭和43）年度⽩書
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会を実現できたという認識や、第 31回⽩書の任意的要因による差は国⺠が認めているとい
う現状認識を反映しているものであろう。第 13回⽩書が、基本的条件である機会の均等と
最低限の⽣活⽔準の保証という分配が満たされた上で満たされるべき重要度が⼀段低い条
件であった、成果に対する適正な報酬という条件が、第 31回⽩書では機会の平等と並ぶ要
件となっている。さらに、ナショナル・ミニマムを実現する重要な⼿法である税や社会保障
制度について、第 29回⽩書では資源配分機能との調和を図ることを求めるようになってい
たことも考え合わせると、インセンティブを維持して効率的な資源配分を⾏うことがより
重視されるようになって来たとみることができるであろう。

第 31回 1988（昭和 63）年度⽩書よりも後の⽣活⽩書には所得格差に対する考え⽅を詳
しく述べた部分は⾒当たらない。厚⽣労働省が発表している「所得再分配調査」では、1980
年代以降、当初所得でも再分配所得でもジニ係数は緩やかだが上昇傾向にあった。1991 年
頃にバブルが崩壊し、その後⽇本経済は低迷と混乱が続き、失業率が５％程度にまで上昇す
る中で特に若年の失業率が⾼まったり、所得の低い⾮正規雇⽤者が増加したりして、2006
年には「格差社会」という⾔葉が流⾏語⼤賞のトップテンに⼊るなど、格差問題に対する社
会的関⼼は⾼かった。
格差問題に関連がある記述として、国⺠⽣活⽩書で⽬につくのは、機会の平等や家計がリ

スクを取るといったことである。⼈⼝構造の⾼齢化によって年⾦・医療・介護など社会保障
費⽤の増加が続くと⾒込まれる中で、政府債務のGDP⽐が先進諸国でも最悪と⾔われるほ
ど⾼くなるなど財政状況が悪化している。これに対して、所得の伸び悩みから家計では税や
社会保険料等に対する負担感が強く、国⺠は公的負担をさらに拡充することに後ろ向きで
ある。こうした中で社会保障制度をさらに強化して格差を縮⼩することが困難であったこ
とは確かである。
また、1980年代後半のバブルが崩壊した後、⽇本経済は低成⻑が続いており、このため、

政策が経済成⻑を促進するという視点から、企業の投資促進のために、家計にリスクの負担
を求める⽅向に向かってきたこともあって、機会の平等を強調し、結果の平等については競
争のインセンティブを阻害しないように、抑制的な考えに傾いてきたのではないだろうか。

（格差問題の複雑化）
国⺠の⽣活が多様化する中で、⽣活⽩書が初めて作成された昭和 30 年頃の都市と農村、

世帯の所得階層別といった単純な⽐較では、格差の実態を判断できなくなってきた。
例えば、⼥性の社会参加が進むことによって、世帯間の所得格差は単純なものではなくな

ってきた。第 24回 1979（昭和 54）年度⽩書は、世帯主以外の家族の所得が世帯間の所得
格差を拡⼤させているということを指摘した。続いて第 26回 1982（昭和 57）年度⽩書は、
世帯主の所得が⽐較的⾼い層で妻の有業率上昇が顕著であることを指摘している。世帯主
の所得が⾼いほど妻の有業率が低いというダグラス・有沢の法則が、崩れつつあることを⽰
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唆したものである。かつて妻の就業は世帯主の収⼊の不⾜を補充するために⾏われていた
が、⼥性の⾼学歴化・社会進出が進み、男⼥間の賃⾦格差が縮⼩していく中で、有配偶者⼥
性の就業の意味が変わってきた。第 28回 1984（昭和 59）年度⽩書は、近年の特徴として
家計収⼊に占める妻の収⼊の割合が上昇していることをあげ、所得分布に与える影響を詳
細に検討しており、額⾯の所得だけでなく可処分所得についても格差の拡⼤をもたらして
いるとしている。
第 29回 1985（昭和 60）年度⽩書は、世帯主以外の収⼊が所得格差をやや拡⼤させてい

ることについて、「主婦の就業は、⽣活費のかさむ中後年齢層の世帯において、これを補て
んするために⾏われる場合も多いと考えられる。したがって、妻の収⼊の増加が世帯全体の
所得分布に与える影響を、従来からみられる世帯主の職業や学歴の相違からくる所得格差
と同列にとらえることは必ずしも適当ではない」と述べている。
⽩書は明確には述べていないが、世帯主のみが働くのか、夫婦が⼆⼈とも働くのかで世帯

間の所得に差が⽣まれた場合に、それを所得格差、あるいは是正すべき差とみなすべきなの
かという問題が発⽣したことを述べたものと⾔えるだろう。かつては配偶者の就労は世帯
主の所得の不⾜を補うものであったが、男⼥の所得格差が縮⼩したことで、その意味が⼤き
く変わっている。現在では⼤学や職場で⾼学歴の男⼥が出合って世帯を形成し、夫婦がとも
に⾼収⼊を得るというパワーカップルを誕⽣させた。このような世帯は⼦供に積極的に⾼
等教育を受けさせ、また教育費に資⾦を投⼊する余裕も⼤きいことから、⼦供世代がパワー
カップルを形成していく可能性が⾼い。学歴を通じた世代間の格差継承が起こりやすくな
るという新たな問題を発⽣させていると⾔えるだろう。どこまでが個⼈の選択による結果
で、どこからが個⼈の選択や努⼒の及ばないものによる結果なのかという区別も判断が難
しくなっていると考える。
世帯単位での所得⽔準の⽐較が次第に難しいものになってきた要因としては、他にも⼈

⼝構造の⾼齢化や世帯⼈員の減少などがあげられる。⾼齢化が進んで退職して年⾦で⽣活
する⼈が増えれば税や社会保障の効果を除いた当初所得がほとんどゼロという世帯が⼤幅
に増加するので世帯間の所得格差は⼤きくなるが、これをもって⽇本の所得格差が拡⼤し
たと評価するのは不適当だ。税・社会保障の効果を加味しても、現役世代と引退後の世代の
⽣活には⼤きな違いがあるので、所得や消費の⽔準がある程度違うのは⾃然である。社会に
おける格差の状況を把握する上で、こうした⼈⼝構造の変化をどのように考慮するかも簡
単な問題ではない。格差問題は複雑になり、評価が難しくなってきたと⾔えるだろう。
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第 8 章 地域格差について 
 

１．生活白書における地域格差問題 

 国民生活白書では地域間格差についてもよく取り上げられているテーマではある。これ

についても格差なのか、較差なのか、対象とする事項への問題意識の差異によって判別す

るべきものである。生活白書において地域間の比較が所得の差異を典型とするものの、「生

活格差」と表現する回もあり、地域間格差を注目するときに地域間に存する何の格差（あ

るいは較差）を話題にしようとするかが白書により異なる。多岐にわたる項目の比較によ

って、評価ではなくその差を観察しているといえる記述もある。 

また生活白書における「地域間」の比較対象については、都市対農村、大都市対地方、

東京対それ以外の都市、人口規模別都市間、単に行政区域間など、様々な地域の範疇が登

場する。このうち生活白書では端的に都市と農村の対比で差をみるというものが大宗を占

める。例えば第 1 回 1956(昭和 31)年度白書では、p.73～75 で都市と農村のタバコの 1 世帯

当りの銘柄別消費量の違いを示し、都市では「新生」、農村では「バット」の消費が大きく、

「新生」は都市、農村のいずれでも増加していると記している。これは「格差」として捉

えるということではなかろう。また家庭燃料の消費実態の都市と農村での相違、京浜、京

阪神、名古屋、西部、広島での人口とガスの需要戸数・消費量の比較がなされているが、

これも地域間格差の問題意識から発するものではない。 

 以降の回の白書でも第５回 1960(昭和 35)年度白書では農家のエンゲル係数が都市世帯よ

りも高いものの蛋白質や脂肪の摂取量が少なく、都市世帯の方が高級な食糧を摂取してい

るという記述があるが、これも同様に格差の問題意識からの記述ではない。 

 

２．経済計画・全国総合開発計画との関連 

地域格差が課題だと意識されたのは、1960(昭和 35)年末に策定された「国民所得倍増計

画」における一連の論争に由来する。すなわち太平洋ベルト地帯構想を掲げた当該計画を

閣議決定するに際して生じた社会的不満を収拾するために講じた「国民所得倍増計画の構

想」で宣された大きく３つの対応策の表明に基づいているといえる。それは太平洋ベルト

地帯とそれ以外の地域間に生じる格差の解消、工業と農業の産業間に生じる格差の解消、

そして大企業と中小企業の業態間に生じる格差の解消である。第一の地域間格差の是正に

関しては、1962(昭和 37)年に「地域間の均衡ある発展」を謳う最初の全国総合開発計画(一

全総)が策定され、第二の産業間の格差是正に向けては 1961(昭和 36)年に農業基本法を制

定することで農業振興を図ろうとし、第三の業態間の格差是正に関しては 1963(昭和 38)年

に中小企業基本法の制定によって中小企業への助成策を講じたことをもって実施したので
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ある。 

「国民所得倍増計画の構想」をめぐる政府の対応については、第 6 回 1961(昭和 36)年白

書においても「国民生活白書の刊行にあたって」のなかで、「わが国の各地域間にはなおか

なりの生活の格差があり、これを是正することが、『国民所得倍増計画』の実施にさいして

も強く要請されている」とし、「今回国民生活の地域差という観点から分析を行」い、国民

生活の地域格差の問題意識は、消費水準格差、生活水準格差、社会的生活環境格差に焦点

を当て、所得水準、就業構造、人口流動の地域差について言及している。ここで「地域差」

と「地域格差」の語を慎重に書き分けてもいる。消費水準という生活のフロー面に加え、

貯蓄、住宅、耐久消費財の保有という生活のストック面にも目を向け、生活の近代化や上

下水道、道路、交通といった社会資本など幅広くその地域差を取り上げた。大都市では密

集の弊害を是正するために産業の地方立地が必要とし、事実一全総により地方部での開発

拠点が指定され、産業の地方立地が進められたのである。 

第 7 回 1962(昭和 37)年度白書においては都市生活を中心にして引き続き国民生活の地域

的較差についての分析を行っている。都市生活の変化、都市への人口集中、都市間での地

域差、都市ごとの施設普及度の相違を分析している。 

第 8 回 1963(昭和 38)年度白書の「国民生活白書の刊行にあたって」においては、「都市

と農村、都市勤労者相互間において収入、消費の格差が縮小し、また消費生活の平準化が

進んだ・・・」としている。わが国の高度経済成⾧過程では、増加する所得を背景に経済

の拡大が都市・農村間の所得格差の均衡に寄与し、都市的生活パターンが全国に波及して

生活の均質化が進展したとしている。また第 9 回 1964(昭和 39)年度白書でも、p.84～89

において、都市・農村間の所得格差が縮小していると表明している。さらに p.98～99 にお

いては 46 都道府県を分配所得の高い方から 5 グループに分けて比較すると、所得の高い都

道府県グループでは第二次産業の県内生産所得構成比が高いと分析している。すなわち所

得の地域格差は第二次産業の割合に依拠していることが明らかにされた。 

1969(昭和 44)年には、第 2 次の全総計画である新全総が策定された。経済の高度成⾧を

背景にさらなる国土開発を進めることで経済の拡大を図り、結果として国土の均衡ある発

展を目指したものである。第 15 回 1971(昭和 46)年度白書では、p.8～10 において、1 人当

たり県民所得、可住地面積当たり県民所得の変動係数の時系列変化をみることで、実際に

地域間格差の縮小が進んできたことを確認している。しかし、1970(昭和 45)年は成⾧の歪

みといわれた公害問題が顕在化・深刻化し、この年 11 月末に召集された臨時国会の主要議

題は公害対策一色となり「公害国会」と呼ばれた。わが国の高度経済成⾧もこれと軌を一

にして終焉を迎えた。その元凶は政府が進める国土開発であり、経済成⾧優先政策の過怠

であるとされた。朝日新聞はそれを象徴する「くたばれＧＮＰ」の標語をもってしてキャ

ンペーンを張った。 

第 16 回 1972(昭和 47)年度白書では、所得格差の縮小傾向が停滞していること、第 18 回

1974(昭和 49)年白書では、「所得平準化の動きが止まるとともに、物価・地価上昇は保有資
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産の相違による新しい不公平の動きが生じたとし、そのむすびでは、GNP(Gross National 

Production)指標に代わって社会指標（Social Indicators）や NNW(Net National Welfare)指

標が提案されている。これらの白書では地域格差の問題としては注目していないが、第 22

回 1978(昭和 53)年度白書では、1965(昭和 40)年から 1975(昭和 50)年にかけて社会指標で

みる生活の質の地域間の平準化は進んだと回顧している。 

その後のわが国の進路はドルショック、オイルショックなどを経た大きな潮流変化のな

かで安定的な経済成⾧軌道に移ってきた。かつての高度経済成⾧期とは異なり、わが国の

社会は人口流動が弱まり、地方圏から東京など大都市圏への人口流入が沈静化し、人口の

地方回帰がみられたのだった。1977(昭和 52)年には人口・産業の「大都市への集中を抑制

し、一方地方を振興する」という定住構想を掲げた三全総(第三次全国総合開発)が策定され、

地方部での革新首⾧誕生とも相まって「地方の時代」と呼ばれた。その効果は人口動態に

顕れ、日本の総人口が増加する中で、とりわけ 1977(昭和 52)年から 1980(昭和 55)年の期

間では、人口減少県が 47 都道府県中で唯一東京都だけという稀有な現象がみられるように

までなった。人口の地方定住が進んだことをみてとれた。⾧期でみた所得の地域間格差は

1961(昭和 36)年頃がピークでその後は現在に至るまで、全般的には縮小傾向にあるが、そ

の縮小傾向の中にあっても、地方から大都市部への人口移動が活発化する時期には所得の

地域間格差が相対的に縮小する傾向にあり、一方で地方回帰が進むときには地域間格差が

相対的に拡大したといえる。第 26 回 1982(昭和 57)年度白書においては、p.75～83 で「30

年代には大きな地域間所得格差がみられた。・・・しかし、その後の地方圏に傾斜した行政

資金配分や地方分散政策をてこに、地方圏の経済力が高まり、それを反映して所得格差は

急速に縮小した。」、「35 年から 50 年にかけて急速な格差是正が進んでいる。」と記述するに

至るのである。 

 

３．東京一極集中問題への変質 

生活白書がそのような分析をする一方で、1982(昭和 57)から東京都人口に再び増加の兆

しがみえた。東京への人口の再集中とともに諸機能の東京への集中は「東京一極集中」と

呼ばれる事態になっていった。それまでの大都市対地方という対比の構成は、東京対その

他という構造に変化し、同時に東京の地価の高騰を生じさせた。地域格差の問題は、東京

とその他地域の間での差異に注目が集まるものとなったのである。 

第 29 回 1985(昭和 60)年度白書では、「近年所得の伸びが鈍化する中で格差が拡大するき

ざしもみられる」とし、「機会の平等性をさらに高めていくことが必要で、公的負担や所得

移転の制度は資源配分の機能との調和を図るべき」としている。 

G5 の財務担当大臣が 1985(昭和 60)年にニューヨークのプラザホテルに集い、「円高・ド

ル安」容認を決した「プラザ合意」があった。それへの対処として政府が実施した大幅な

金融緩和、公共投資の拡大などが空前の好景気、バブル景気をもたらすこととなった。
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1987(昭和 62)年に政府は、交流ネットワークを構想とする 4 回目となる四全総を策定した。

この策定過程では、かつての所得倍増計画策定時の論争を想起させるように地方からの強

烈な反発により、東京と地方間に生じている格差を是正するべく、結果としてどの全総計

画よりも入念に「国土の均衡ある発展」が記された。わが国の GNP は大きくなり、遂には

世界経済の 1 割を占めるまでになった。 

第 32 回 1988(昭和 63)年度白書では、「生活白書の公表に当たって」で、豊かさを実感で

きないなかで、「割高感がある生活関連費用、地価の高騰、生活の種々な分野に関する不公

平感の存在等」もあり、「特に最近の東京圏の地価の高騰により土地を持っている者と持っ

ていない者との格差が拡大していることに対して、国民の間に不公平感の高まりがみられ」、

格差を評価するのは難しいが、「個人の選択、努力等の枠を越えた外部的な要因で生じるよ

うな格差に対しては、政策的に対応し、社会全体としての公平・公正を確保していくこと

が重要」だとしている。第 33 回 1989(平成元)年度白書では、「⾧期好況の中で地価高騰の

影響で資産格差の拡大による不公平感が大きい」ことが問題だとし、大都市圏で持家世帯

の割合が低下し、東京圏で土地を「持つ者と持たざる者」の格差が固定するという問題が

深刻だとしている。第 34 回 1990(平成 2)年度白書では、地価高騰の他の大都市圏への波及

は、「持てるもの」と「持たざるもの」の不平等感をも波及させているとしている。所得・

金融資産格差と異なり、とりわけ土地資産格差は個人の能力・努力とは無関係な要因によ

ることが大きいことから不公平感も大きいと指摘した。バブル経済期においては、世界都

市東京とそれ以外の地域という構図での地域間格差が注目された。 

第 35 回 1991(平成 3)年度白書では、副題に「東京と地方－ゆたかさへの多様な選択－」

を掲げ、専ら東京と地方の比較を行っている。そこでは、東京圏は生活の豊かさ指標でみ

れば下位にあるとしながらも、東京圏とそれ以外の格差はますます拡がっていると指摘し

ている。第 36 回 1992(平成 4)年度白書では、東京圏にある大学に入学させると 1.5 倍の費

用がかかるこという「格差」を主張しながらも、地価が下落を始めたことにより土地資産

格差、さらには金融資産格差が縮小し始めたと分析していた。 

いわゆるバブル崩壊後のわが国では、土地資産格差の縮小に伴い、金融資産格差の地域

間格差も確実に縮小していると記している(第 39 回 1995(平成 7)年度白書、第 40 回 1996(平

成 8)年度白書)。そして、第 41 回 1997(平成 8)年度白書以降での格差問題は、女性の雇用

における男女間賃金格差、正社員と非正規との格差などに関心点が移り、地域間の格差と

いう視点での言及はなくなった。第 51 回 2008(平成 20)年度白書では、一人当たり GDP

や所得の不平等と幸福感との間に相関はみられないとさえ述べられている。 
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第９章 社会背景と国民生活の変遷 
 

国民生活白書は、衣食住面での国民生活の変化と向上について分析することが当初の中

心的課題であった。その視点は家計の分析を手段として国民の暮らしの状況を明らかにす

ることであったが、やがて時々のテーマを重点的に取り上げることが多くなった。例えば

地域比較、所得階層、年齢階層、職業などの観点から、時には国際比較も混じえて国民生

活の状況を明らかにしようとしてきた。さらに政府の公表文書として、国民生活行政の方

針についても記述された。生活白書がとりあげてきた時々のテーマは時代の関心事の変遷

を反映しているといえるだろう。 

生活白書が公表された昭和 30 年代以降を機械的に区切った大まかな時代区分でみて、以

下の表によってそれぞれの期間での政治、経済、社会などの動向を回顧しながら、白書の

記述の変遷をみていくこととする。それは生活に身近な、いわばミクロな視点を扱う生活

白書ではあるが、同時に生活を取り巻く社会全体、さらには国際情勢といういわばマクロ

の動きとは無関係ではありえないからである。 

 

表９-1 社会背景と国民生活白書 

 

白

書 

回 

暦

年 

元

号 
国際情勢・政治 経済・社会 

娯楽・映画・ 

流行歌 

復 

興 

期 

1 1956 

昭

和 

31 

10.19 日ソ共同宣言 

10.29-第二次中東戦

争 

12.18 日本が国際連

合加盟 

12.23 石橋内閣発足 

洗濯機・冷蔵庫・掃

除機の「3 種の神器」

普及 

3.19 日本住宅公団が

入居者募集開始 

4.16 日本道路公団設

立 

太陽族ブーム 

神武景気('54-'57) 

もはや戦後ではない 

「太陽の季節」 

2 1957 32 

2.25 岸内閣発足 

ソ連が人工衛星スプ

ートニク 1 号打ち上

げ 

南極昭和基地設営 

 

12 新⾧期計画 

東京だよおっ母さん 

有楽町で逢いましょ

う 

3 1958 33 

米国が人工衛星エク

スプローラー1 号打

ち上げ 

関門トンネル開通 

東京タワー完成 

世界初インスタント

「私は貝になりた

い」 

星は何でも知ってい
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ラーメン「チキンラ

ーメン」発売 

る 

「月光仮面」 

4 1959 34 

  天覧野球試合 

岩戸景気('58-'61) 

「緑のおばさん」登

場 

南国土佐を後にして 

「人間の条件」 

ザ・ヒットパレード 

5 1960 35 

6.23 日米安保条

約・地位協定発効 

7.19 池田内閣発足 

7.27-OECD 創設 

9.14-OPEC 結成 

 

4.30 世界初トランジ

スタテレビ発売 

6.10-安保騒動 

9.10-カラーテレビ本

放送開始 

12 国民所得倍増計画 

「ベン・ハー」天覧

上映 

アカシアの雨がやむ

とき 

ミヨちゃん 

ララミー牧場 

ダッコちゃんブーム 

高 

度 

成 

⾧ 

期 

6 1961 36 

1.20 米ケネディ大

統領就任 

10.31 ソ連初の水爆

実験 

8.13-ベルリンに壁 

人類初有人衛星ボス

トーク 1 号でガガー

リン地球一周 「地

球は青かった」 

 

4 国民皆保険制度発足 

 

10.1 柏戸・大鵬が横

綱同時昇進 

上を向いて歩こう 

スーダラ節 

「ウエスト・サイド

物語」 

NHK 朝の連続テレビ

小説始まる 

7 1962 37 

 

 

10.22-キューバ危機 

 

 

8.12 世界初ヨット単

独太平洋横断航海 

 

10.5 一全総決定 

12.20 首都高速道路

(芝浦-京橋)開通 

テレビ受信契約者が

1,000 万人突破(普及

率 48.5%) 

いつでも夢を 

遠くへ行きたい 

「アラビアのロレン

ス」 

「秋刀魚の味」 

8 1963 38 

 

 

 

11.22 ケネディ暗殺 

 

6.5 黒部川第四発電所

完成 

7.11 老人福祉法制定 

7.16 名神高速道路(栗

東-尼崎)開通 

1.1-鉄腕アトム放送開

始 

4.7-NHK 大河ドラマ

放送開始 

「ハワイの若大将」 

「007 ロシアより愛を

こめて」 

風に吹かれて 

見上げてごらん夜の

星を 

こんにちは赤ちゃん 
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9 1964 39 

1.8 ジョンソン大統

領「貧困との戦い」 

4.28 日本 IMF8 条

国、OECD に加盟 

8.2,4 トンキン湾事

件 

 

11.9 佐藤内閣発足 

 

9.23 王貞治 55 本塁打

達成 

10.1 東海道新幹線開

業 

10.10-東京オリンピッ

ク 

4.1-NET 日本初のワ

イドショー(木島則夫

モーニングショー) 

明日があるさ 

ウナ・セラ・ディ東

京 

お座敷小唄 

「007 ゴールドフィン

ガー」 

「マイ・フェア・レ

ディ」 

10 1965 40 

2.7 北爆開始 

6.22 日韓基本条約 

1 中期経済計画 

4 国産旅客機 YS-11

就航 

5 山一證券に日銀特融 

7.1 名神高速道路全線

開通 

10.2 朝永振一郎ノー

ベル物理学賞 

11 戦後初の赤字国債

発行 

社会開発 

ジャルパック発売 

ベ平連 

パンタロン流行 

アイビー・スタイル

流行 

「サウンド・オブ・

ミュージック」 

「赤ひげ」 

君といつまでも 

柔 

11 1966 41 

  日本人口 1 億人突破 

6.22-三里塚闘争 

6.29 ビートルズ来日 

7.17-ウルトラマン放

送開始 

サウンド・オブ・サ

イレンス 

夕陽が泣いている 

空に星があるように 

いつまでもいつまで

も 

12 1967 42 

 

7 欧州共同体(EC)発

足 

3 経済社会発展計画 

10.2 オールナイトニ

ッポン放送開始 

10.18 ツイッギー来日 

恋のハレルヤ 

この広い野原いっぱ

い 

イムジン河 

「007 は二度死ぬ」 
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13 1968 43 

6.26-小笠原諸島返

還 

7.7 参議院選挙石原

慎太郎、青島幸男、

横山ノックなどタレ

ント議員当選 

 

4.12 霞が関ビル 36F

オープン 

10.17 川端康成初のノ

ーベル文学賞受章 

12.10 三億円事件 

いざなぎ景気('65-'70) 

昭和元禄 

「2001 年宇宙の旅」 

「猿の惑星」 

星影のワルツ 

君だけに愛を 

悲しくてやりきれな

い 

恋の季節 

ブルーライトヨコハ

マ 

- 1969 44 

1.20 ニクソン大統

領就任 

4.15 美濃部亮吉都

知事当選 

 

7.20 月面着陸(アポ

ロ 11 号) 

1.18-19 東大安田講堂

事件 

5.26 東名高速道路全

線開通 

5.30 新全総決定 

世界初クォーツ式腕

時計 

日本の GNP 世界二位 

「男はつらいよ」 

「明日に向かって撃

て」 

夜明けのスキャット 

悲しき天使 

人形の家 

14 1970 45 

 

2.11 日本初の人口

衛星おおすみ打ち上

げ 

 

11.25 公害国会開会 

3.11 ジャンボジェッ

ト日本初飛行 

3.15-大阪万博 

3.世界貿易センター

40F 

3.31 よど号ハイジャ

ック事件 

5 新経済社会発展計画 

11.25 三島由紀夫割腹

自殺 

くたばれ GNP 

明日に架ける橋 

遥かなる影 

黒猫のタンゴ 

圭子の夢は夜ひらく 

真夜中のギター 

ボウリングブーム 

安 

定 

成 

⾧ 

期 

15 1971 46 

 

 

10.25 中華人民共和

国国連加盟 

12.18 スミソニアン

協定(308 円/ドル) 

7.1 環境庁発足 

7.15 ニクソンショッ

ク 

7.20 マクドナルド銀

座 1 号店 

8.15 ドルショック 

京王プラザホテル

47F 

東京・多摩ニュータ

ウン入居開始 

「ある愛の詩」 

また逢う日まで 

よこはま・たそがれ 

小さな恋のメロディ

ー 
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16 1972 47 

2.21 ニクソン訪中 

5.15 沖縄返還 

 

7.7 田中内閣発足 

9.25-30 田中訪中 

2.2 横井庄一グアム島

から帰還 

2.3-札幌オリンピック 

2.19-28 あさま山荘事

件 

 

6.20「 列島改造論」 

10.28-上野動物園にパ

ンダ 

「仮面ライダー」 

「フレンチコネクシ

ョン」 

喝采 

ひとりじゃないの 

終着駅 

瀬戸の花嫁 

旅の宿 

17 1973 48 

2.14-為替レート

308 円/ドル固定相

場制から変動相場制

へ移行(スタート時

277 円/ドル) 

8.8 金大中事件 

10.6-第 4 次中東戦

争 

オイルショック 

1 老人医療費支給制度

の創設 

2 経済社会基本計画 

7.20 日本赤軍ドバイ

日航機ハイジャック

事件 

10.1 筑波大学開学 

心の旅 

プレイバック Part2 

18 1974 49 

 

 

8.9 ウォーターゲー

ト事件でニクソン辞

任 

 

11.18 フォード大統

領現職として初の来

日 

12.9 三木内閣発足 

12 世界初のパソコ

ン Altair 8800 発売  

3.10 ルバング島で小

野田寛郎発見 

5.15 セブン・イレブ

ンが豊洲に 1 号店 

6.26 国土庁発足 

7.2-4 第 1 回日本人口

会議「子どもは 2 人

まで望ましい」 

8.30 三菱重工爆破事

件 

10.14 ⾧嶋茂雄引退 

超能力ブーム 

「ノストラダムスの

大予言」 

「華麗な一族」 

「砂の器」 

ひと夏の経験 

ふれあい 

赤ちょうちん 

私は泣いています 

19 1975 50 

4.4 マイクロソフト

社設立 

4.30 ベトナム戦争

終結 

 

11.15-第 1 回先進国

首脳会議開催 

赤字国債発行 

 

5.10 家庭用 VTR(ベー

タ)発売 

7.19-沖縄海洋博覧会

開催 

ハッスル 

ｽﾀﾝﾄﾞ･ﾊﾞｲ･ﾐｰ 

「ﾀﾜｰﾘﾝｸﾞ･ｲﾝﾌｪﾙﾉ」 

シクラメンのかほり 

ロマンス 

「俺たちの旅」 

「いちご白書」をも

う一度 
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20 1976 51 

 

4.11 アップルコン

ピュータⅠ発売 

 

9.6 ベレンコ中尉亡

命事件 

 

12.24 福田内閣発足 

2 ロッキード事件発覚 

3.2 北海道庁爆破事件 

5 昭和 50 年代前期経

済計画 

7.27 田中前首相逮捕 

10.31 家庭用

VTR(VHS)発売 

戦後生まれ人口の過

半数に 

ニューファミリー 

「犬神家の一族」 

「ジョーズ」 

「ロッキー」 

およげ！たいやきく

ん 

北の宿から 

あの日にかえりたい 

なごり雪 

21 1977 52 

 

2.10 日米漁業協定

(200 海里経済水域

規定に基づく初の漁

業協定) 

7.14 日本初の静止

衛星ひまわり打上げ 

 

8.7 有珠山噴火 

9.3 王貞治 756 号本塁

打 

10 テレビ白黒放送消

滅 

11.4 三全総決定 

「幸福の黄色いハン

カチ」 

ホテル・カリフォル

ニア 

ダンシング・クイー

ン 

渚のシンドバッド 

勝手にしやがれ 

津軽海峡・冬景色 

22 1978 53 

1 イラン革命,第 2 次

オイルショック 

 

 

12.7 大平内閣発足 

4.6 池袋サンシャイン

60 オープン 

5.20 成田国際空港開

港 

 

7.30 沖縄 730 実施 

 

田園都市国家構想 

「サタデー・ナイ

ト・フィーバー」 

「スターウォーズ」 

「未知との遭遇」 

UFO 

微笑がえし 

勝手にシンドバッド 

インベーダーゲーム

流行 

23 1979 54 

 

5.4 英サッチャー首

相就任 

6.28-29 東京サミッ

ト 

7.1 ウォークマン発売 

8 新経済社会 7 カ年計

画 

 

国民生活に関する世

論調査でモノ(40.3%)

よりココロ(40.9%)が

上回る 

魅せられて 

いとしのエリー 

異邦人 

24 1980 55 

 

7.17 鈴木内閣発足 

9 イラン・イラク戦

争勃発 

 

7.25 ルービックキュ

ーブ日本で発売 

12 日本の自動車生産

台数が世界一に 

 

竹の子族 

「影武者」 

「スター・ウォー

ズ」 

「クレイマー、クレ

イマー」 

ダンシング・オール
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ナイト 

贈る言葉 

         

バ 

ブ 

ル 

経 
済 

期 

25 1981 56 

1.20 米レーガン大

統領就任 

米・スペースシャト

ル初飛行 

3.2 中国残留日本孤児

初来日 

8.12IBM-PC(MS-

DOS)発表 

ルビーの指輪 

「なんとなくクリス

タル」 

「機動戦士ガンダ

ム」 

26 1982 57 

 

 

11.27 中曽根内閣発

足 

2.8 ホテルニュージャ

パン火災 

2.9 日本航空 350 便墜

落事故 

10.1 ソニー世界初の

CD プレーヤー発売 

10.13NEC PC-9801

発売 

12.23 テレホンカード

発売 

中曽根民活 

スリラー 

「E.T.」 

待つわ 

セーラー服と機関銃 

27 1983 58 

 

9.1 大韓航空機撃墜

事件 

2 老人保健制度の創設 

4.15 東京ディズニー

ランド開園 

5.26 日本海中部地震 

7.15 ファミリーコン

ピュータ発売 

8 1980 年代の展望と

指針 

10.3 三宅島大噴火 

「おしん」 

「積木くずし」 

氷雨 

フラッシュダンス 

28 1984 59 

  1.9 日経平均株価終値

で初の 1 万円突破 

3.18-グリコ・森永事

件 

10 退職者医療制度の

創設 

12.7 マハラジャ開業 

日本の平均寿命男女

ともに世界一に 

二十二才の別れ 

マテリアルガール 

ボーンイン USA 

「インディ・ジョー

ンズ」 
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29 1985 60 

 

 

 

9.22 G5 プラザ合意 

4.1 電電公社・専売公

社民営化 

3.17-つくば科学万博

開催 

8.12 日本航空 123 便

墜落事故 

9 ショルダーホン発売 

ワープロソフト一太

郎 

飾りじゃないのよ涙

は 

30 1986 61 

 

4.26 チェルノブイ

リ原発事故 

9.6 日本初の女性党

首誕生(社会党土井

たか子) 

4.1 男女雇用均等法施

行 

11.15 伊豆大島三宅島

大噴火 

土地の価格急騰 

日経平均株価初めて 2

万円突破 

レンズ付きフィルム 

「バックトゥ・ザ・

フューチャー」 

CHA-CHA-CHA 

DESIRE 

「男女 7 人夏物語」 

31 1987 62 

ブルントラント報告 

2.22G7 ルーブル合

意(ドル安是正) 

10.19 ブラックマン

デー 

11.6 竹下内閣発足 

4.1 国鉄分割民営化 

6.30 四全総決定 

10.12 利根川進初のノ

ーベル生理学・医学

賞 

バブル景気('87-91) 

携帯電話発売 

ワンレン、ボディコ

ン流行 

 

「マルサの女」 

「トップガン」 

「プラトーン」 

32 1988 63 

  3.13 青函トンネル開

通 

4.10 瀬戸大橋開通 

5 世界とともに生きる

日本 

6.18 リクルート事件

発覚 

日経平均株価初めて 3

万円突破 

「ノルウェーの森」 

「ラストエンペラ

ー」 

ガラスの十代 

「抱きしめたい！」 

乾杯 

33 1989 

平

成 

元 

1.20 米ブッシュ大

統領就任 

4.1 消費税 3％導入 

6.3 宇野内閣発足 

6.4 天安門事件 

8.10 海部内閣発足 

9.4 日米構造協議開

始 

3.2-吉野ケ里遺跡発掘 

4.21 ゲームボーイ発

売 

9.27 ソニーがコロン

ビア映画買収 

10.31 三菱地所がロッ

クフェラーセンター

を傘下に 

Diamonds 

「魔女の宅急便」 

「ダイ・ハード」 
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11.9 ベルリンの壁

崩壊 

12.2-3 マルタ会談 

 

12.29 日経平均株価 3

万 8,915 円 

34 1990 2 

 

8.2- イラクがクウェ

ート侵攻 

10.3 ドイツ再統一 

4 大蔵省が不動産融資

総量規制 

8.1 福祉八法改正 

10.1 日経平均株価 2

万円を割り込む 

11.21 スーパーファミ

コン発売 

「NO」と言える日本 

おどるポンポコリン 

「天と地と」 

失
わ
れ
た
１
０
年 

35 1991 3 

1.17-湾岸戦争 

11.5 宮澤内閣発足 

12.25 ソ連崩壊 

3 100 円ショップ常設

店舗開業 

4.1 都庁舎新宿移転 

5.15 ジュリアナ東京

オープン 

6.3 雲仙普賢岳火砕流 

6 四大証券会社損失補

填発覚 

愛は勝つ 

SAY YES 

どんなときも。 

「ホームアローン」 

「プリティ・ウーマ

ン」 

「101 回目のプロポー

ズ」 

36 1992 4 

   6 生活大国 5 か年計

画 

6.15 国連 PKO 協力法

案成立 

8.10 日経平均株価が

1 万 5,000 円を割り込

む 

悲しみは雪のように 

「紅の豚」 

「JFK」 

37 1993 5 

 

8.9 細川内閣発足 

11.1EU 発足 

 

7.12 北海道南西沖地

震 

7.17 横浜ランドマー

クタワー竣工 

ゼネコン汚職事件 

「ジュラシックパー

ク」 

「ボディガード」 

ロード 

負けないで 

38 1994 6 

4.28 羽田内閣発足 

6.30 村山内閣発足 

7.5Amazon.com オ

ンラインで本販売 

6.27 松本サリン事件 

8.31 ジュリアナ東京

閉店 

9.4 関西国際空港開港 

12.3 ソニーPS 発売 

空と君のあいだに 

「シンドラーのリス

ト」 

「クール・ランニン

グ」 

89



39 1995 7 

1.1 WTO 発足 

4.9 青島幸男都知

事、横山ノック府知

事当選 

1.17 阪神・淡路大震

災 

3.20 地下鉄サリン事

件 

4.19 超円高 79.75 円/

ドルを記録 

11.23Windows95 発

売 

12 東京協和・安全信

組事件 

12 構造改革のための

経済社会計画 

ロビンソン 

「フォレスト・ガン

プ」 

40 1996 8 

1.11 橋本内閣発足 2.10 北海道豊浜トン

ネル岩盤崩落事故 

5 住専に公的資金注入 

7 O-157 集団食中毒 

 

11.23 たまごっち発売 

「脳内革命」 

DEPARTURES 

「Shall we ダンス?」 

「ミション・インポ

ッシブル」 

「ロングバケーショ

ン」 

41 1997 9 

4.1 消費税 5％に 

7.1 香港返還 

7-アジア通貨危機 

 

11.3 三洋証券が会社

更生法適用申請 

11.17 北海道拓殖銀行

経営破綻 

11.24 山一證券自主廃

業 

11.28 財政構造改革法

成立 

12.18 東京湾アクアラ

イン開通 

CAN YOU 

CELEBRATE? 

硝子の少年 

42 1998 10 

 

 

7.30 小渕内閣発足 

 

9.4Google 創業 

3.31 21 世紀の国土の

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ決定 

7.25 和歌山カレー事

件 

10.12 金融再生法成立 

10.23 日本⾧期信用銀

行国有化 

12.13 日本債券信用銀

行国有化 

12.18 財政構造改革法

停止法 

「タイタニック」 

「ディープ・インパ

クト」 

「踊る大捜査線」 

Time goes by 
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43 1999 11 

1.1 ユーロ発行開始 

4.23 石原慎太郎都

知事就任 

 

5.11 犬型ロボットア

イボ発売 

7 経済社会のあるべき

姿と経済新生の政策

方針 

「マトリックス」 

「鉄道員(ぽっぽや)」 

Automatic 

だんご 3 兄弟 

44 2000 12 

5.7 露プーチン大統

領就任 

('99.12.31-代行) 

4.5 森内閣発足 

4.1 介護保険制度スタ

ート 

雪印集団食中毒事件 

TSUNAMI 

らいおんハート 

「グリーンマイル」 

失 

わ 

れ 
た 

２ 

０ 

年 

45 2001 13 

1.20 米ブッシュ Jr.

大統領就任 

4.26 小泉内閣発足 

9.11 米同時多発テ

ロ 

12.11 中国が WTO

加盟 

1.6 中央省庁再編 

3.31 ユニバーサルス

タジオジャパン開園 

9.4 ディズニーシー開

園 

10.23iPod 発売 

狂牛病問題 

Can You Keep A 

Secret? 

M 

「千と千尋の神隠

し」 

「パール・ハーバ

ー」 

― 2002 14 

1.1 ユーロ流通開始 

 

9.17 初の日朝首脳

会談 

5.31-日韓共催・サッ

カーワールドカップ

開催 

10.15 北朝鮮拉致被害

者帰国 

写メール 

traveling 

大きな古時計 

「ハリー・ポッタ

ー」 

46 2003 15 

3.20-イラク戦争 

北朝鮮・核開発宣言 

4.25 六本木ヒルズオ

ープン 

4.28 日経平均株価最

安値 7,603.76 円 

12.1 地上デジタル放

送開始 

オレオレ詐欺 

鳥インフルエンザ感

染発生 

「バカの壁」 

世界に一つだけの花 

「黄泉がえり」 

「パイレーツ・オ

ブ・カリビアン」 

47 2004 16 

1.19 自衛隊をイラ

ク派遣 

2.4Facebook 開設 

4.7 イラク日本人人

質事件 

11.22-オレンジ革命 

 

2.1 みなとみらい線開

業 

 

4.1 営団地下鉄民営化 

10.23 新潟県中越地震 

12 ニンテンドーDS、

ソニーPSP 発売 

「冬のソナタ」 

「世界の中心で、愛

をさけぶ」 

瞳をとじて 

「いま、会いにゆき

ます」 

「ラストサムライ」 
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48 2005 17 

2.15YouTube 設立 

4.9-中国北京で反日

デモ 

8.8 郵政解散 

10.27 仏パリ郊外暴

動事件 

11.22 独メルケル首

相就任 

 

10.1 日本道路公団民

営化 

10.21 郵政民営化法公

布 

11.17-構造計算書偽造

問題発覚 

平成の大合併ピーク

に 

「さおだけ屋はなぜ

潰れないのか？」 

「電車男」 

さくら 

「ハウルの動く城」 

「チャーリーとチョ

コレート工場」 

49 2006 18 

7.5 北朝鮮 7 発の弾

道ミサイルを日本海

に連射 

7.15-先進国首脳会

議でロシアが初の議

⾧国 

9.26 安倍内閣発足 

1.23 ライブドア事件 

6.23 村上ファンド事

件 

10.24 携帯番号ポータ

ビリティ開始 

11.11 ソニーPS3 発売 

12.2 ニンテンドーWii

発売 

「国家の品格」 

粉雪 

「硫黄島からの手

紙」 

「THE 有頂天ホテ

ル」 

「ダ・ヴィンチ・コ

ード」 

50 2007 19 

1.28 中国ではやて

ベースの高速鉄道が

運行開始 

9.26 福田内閣発足 

1.10 不二家食品偽装

事件 

6.29iPhone 米で発売 

10.1 日本郵政公社解

散 

11.21 山中伸弥 iPS 細

胞の作成成功 

千の風になって 

「HERO」 

51 2008 20 

 

 

9.15 リーマンショ

ック 

9.24 麻生内閣発足 

 

7.4 第一次国土形成計

画決定 

7.11iPhone 日本で発

売 

10.28 株価大暴落

6,994 円 

日本人口のピーク(人

口減始まる) 

HANABI 

「容疑者 X の献身」 

「レッドクリフ Part 

I」 

 

１．復興期(1956～1960 (昭和 31～35)年度) 

終戦後の混乱から脱却し、経済成⾧が見え始めた期間である。傾斜生産方式でわが国の

基幹産業が再起し、国の主権を回復、国際社会への復帰を果たした。国民生活には西洋化、

近代化の波が押し寄せ、復活・成⾧への期待を抱きながら生活を再建・向上させようとし

た期間であったともいえる。朝鮮戦争による特需を得て、幾多の好況の山を経ることで、

この期間の暮らしは著しく改善し、生活様式の変化となって現われた。 
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国際社会における日本は、ソ連との国交も回復する日ソ共同宣言を発し、国際連合に加

盟するなどの外交を展開した。一方国内では、工業の発展に伴い、電気洗濯機、電気冷蔵

庫、電気掃除機のいわゆる「三種の神器」が国内で生産され、新聞・ラジオなどを通じて

この情報が広まる一方で、家計の所得水準が上昇したことも手伝って、国民はこれらの製

品を生活に取り入れていったのである。このことは、工業化が進む都市部への労働力の移

動によって成し遂げられたことでもあった。流行歌の「南国土佐を後にして」や「東京だ

よおっ母さん」などは、地方部から都市部に働きに出てくる人が多かった時代の感情を代

弁していた。 

第 1 回目となる国民生活白書(1956(昭和 31)年度)では、それ以前の 5 年間で所得が 31%、

消費が 40 %近く伸びたと記し、生活様式は簡潔で合理的になり、国民生活が変貌しつつあ

ることを述べた。食生活では洋食や動物蛋白の摂取、衣生活では和服から洋服、住生活で

は耐火アパート、石油・ガスの普及、その他にも抗生物質などの新薬、バス・タクシーの

利用、スクーターやオートバイあるいは写真機、テレビといった耐久消費材の増加などを

国民生活変貌の実態として示した。次の 1957(昭和 32)年度白書では、消費動向の都市と農

村の相違を対比させ、都市部での低所得層の所得増加が大きいこと、農村では兼業所得は

増えているが農家全体の消費水準の増加は緩慢であると分析している。 

この時代は設立間もない日本住宅公団が団地入居者の募集を開始し、大都市の勤労者世

帯に「団地族」が生まれ、新たなライフスタイルの象徴のようになった。衣食住のそれぞ

れで洋風化が進み、生活革新のテンポが早まった。所得が着実に増加していくなかで、食

生活・衣生活などにおいてだれもが同じようなものを食べ、同じような家庭用品をもつと

いった生活の同一化、規格化の傾向が窺える一方、旅行やスポーツといった余暇消費や教

育費支出が増えるなど、生活様式や生活態度の変化により消費構造にも変化が生じてきた。 

その一方で、所得格差の存在、消費者物価の上昇、食生活・住宅事情のたち遅れといっ

た生活内容のアンバランス、上下水道をはじめとする生活環境施設の未整備、いわゆる

「消費革命」に伴う消費者保護など新たな問題を指摘した。1958(昭和 33)年度白書、

1959(昭和 34)年度白書では、ともに所得階層別格差についての分析を強め、第 3 次産業の

興隆に着目するとともに、文化教養費や娯楽関係費の伸びなどにも目を向けるようになっ

ている。 

1960(昭和 35)年には、次の期間との画期となる安保騒動があった。「アカシアの雨がや

むとき」はその時代の厭世的心情に同調した流行歌だった。これを機に政府は日米安保と

いう政治課題から所得倍増という経済政策に関心を移行させた。1960(昭和 35)年度白書で

はテレビの普及が著しいことを記し、家計が家事節約商品、耐久消費財、レジャー消費を

拡大するなどの生活革新が進行しているとした。 
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２．高度成⾧期(1961～1970(昭和 36～45)年度) 

この 10 年期の日本は高度経済成⾧の中にあり、欧米先進国に伍する経済大国へと急成⾧

を遂げる一方で、社会の近代化と大衆文化の開花が同時に進んだといえる。所得倍増計画

が掲げた政策は、結果的に年平均 10％前後の経済成⾧を達成し、生活水準が大きく向上し

た。1964(昭和 39)年に開催された東京オリンピックは世界に日本の復興と近代化を示す象

徴的イベントとなった。これに伴う経済効果も大きく、建設ラッシュや消費拡大を促進し

た。とりわけインフラの飛躍的整備が進み、首都高速道路、名神高速道路、東海道新幹線

など、交通網が急速に発展したのもこの期間のことである。 

その一方で地方から都市部への人口流入がさらに加速することとなり、東京、大阪など

の大都市圏では、スプロール現象を伴って拡大、外延化し、住宅不足や通勤混雑、生活イ

ンフラ整備の遅れなどが深刻なものとなった。 

1962(昭和 37)年には、テレビ受信契約者が 1,000 万人を超えその普及率は約半数

(48.5%)に迫った。この頃は、ケネディ米国大統領の暗殺、東京オリンピックの実況、東

大安田講堂の事件などが、いずれもテレビの画面を通じて各家庭にリアルタイムで伝えら

れたのであった。そして、朝の連続テレビ小説、大河ドラマ、ワイドショーが放送開始さ

れ、テレビが流行を先導し、娯楽の中心となった。経済成⾧の躍動を背景に、その立役者

である会社員、社⾧を主人公にしたサラリーマンものや社⾧ものの映画が人気を博し、若

者があこがれるひとつの青年像を「若大将」に投影させていた。 

国際情勢では、1961(昭和 36)年にベルリンの壁が築かれ、その翌年にはキューバ危機が

発生するなど、東西冷戦の緊張が顕著となっていた。アメリカにおいては、公民権運動の

高まり、ベトナム戦争の混迷化とともにヒッピー、反戦フォークソング等のカウンターカ

ルチャーが生まれていたが、日本でも既成価値への反発が、三里塚闘争やよど号ハイジャ

ック事件などで表面化した。ビートルズやツイッギーが来日し、新しい音楽やミニスカー

トなどのファッションがもたらされた。これらが日本流に形を変えたグループ・サウンズ

やフォークソング、トラッドファッションとして受容された。「夕陽が泣いている」や「こ

の広い野原いっぱい」が聴かれた。 

1961(昭和 36)年度白書では、国民生活が近代化する方向に進んだ特徴として、繊維消費

の著増と合繊の普及による衣生活の質的充実、中・低所得層と農村でも本格化した耐久消

費材をはじめとする消費の充実、積極的な余暇活用傾向の強まりに伴い余暇消費が一段と

伸びたと述べた。1963(昭和 38)年度白書は、所得倍増計画の基本方向にそった高い経済成

⾧に伴う国民生活における変化として、国民の所得水準の上昇、生産性の高い工業などで

の就業者の増加、労賃金格差の縮小、国民所得における個人消費支出の増大、消費水準の

平準化傾向を挙げている。また 1961(昭和 36)年の世論調査では、いわゆる「中流意識」が

国民の 76%に達したと指摘している。しかしながら経済成⾧があまりにも急速であったた

め、食料費・教育費を中心とした消費者物価の上昇、土地の値上り、大都市への人口集中
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に伴う住宅難、交通難、通勤難、あるいは下水道等の生活環境施設のたち遅れ、騒音・排

ガス等の公害などが浮き彫りにされた。 

1963(昭和 38)年度白書では、私的消費の量的拡大とその背景を分析し、経済成⾧の成果

が国民福祉の向上に資する配分を考えるべきと説いている。また 1964(昭和 39)年度白書で

は、住みよい町づくり、教育の質的充実、保健衛生の改善、社会保障制度の充実、消費者

行政の推進による経済成⾧との調和のとれた「社会開発」が進められるべきと強調した。

そして 1965(昭和 40)年度白書では、戦後 20 年間をふり返ることによって、国民生活は急

速に向上してきたが、その過程で社会的消費のたち遅れ、私的消費の中でのアンバランス、

消費者物価の上昇、低所得層の問題など、各種ひずみが生じているとの意識の下に、均衡

ある成⾧の確保、健全な競争社会の確立、経済社会の発展に適応できない階層への配慮、

社会保障の強化が課題であり、その解決のためには経済に奉仕する生活ではなく、「生活

に奉仕する経済」を作り上げることが必要であるとし、新たな取組みを提言している。 

高度成⾧下の国民生活を地域の視点からみると、都市間の格差は縮小し、都市と農村の

平準化がひき続き多くの分野で進んだが、人口の流入超過地域と流出超過地域とが分極化

し、地域ごとの人口の規模と構造が著しく変貌した。ここで大都市の生活では安全性、快

適性が不十分で、一方小都市では能率性、文化性、保健性が欠けるといったことが、それ

ぞれの生活に影響を及ぼすとしている。1966(昭和 41)年度白書では、私的消費水準は所得

の上昇に伴い上昇するが、社会的消費水準(社会資本、公共施設の水準)を確保するには、

国、地方公共団体による整備はもちろんのこと国民の負担も必要であることを指摘してい

る。 

この 10 年期では、耐久消費財の普及の内容も変化し、３C（自家用車、ルームクーラー、

カラーテレビ）といわれる消費の大型化・高級化、消費支出の多様化を生み出したと述べ

ている。1967(昭和 42)年度白書では、若年層の住居費負担が重く、中年層では進学率の上

昇に伴い教育費負担が次第に増加したこと、また高年層では老後の準備が十分でないまま

定年を迎え、生活の余裕が他の年齢層に比べ小さいとした。そしてレジャーブームといわ

れるものの余暇生活の水準は低いとも指摘している。労働市場では、年齢別賃金格差の縮

小と女子パートタイマーの増加をもたらした。 

1968(昭和 43)年度白書では、大学紛争、老人問題など新たな問題が発生してきたと述べ、

1970(昭和 45)年度白書では、消費水準の上昇、生活の均質化、生活における選択範囲の拡

大を踏まえた「豊かな人間環境の創造」という目標のために、行政の整合性ある組織化、

体系化が必要と強調した。 

昭和元禄ともいわれた当該期間は、高度経済成⾧を遂げながらも、社会のひずみや新し

い文化の胎動が同時に進行した。水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそくなどの公害病

が顕在化し社会問題となった。経済成⾧の一方で環境問題が深刻化し、1971 年には環境庁

が設置されるものとなる。これらの弊害は経済成⾧がもたらす歪みによるものだとされ、

新聞報道は「くたばれ GNP」というキャンペーンを打ち、経済成⾧を至上とする政策を批
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判した。 

 

３．安定成⾧期( 1971～1980(昭和 46～55)年度) 

1970(昭和 45)年 11 月に開催された「公害国会」はわが国の高度経済成⾧の終わりを告

げる節目のようであった。以降の 10 年期は安定成⾧期といえる期間である。この間、ニク

ソンショック、ドルショック、オイルショックなど、幾多の経済社会的変動を経た。⾧期

化していたベトナム戦争が 1975(昭和 50)年には終結するものとなった。 

1972(昭和 47)年の列島改造ブームから発した地価高騰には著しいものがあり、土地を持

つ者と持たない者との格差が拡大した。つづいて 1973(昭和 48)年から 1974(昭和 49)年に

かけては、第一次石油危機を契機に「狂乱物価」と物不足騒ぎを経験した。一時的にせよ

このとき実質消費水準の低下を経験したことは、その後の消費者の行動に大きな影響を与

えたといえる。節約の時代が復活し、生活の質的側面の不満が一気に表面化した。資源の

制約が消費を脅かし、インフレによる貯蓄の目減りも加わり、暮らしは大きな不安に直面

するに至った。 

白書の内容は国民経済的視点から国民生活的視点へと比重が移り、環境汚染、公害、貧

しい住宅、不安な老後、おくれた社会資本など、地域社会の問題や家庭生活の問題が重要

な主題となった。1971(昭和 46)年度白書では、都市化、複雑化する社会で生じるストレス

の問題が扱われる一方、消費者運動や住民運動が盛り上がりを見せたことを社会参加意識

の芽ばえとして積極的に評価している。1972(昭和 47)年度白書では、このような環境に働

きかける人間、即ち行動主体としての人間に焦点をあてた分析がなされた。健康、知的活

動、余暇などの面から検討を行い、戦後の日本人の生活にみられるようになった職場中心

型で職場への強い忠誠心、職場の利益への献身という生活観から、若年層を中心に余暇志

向等の方向へと変化の兆しが見られると指摘している。 

1974(昭和 49)年度白書では、このような「不安の時代」の克服には、物価抑制、平等化、

無駄の排除、欲求の向上と多様化への努力が必要とした。国民生活においては、節約とい

う生活行動の変化がみられ、戦無派人口比率が約 5 割を越えるという世代構造の変化を指

摘している。テレビドラマ「俺たちの旅」は高度成⾧期にみられたモーレツ会社人間には

なれない揺れる若者像を描いて共感を得ていた。一方あさま山荘事件や三菱重工爆破事件

などが起き、巷では「ノストラダムスの大予言」が読まれ、厭世的世相がみられた。 

1975(昭和 50)年度白書では高度成⾧時代の豊かさから安定成⾧時代にふさわしい豊かさ

を追求する姿勢への構造変化をいかになすか述べ、高齢化社会を迎え、労働慣行の再検討

と年金制度の拡充が必要であるなど、問題解決の取組み方についても変化する必要がある

と記している。 

1976(昭和 51)年度白書は、安定成⾧へのかけ橋の年と位置づけた。高度成⾧期の豊かさ

の目標は「先進国に追いつくこと」、「人並意識」など、いわば外向きだったが、第一次石
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油危機後の「目標喪失の時代」を経て、各個人は内向きの目標を設定する時代に移ったと

している。「資源は有限」の時代にあり、エネルギー供給の不安定さの中での生活向上が課

題になると同時に、高度成⾧期を通じて所得水準が上昇したことにより、人々の目は生活

文化施設の見劣りに向けられたとする。また、大都市への人口集中が一度落ち着いたこと

によって、居住地における文化的、奉仕的活動と一家団らんを求める人々の意識が高まり、

地域特性を生かした地域文化の再生と生活基盤整備が求められるようになったとしている。 

1977(昭和 52)年度白書では、資源有限時代に「文化」と「豊かさ」を創造する方法とし

て、「ものを作ること」だけでなく「ものを生かすこと」、「競争すること」から「共存す

ること」、「働くこと」から「ゆとりがもてて暮らしを楽しむこと」への見直し、という態

度が必要になったと記している。 

 1978(昭和 53)年度白書では、家計については、円高による輸入製品の増加を通じて消費

者の選択の幅が広がり、選択的消費が堅調に推移した時期であるとしたが、1980(昭和 55)

年度白書では、趨勢としては購買力の高まりを実感するには至らず、かえって住宅ローン

の返済が増し、教育関係費の伸びが収入の伸びを上回ったと述べている。この期間の末頃

となる 1979(昭和 54)年の「国民生活に関する世論調査」においては国民が重視することに

ついて「モノ(40.3%)よりココロ(40.9%)」が上回るものとなったのである。 

 

４．バブル経済期(1981～1990(昭和 56～平成 2)年度) 

1979(昭和 54)年に英国でサッチャー首相が誕生し、1981(昭和 56)年には米国でレーガ

ン大統領が誕生した。いずれも民営化、規制撤廃、地方分権を基調とする新自由主義を標

榜した保守政権であった。1982(昭和 57)年になるとわが国では中曽根首相が誕生した。民

間活力の活用を目指す中曽根政権は、電電公社、専売公社、国鉄の民営化を推進し、公有

地の売却などを積極的に行うことで市場経済の活性化を図るものであり、サッチャリズム、

レーガノミクスと通底した政策を推し進めたといえる。 

1980 年代の日本は、戦後の高度経済成⾧を経て成熟期に入り、経済的には絶頂を迎える

一方で、社会や風俗の面では多様化と変化が進んだ期間であったといえる。この 10 年期の

後半には地価・株価が急騰し、いわゆる「バブル経済」が形成され、企業の設備投資や個

人消費が活発化し、好景気が続いた。 

実質実収入の低下という事態を経験し、家計の圧迫感が高まったものの、1982(昭和 57)

年には所得、消費ともに回復に向かっていたが、家計の消費行動はかつて経験した高度成

⾧期ほどの伸びは期待できないとしていた。白書ではその背景として、生活の外の要因と

内の要因とで説明している。生活の外の要因としては、安定成⾧、資源の不足に伴う財の

効率的使用というものであり、生活の内の要因としては、平均的な生活様式を追いかける

時代から、自らの生活にふさわしいものを選択する時代へ、また所有することや消費する

ことによって満足を得る生活から、それらから得られる効用を大きくする生活へという価
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値観の変化を挙げている。1983 年頃には東京への人口の再集中がみられ東京都心で土地の

買い占めが始まり、「地上げ」、「土地ころがし」ということが世間をにぎわすようになった。 

1981(昭和 56)年度白書では、税や社会保障について、負担と受益のバランスを図り社会

的公正を確保する必要性が国民の関心事となっているとした。また同白書では、主婦の活

発な職場進出など、その社会参加意欲の高まりを示し、子育て後の職場復帰を容易にする

こと、育児休業制度の普及等が課題であるとしたほか、主婦の労働力率の高まりが国民生

活に与える影響を分析した。家族においても大きな変化がみられる。中・高校生の家庭内

暴力等の病理から家族の弱体化が懸念され、家族構成員の責任ある行動と、地域社会との

連帯や公的部門による環境条件の整備が求められるとしている。 

1984(昭和 59)年初に日経平均株価が初めて 1 万円を突破した。同年の白書では、「人生

80 年時代」という⾧寿社会を迎え、各世代の意識、実態等を鳥瞰し、合理的でゆとりある

生涯設計の重要性を指摘している。精神的、経済的にゆとりの乏しい中年と、⾧い第二の

人生にとまどいがちな高齢者の存在を念頭に、生涯を通じて労働時間と自由時間の偏在的

配分を是正できるシステムの構築など、社会全体のフレキシビリティを高めることの必要

性が提言されている。 

国際的にはアメリカとの貿易摩擦が著しくなっていた。アメリカの対外収支赤字額は

1983(昭和 58)年の 670 億ドルから翌年には 1,120 億ドルに膨れ上がったが、そのうちの 3

分の 1 はわが国との間で生じていた。これを解消するべく、1985(昭和 60)年には主要 5 か

国の財務担当大臣間で円高・ドル安を容認するプラザ合意がなされたのであった。わが国

では円高対策として、公共投資の拡大、大幅な金融緩和を実施した。この政策は空前の好

景気、いわゆるバブル景気を生んだ。個人投資家の株式投資が活発化する一方で、法人投

資に関しては証券会社が元本保証で優遇する「特定金融信託(営業特金)」が常態化した。 

大都市圏、とりわけ東京圏への人口、諸機能の集中が進み、「東京一極集中」といわれ

る状況を呈するようになった。このことで地価が高騰し、列島改造ブーム以来の地価上昇

を経験した。一方で、家電や自家用車の普及がさらに進み、なおも物質的な豊かさが向上

し、一方で週休二日制も導入されるようになった。1985(昭和 60)年度白書では、戦後 40

年を迎え一億総中流といわれた国民意識が従来の「人並み中流」から「違いのわかる中流」

へと成熟したと述べている。 

男女雇用機会均等法(1986(昭和 61)年)により、女性の就労機会が拡大し、OL 文化やキ

ャリアウーマンという言葉が定着した。バブル経済下でファッション雑誌が牽引する新し

い消費文化として「DC ブランド」や「ハイブランド」が若者の間で流行し、消費が一種

のステータスとなる時代を迎え、トレンディドラマといわれるテレビ番組「男女 7 人夏物

語」、「抱きしめたい！」などが人気を博し、芸能人のライフスタイルが若者に注目された。

一方で、サブカルチャーも台頭し、アニメの「機動戦士ガンダム」やゲームの「ファミコ

ン」などが登場し、「オタク文化」の萌芽がみられた。 

ボディコンファッションやナンパ文化が風俗となり、ディスコが流行した。夜間の盛り
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場ともなるとタクシーが拾えない、クリスマスイヴにはホテルの予約がとれないなどの社

会現象が話題となるようなバブル期は「豊かさの絶頂」と「価値観の転換」が同居する、

きらびやかでエネルギッシュな時代であったともいえる。 

1986(昭和 61)年度白書では、世界屈指の豊かさを誇る国となった我が国は欧米先進国の

生活様式を模倣するのではなく、我が国社会を見直すとともに、国際的な相互理解、交流

を進め、新たな豊かさへの道を切り開いていくのだとしている。そして 1987(昭和 62)年度

白書においては、我が国の経済力が、GNP の規模で世界の 1 割を占めるまでになったと記

している。こうした経済発展の成果も個々の国民生活向上には結びついていないとし、所

得や消費が高い水準に到達し、家計の金融資産が欧米に比肩し得る水準に達したにもかか

わらず、住宅や生活関連社会資本は、産業分野に比してたち遅れているとしている。

1988(昭和 63)年度白書でも、豊かさの実感はそれほどではないとし、それは生活関連費用

の割高感、地価高騰等に起因すると分析している。 

消費税が導入された 1989(平成元)年度の白書では、1 人当たり国民所得は為替レート換

算で、欧米の主要国をしのぐ水準となり、1987(昭和 62)年末の国民総資産はアメリカのそ

れをも追い越し世界一になったとするが、国民意識では生活の豊かさを実感しないとする

者が 7 割にのぼっているとしている。 

1990(平成 2)年に政府は、強烈な地価高騰を抑制するべく、不動産向け融資の総量規制

を実施した。1989(平成元)年末に日経平均株価が 3 万 8,915 円の最高値をつけたが、

1990(平成 2)年 10 月には 2 万円を割り込むまでに急降下したのである。⾧期の好況を続け

た日本経済のなかで、個人消費が、高級化、多様化の動きをみせたが、「経済力の割には

ゆたかさが実感できない」という国民感情を記している。その理由としては、高い生計費、

貧しい住宅・住環境、⾧い労働時間、格差の拡大であるとしている。 

衣・食や耐久財の保有などでは量・質ともに過剰ともいえるほどの豊富さを享受してい

た一方で、晩婚化と少子化、離婚率の上昇や少年非行の増大傾向、家庭の教育機能、介護

機能の低下など、家族のあり様に変化が生じているとしている。 

我が国の元号が平成にかわった 1989(平成元)年には、日本資本が米国の映画会社を買収

し、ニューヨークの大型ビルディングを傘下に収める一方で、日米間の貿易不均衡を交渉

する目的で日米構造協議が開始されるに至った。一方、中国では天安門事件、そして欧州

ではベルリンの壁崩壊、マルタ会談という東西陣営の秩序に関わる事件が起こった。 

 

５．失われた 10 年 (1991～2000(平成 3～12)年度) 

1990(平成 2)年に東西ドイツが再統一した翌年の 1991(平成 3)年には、ソビエト連邦が

解体してロシア連邦となり、東西冷戦構造が溶解した。1993(平成 5)年になると欧州には

EU という巨大経済圏が誕生した。日本国内ではバブル経済が崩壊し、政治、経済、社会

のあらゆる面で大きな状況転換が生じ、象徴的には地価、株価が大暴落した。四大証券会
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社での営業特金による損失補填事件が発覚した。住専問題や 1997(平成 9）年 11 月の山一

證券の自主廃業など、多くの金融機関が経営破綻に陥った。大手の有名銀行などがその対

応に追われたことを受け、政府は公的資金を投入し金融機関の再編を進めるという状況に

あった。 

1993(平成 5)年には、デジタル携帯電話サービスが開始され、携帯電話は当初商用利用

が多かったが、やがて一般家庭・個人にも浸透し始めた。また 1995(平成 7)年には、コン

ピュータの OS である Windows95 が発売され、インターネットが一般家庭にも急速に普及

する画期となった。IT を基軸とする新興企業のアマゾンが 1994(平成 6)年にオンラインで

書籍の販売を開始し、1998(平成 10)年になるとグーグルが創業した。 

このような産業構造の変化は、我が国の製造業の海外移転を加速させ、サービス業や IT

関連産業が台頭した。その一方で、日本的慣行の終身雇用・年功序列の崩壊が始まり、就

職氷河期といえる若者の就職難が深刻となり「非正規雇用」という労働形態が増加した。 

政治面でも流動化が顕著となり、55 年体制といわれた自民党の⾧期政権体制が終焉し、

1993(平成 5)年には非自民連立政権である細川内閣が誕生するに至った。これにより小選

挙区制導入という選挙制度改革が進められた。1994(平成 6)年には自民党と社会党、さき

がけとの連立政権である村山内閣が誕生したのだった。1995(平成 7)年には、1 ドル 79.75

円という超円高を記録するに至った。そして同年には阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事

件が生起し、社会的な不安が増幅する出来事が続発したのだった。 

 テレビでは「ロングバケーション」、「101 回目のプロポーズ」など、若者のライフスタ

イルに影響を与えたトレンディドラマが流行し、消費面では、ブランド志向、「お立ち台」

文化が流行していた。 

企業の倒産や金融機関の不良債権問題が深刻化し、⾧期的な不況に突入したこの 10 年期

は、バブル崩壊後の経済が収縮した期間であり、バブル崩壊後に日本経済社会が成⾧路線

に転じることができず、復活のための改革が遅々として進まずにいた。このような日本の

状況を評して「失われた 10 年」と呼ばれ、デフレ経済が進行した。1991(平成 3)年には我

が国初の 100 円ショップの常設店舗が開業した。 

1991(平成 3)年度白書では、バブル時代を象徴した東京一極集中現象のレビューから

「東京と地方」をテーマにした。1992(平成 4)年度白書は、わが国の出生率低下に注目し、

その経済社会的背景と国民生活上の課題を考察し、「少子社会」という新造語を世に問う

ことで警鐘を鳴らした白書である。1993(平成 5)年度白書では、人々の交流が社会の基本

的な部分を構成するものだとして、「豊かな交流」を副題としてまとめている。バブル崩壊

後には「家庭回帰」ということがいわれたが、友人関係、地域社会での人間関係、また異

なる世代・異なる国の人々との交流に着目し、これにより豊かな国民生活の基盤が形成さ

れていくことを期待したのだった。1994(平成 6)年度白書では、少子化の一方で進む高齢

化について、世代間の負担問題、労働力供給や貯蓄率の動向などに目を向け、分析した。

また、「価格破壊」と称する動きが、バブル崩壊以降の消費に対してはプラス効果を与えた
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とも評している。 

戦後 50 年を迎えた 1995(平成 7)年度白書では、「戦後 50 年の自分史 ―多様で豊かな生

き方を求めて」を副題とした。ほとんどの人にとって、「戦後」という時間が人生の半分以

上を占めるようになり、戦後 50 年史は多くの国民にとっての自分史でもあるという認識の

下、戦後復興期、高度成⾧期、安定成⾧期を通じて、日本人は勤勉と節約の価値観と企業

家精神をもって、生活水準の向上に努めてきたと評している。一人当たり実質国民所得は、

戦前期の 8 倍、1987(昭和 62)年にはアメリカのそれを抜いたと記している。平均寿命は世

界一となり、大学進学率が 4 割を超えた。住宅分野でも質、量とも改善し、一人当たり住

宅面積は東京で戦前の 2.2 倍になったと分析している。さらにバブル期に課題のひとつと

されていた労働時間についても改善に転じ、1993(平成 5)年にはアメリカのそれよりも短

縮したと述べるなど、停滞する日本の状況にあって戦後 50 年を誇らしく回顧してみせた。 

「水と安全はただ」と言われてきた我が国であるが、1995(平成 7)年に発生した阪神・

淡路大震災、地下鉄サリン事件、病原性大腸菌 O-157 による集団食中毒事件などがあった

ことを捉え、1996(平成 8)年度白書では、国民生活の安全と安心をテーマとして、国民の

ライフステージごとに分析を行っている。 

1997(平成 9)年度白書では、働く女性が増加するなかで、その就業意欲や能力向上意欲

を阻害することがないような社会システムの設計が必要だとし、次の 1998(平成 10)年度白

書では、40～50 代の中年に焦点を当てた分析を示した。1999(平成 11)年度白書では、⾧

期低迷したわが国経済が緩やかに改善しつつあると述べ、とりわけコンピュータ等の情報

通信関係への支出が活発となり、消費性向は緩やかながらも上昇の動きを示していると報

告している。2000(平成 12)年度白書では、我が国で阪神・淡路大震災以降に萌芽をみせた

ボランティア活動に注目し、「ボランティアが深める好縁」をテーマに選んでいる。 

 

６．失われた 20 年 (2001～2008(平成 13～20)年度) 

21 世紀を迎えた我が国は、依然として続くデフレ経済と低成⾧のなかにあった。企業の

収益力が低下し、賃金も伸び悩むといった状態が常態化していた。国際的には、2001(平

成 13)年に米国で同時多発テロが起こり、冷戦構造崩壊後の国際情勢が新しい局面に入っ

たことを印象づけた。中国が WTO に加盟したことにより、世界の通商構造が新たな体制

となり、国際社会における中国の存在が大きなものになり始めたのである。 

グローバル化と外需依存という日本経済であったが、中国などの台頭は輸出主導型の経

済構造を強化するものとなり、製造業の海外移転が進み、国内産業の空洞化が懸念された。

この期間は、経済の停滞と社会の変容、そして文化の多様化が同時に進行した期間とも言

える。前 10 年に引き続き相変わることなく経済社会が低迷したことをもって「失われた

20 年」とも呼ぶべき期間である。 

2001(平成 13)年に生まれた小泉政権は、「官から民へ」というスローガンの下、郵政民
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営化、道路公団民営化などに加え、医療・農業・教育分野への民間参入を推進し、市場競

争を促した。一方で、格差拡大や非正規雇用の増加などの問題を生じさせた。小泉改革は

新自由主義的な施策を導入し、企業収益改善や失業率の抑制に一定の効果をもたらしたと

評価される。非正規雇用の増加は、派遣労働を拡大するとともに「派遣切り」や「ネット

カフェ難民」などの社会問題を惹起したといえる。 

デフレが景気回復の桎梏だとされ、デフレに苦しむ企業は、賃金の高い中高年のリスト

ラを進める一方で、新卒採用を抑制することで雇用調整を行い、さらに賃金コストの高い

正社員をできるだけ減らし、パート・アルバイト、派遣社員などを増やすことで人件費を

抑えるという方針をとっていた。派遣労働や契約社員などの非正規雇用が拡大し、若年層

の「就職氷河期」や「ワーキングプア」が社会問題化した。若年層の経済状況の悪化は、

未婚化、晩婚化や少子化にも影響を与えたとされる。少子化の一方で高齢者人口の増加を

受け、介護保険制度が 2000 年にスタートした。 

 一方で世界的には、2004(平成 16)年に Facebook が開設し、2005(平成 17)年に YouTube

社が設立された。そして 2007(平成 19)年には米国でスマートフォンの iPhone が販売され、

翌年には我が国でも販売されたのである。のちに GAFAM と総称される企業群が世界の産

業界を席巻するようになった。 

 2002(平成 14)年に日韓共同のワールドカップが開催され、2004(平成 6)年に放送された

韓国ドラマ「冬のソナタ」が一大ブームとなった。またサブカルチャーの拡大も著しくな

り、アニメ、マンガ、ゲームが国内外で人気を集め、2001 年には「千と千尋の神隠し」が

高い興行収入を記録し、オタク文化が市民権を得はじめた時期でもある。ギャル系ファッ

ション、裏原宿系、森ガールなど多様なスタイルが登場し、ブログ、掲示板（2 ちゃんねる）

といったインターネット文化が台頭し、電子掲示板発の「電車男」が流行った。個人の情

報発信が活発化して、ネットスラングやネット流行語が一般化した。インターネットを介

した新しいビジネスが大きく展開した。期末の 2008(平成 20)年にはリーマンショックが起

こり、この年日本人口がピークをうち、以後人口減少に転じた画期を示す年となった。 

2001(平成 13)年度白書では、「家族の暮らしと構造改革」という副題を付して、白書が

政府方針とする構造改革と関連づけて分析されるという体裁をとっている。政府の施策と

関連付けて働き方に対する選択肢を増やし、子育て・介護における個人や地域の支援の必

要性を説き、IT の普及が家族が抱える構造的諸問題解決の有用な手段になり得るとしてい

る。2003(平成 15)年度白書では、日本経済がデフレ下で低迷を続けていることをとらえ、

とりわけ若年フリーターについて分析し、2004(平成 16)年度白書では、政府を補完する新

しい「公共」について論じている。ライフスタイルが多様化する中で、地域ごとに新しい

形の「公共」が創り出されることが地域の個性を生み、魅力的な地域の創造にもつながる

としている。 

2005(平成 17)年度白書は、子育て世代における不安や負担感について扱った。出生率が

低下するなか、子どもを持たない理由については、子育ての経済的な負担を挙げている。

102



子育て世代の平均的な所得は、1990 (平成年初) 年代以降ほとんど伸びていないとし、若年

層のパート・アルバイトにおける年収は同年代正社員の 3 割程度の約 120 万円にとどまる

と分析している。2006(平成 18)年度白書では、国民一人一人が「多様な可能性に挑める社

会」の実現について考察し、2007(平成 19)年度白書では、家族、地域、職場のつながりと

いうことに焦点を当て、社会のつながりの再構築策を説いている。2008(平成 20)年度白書

では、消費者・生活者が社会構造変革の役割を担いうる「消費者市民社会」をテーマにし

ている。消費者被害の実態を明らかにしながら消費者政策を担当する行政機関には専門性

と効率性を兼ね備えた体制強化が求められるなどとした。結果として、これに続く消費者

庁設立への機運を醸成した白書となったといえる。 

 

７．期間ごとの社会背景と生活白書 

1945(昭和 20)年代が終戦後の混乱を乗り越え、生活をたて直した時期であるとするなら

ば、復興期である 1955(昭和 30)年代は国民が主体的に経済、社会を運営し、生活の向上を

図ろうとする新たなる決断と実行の時期とすることができよう。この時期の生活白書は国

民生活の衣食住という基本要素の消費分析が主であり、その一方で課題となる生活格差に

目を向ける傾向が強かった。 

次の高度成⾧期になると、絶え間なく拡大する我が国経済を拠り所として、生活水準の

向上を図った期間であったといえる。家計における所得、消費の水準の急速な上昇により、

人々は快適な生活を相当程度実現することができた。しかし、急速な経済成⾧に内在する

成⾧の歪みが拡がり、高度成⾧も終焉した。 

 安定成⾧期を迎えると、白書の内容は生活環境の分析に重点が移り、地域、家族、世代

のように、より具体的な生活分野に焦点を絞り、掘り下げた分析をするようになった。 

 バブル経済期には、再び経済が成⾧軌道に乗り、国際的にも「１割国家」になったと自

信を深め、東京がその中心として特別な存在になることを受容するような筆致となる面も

あった。一方でそれらが個々の生活の豊かさに直結していないことを憂え、その理由とし

ては住宅問題、地価の上昇、労働時間の⾧時間化など生活労働環境の改善が必要と訴える

ものが多い。 

 失われた 10 年を特徴づける社会背景は、東西ドイツの再統一、ソ連の崩壊といった冷戦

体制という世界の政治経済対立構造からの変化にあるといえる。そしてＥＵというボーダ

レスな経済圏が誕生し、WTO も発足した。全地球的な巨大市場が形成され、この期間の

経済社会のあり様を変容させていった。生活白書は、この期間における国内課題である高

齢化、少子化という課題に注目するものが多く、停滞する日本に対し躍動した世界の潮流

を新たな国民生活に向けることが少なかった。 

失われた 20 年においてもなお日本はたち直れず、政府の改革政策に沿った国民生活のあ

り方を啓発するような内容に変わっていき、政府の広報誌然としたものに変容した期間だ
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といえる。一方で、世界は IT 革命、グローバル化が推し進められていった。 

 

生活白書は当該年度の前年度に起こった事柄や家計状況を基本として記述しており、リ

アルタイム性に欠けるものの、その執筆に際しては可能な限り国民生活の現況やその課題

などを正確に把握し、共感を得られる記述に努めようとしているはずである。そして国民

生活の現況分析には、生活それ自体を表層的に観察するだけでなく、生活を取り巻く社会

背景、ひいては一国の経済、さらには世界情勢というマクロ的視点と個々人、家計という

ミクロ的視点との関係から深層に迫ることも求められるはずである。ここではそのミクロ

的事象の発露を生活白書の記述に求めたものである。 
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おわりに 
 

 ヒアリングに応じて頂いた方々は、昔の資料を探し出してくださったり、資料をまとめ

てくださったりし、大変貴重なお話をうかがうことができた。ご協力いただいた皆様に深

く感謝致します。また、川名英子氏と古川彰氏には個別に面会してお話をうかがい、本報

告書にはお話を直接記録として残してはいないものの、我々が当時の状況を理解する上で

非常に有益な内容であった。他にも多くの方に関連情報を提供して頂いた。ひとりずつお

名前を列挙できないが、ご協力に心からお礼を申し上げたい。 

 残念ながら前半の白書は、関係者のほとんどが既に物故されているなどで、どなたからも

ヒアリングができないものがほとんどだった。関係者からヒアリングができた最も古いも

のは、第 13 回 1968（昭和 43）年度生活白書で、研究会のメンバーでもある⾧瀬要石氏が、

当時の国民生活課の課⾧補佐として関与された際のものであった。 

1980 年頃に国民生活調査課に課⾧補佐として在籍され生活白書の作成に参画された小林

良邦氏には、ヒアリングを依頼し体調が整うのをお待ちしていたが、2025 年 7 月 19 日療

養中のところ享年 81 で他界された。謹んで、ご冥福をお祈りしたい。  

 本調査研究の一部は、担当者の一人の櫨が学習院大学経済学部に所属中に行われてお

り、良好な研究環境を提供頂いた関係者の皆様のご厚意にお礼申し上げる。 

 

（残された課題） 

国民全てが貧しかった終戦直後から、一人当たり GDP が何倍にも増加したにもかかわ

らず、豊かさを感じられないのはなぜなのかという問いは、生活白書が解明しようとして

きた大きな謎で、白書は様々な角度から分析を行っている。 

第 14 回 1970（昭和 45）年度白書は、人々が物質的な豊かさだけではなく精神的な意味

も含めた豊かさを求めるという変化が起こっていることを指摘し、1980 年代の白書は、物

の豊かさから心の豊かさを求めるようになったとしているなど、人々の求めるものが変わ

ってきたことに社会が対応できていないことが一つの要因として挙げられている。 

あげられている二つ目の要因は、個人生活と社会生活の不均衡である。第 7 回 1962(昭

和 37)年度白書は、個人生活に比べてそれを取り巻く生活環境施設が遅れているという社

会生活とのアンバランスを指摘している。個人の力では解決できない生活を取り巻く社会

環境の遅れという問題は、1960 年代後半の白書では生活環境施設よりももっと広い概念

で、社会開発の推進（第 10 回 1965 年度）、均衡ある成⾧の確保（第 11 回）、所得水準に

みあった社会的消費の水準確保（第 12 回）、私的消費と社会的消費の不均衡（第 13 回）

と、それぞれ異なった表現で取り組むべき課題とされている。 

バブル景気の絶頂期に作られた、第 34 回 1990（平成 2）年度白書は、20 年前に指摘さ

れた私的消費に対して社会的消費が不足しているという問題が未だに解決されていないと
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し、特に人々の不満の大きなものとして、老後の不安と住環境の貧しさの二つをあげてい

る。 

GDP(国内総生産、2000 年頃以前は GNP：国民総生産が利用された)は一国の豊かさの

指標として世界的に利用されている。しかし、GDP はどれだけ生産したかという量の指

標であって、国民の生活を豊かにするのに必要なものが生産されたのか、生産されたもの

が適切に使用されたかどうかということは全く関知しない。このため、経済成⾧によって

GDP が拡大すれば自動的に国民生活が豊かになるというわけではなく、1990 年頃までの

生活白書は、社会的消費の提供は市場機能（価格メカニズム）だけでは実現できず、政府

の積極的な関与が必要であるという認識を示していた。 

家計行動の分析から始まった国民生活白書が、最終的には家計の所得・消費分析を行わ

なくなってしまったことは本文で何度も触れた。このため現在では、家計の所得・消費・

貯蓄については、経済財政白書が日本経済全体というマクロの視点から分析を行ってい

る。また、1990 年代初めにバブルが崩壊した後、⾧年にわたって日本経済は低成⾧が続い

たため、社会の関心は経済成⾧率を高めることに集まってしまった。こうした状況の中

で、生活白書が訴えてきた、経済成⾧だけでは社会的消費が十分にならず、人々が豊かさ

を感じるようにはならないということは忘れ去られてしまったように見える。 

本報告書で報告するには至らなかったが、家計調査で戦後低下を続けてきたエンゲル係

数は 2005 年頃を底に上昇し、勤労者世帯では 2005 年の 21.5%から 2024 年は 27.1%へ、

二人以上世帯全体では 2005 年の 22.9%から 2024 年は 28.3%と、1980 年代前半頃の水準

に上昇しているという大きな変化があった。家計が豊かさを感じられないのもうなずける

のだが、一方勤労者世帯の貯蓄率（正式な項目名は黒字率）は、2000 年に 27.9%であった

ものが 2024 年には 37.8％という驚くべき高さになっていて、家計に余裕が無いとも言え

ないという不思議な状態となっている。 

かつて国民生活白書が指摘していた社会的消費の不足がこのような不可解な現象をもた

らす原因となっているのではないか検証し、適切な政策対応を提言することは我々に残さ

れた大きな課題であると考える。 

 

（結語） 

生活白書の基本的な執筆態度は、国民生活の現状や問題点を正確に把握し記述すること

なのではないか。国民生活を分析する際には、国全体の社会背景や国民経済というマクロ

的視点と個々人、家計というミクロ的視点からの分析も必要となる。一方で、国民経済を

分析し、制度の構築や社会のしくみづくりというマクロ施策にあってもミクロ的視点から

の分析が必要なものとなる。その一助として、生活白書が担ってきた行政分野があったの

ではないだろうか。このミクロな視点を有する生活白書が廃刊されたことはその手段を失

ったようで残念である。 
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８．原田 泰 「平成 7,8 年版国民生活白書について」                           210 
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